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地域安全センター設立の経過

昨日の関西労働者安全センター50周年記念集
会の話を聞いていて、こういうこともあったんだなと、
かなり私の記憶から薄れてるところも結構あったり。
やはり、当然ですが、東京と大阪ですから知らない
こともあったりして、それぞれ地域安全センターの
活動ということでは、かなり抜けているとこもあるかと
思いますけど、とりあえずお話をして、皆さんの議論
にまかせたいと思います。

いま19地域センターあるということなんですけれ
ども、安全センターといえば日本労働者安全セン
ターがありました。1963年に三井三池の大爆発－
炭じん爆発がありました。今年はちょうど60周年と
いうことで、新聞などで取り上げていました。合理
化が進み保安無視の生産第一主義のなかで大き
な事故が起こり、たくさんの方が犠牲になられたと
いうなかで、合理化に対して「抵抗なくして安全な
し」、「安全なくして労働なし」ということで、日本労
働者安全センターが1966年に、総評、中立労連、
単産を含めて設立されました。産業医をやってい
るところで、組合の若い、30代の労働者と話してい
ると総評を知らない－当たり前ですよね。連合は
知っていても総評は知らない。だから昔の話をす

るときに、総評って何ですかというところから説明す
るのも大変ですね。

目的は、「労働災害・職業病の発生を予期して、
その発生要因を調べ上げ、その結果に基づいて、
徹底的な改善を要求し、逆らうものには抵抗し、労
働災害・職業病の発生を予防する」。こういう趣旨
で作られました。後に総評の解散と連合の設立の
とき－1989年に解散します。

1972年には労働安全衛生法が制定というか、労
働基準法から分離して単独の法律になる。1972
年。そして、地域安全センターが1970年代に設立
されていきます。当時は労働運動も非常に強かっ
たですから、地域の労働運動と連携して設立され
ていく。関西労働者安全センターが1973年。関西
は当時、全金、全港湾などの労働組合と連携をし
て作られた。

私はまだ学生だったですよね。やはりその当時、
東京でも関西のようなセンターを作りたいというの
が、ある意味で憧れに近いものだったですね。遠く
から見てて、労働運動も本当にすごいことをやって
いるし、そういう強い労働運動と一緒に連携して、
労働者のための医療ということで安全センターが作
られて、非常にダイナミックな、すごいことをやってい
るというイメージがありました。

安全センターと連携して、南労会松浦診療所が

特集／関西労働者安全センター50周年記念

地域安全センターの
これまでとこれから
全国安全センター第34回総会記念講演

平野敏夫
全国労働安全衛生センター連絡会議議長
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労者医療生協、港町診療所ができていくんですね。
実はちょうど港町診療所ができたときに、私は医

者にはなっていたんですが、ちょっとぷらぷら、と言う
と変ですが、就職先がはっきりまだなかったんです
よ。そういえば、医者になるのなんかやめようかなと
思ったりもしながらぷらぷらしていたものだから。港
町診療所ができるにあたって、お前が所長になれ
という話があり、かなりしつこく言われました。実は
その時は－東京東部労災職業病研究会はできて
なかったんですけど－俺はもう東京東部に骨を埋
めるとか言って、引っ越した直後だったんですね。
東京東部も、歴史的な労働運動がありましたので、
そんなのにこうした憧れみたいなものがあって亀
戸に引っ越した直後だったので、駄目だって言って
断ったんです。

そうしたら、ちょうど天明佳臣先生が、当時、農村
医療を頑張ってやるということで山形の病院にいた
のですけど、お父さんの具合が悪くなって、実家の
東京に戻ってくることになったという情報を聞いた
今井重信先生という整形外科の先生が、じゃあ天
明さんに頼もうと。天明さんに港町診療所の所長
になってくれと頼んだところ、タイミングよくて、わかり
ましたと引き受けてくれました。

ただ、最初は患者もいないですからね。天明さん
を食わせる給料を出せないというか、少ないという
ことで、天明さんに週一日くらいはアルバイトに行っ
てもらおうということになって、その分お前ちょっと穴
を埋めろと言うんですね。私は東京から週二回ぐら
い港町診療所に行っていました。

港湾病の集団検診なんかもやったりして、それら
にも参加していたのが、当時1979年、80年頃。それ
が神奈川の話です。

東京は、いま東京労働安全衛生センターでNPO
になってますけど。最初は東京東部労災職業病
研究会というかたちで出発しました。東部というの
は東京の東のいわゆる下町なんですね。江東区と
か江戸川区とか、中小零細企業は多いところで、当
然労働災害職業病も問題になっていましたし、当
時地区労を中心に労働争議を含めて労働運動が
活発だったところです。そういうところで、地区労と
協力しながら労災職業病研究会を作ろうということ

平野敏夫（ひらのとしお）

1949年島根県浜田市生まれ。

1975年東京大学医学部卒業。以後、東京の八王子中央診療所、河

北病院、葛西中央病院で内科勤務医として勤務。葛西中央病院で

は労働組合を結成し地区労に参加し活動する。1978年、地域の労働

組合と共に東部労災職業病研究会（1998年、NPO東京労働安全衛

生センターに改組）を結成、地域の中小零細企業の労災職業問題に

取り組む。1990年、働くもののための診療所として､地域の労働組合

や医師らとともに亀戸ひまわり診療所を設立し現在に至る。

2012年から全国労働安全衛生センター連絡会議議長。

できた。私はいま亀戸ひまわり診療所にいるんです
が、1990年にできるんですけどね。それを作るにあ
たって、やはり関西を見に行こうというんで、4～5人
くらいで安全センターと南労会の診療所を見学さ
せてもらった記憶があります。東京から見て、関西
安全センターあるいは南労会の診療所はお手本み
たいな、ああいうものを東京でも作っていきたいとい
う思いは非常にあったんですよね。

関西の後、大分、高知、神奈川、東京などに地
域安全センターができていく。それぞれ各地域セン
ターが成り立ちが違っていて、私も全部知っている
わけではないのですが、高知などは、全林野－林業
の振動病の被災者の皆さんと一緒に作りました。
神奈川には私はいろいろかかわっていて、神奈川
労災職病センターの結成から少しは関係を持って
きたので、わりあい知っています。神奈川はやはり、
全港湾の港湾病、全造船日本鋼管の腰痛の認定
闘争などがあり、とくに全港湾の力が大きかった。
労災職業病センターを作って、その後神奈川県勤
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で、準備会が1979年で、正式に発足したのが1981
年です。それがその後、安全センターになり、NPO
になりと、だんだんこう発展していくんですけど、そ
れが東京です。

そういうふうに地域の労働組合とか、あるいは労
災被災者と連携してできていったのが、各地の地
域安全センターです。
もうひとつの特徴は、安全センターができて、被災

者がたくさんいて、労働運動もあって、そういうなか
で自前の医療機関を作っていくということがありまし
た。当然、被災者の診断と治療、健康診断なども求
められて、医療、医者の要素も大きいということで、
自前で医療機関を作っていく。神奈川はいま言っ
たようにとりわけ全港湾の運動のなかで、神奈川県
勤労者医療生活協同組合ができていく。大阪もそ
うですね、南労会ができていく。東京も、亀戸ひまわ
り診療所が1990年にできています。

神奈川は、港町診療所のほかに、アスベストの取
り組み、横須賀の造船のアスベストの被災者発掘
の運動などもあって、横須賀に勤労者医療生協の
二番目の診療所として横須賀中央診療所ができ
ています。いまアスベストセンターの所長をやって
いる名取雄司さんが所長で10年間やられた。そう
いうかたちでセンターと自前の医療機関と連携をし
ながら、地域でできていったという経過があると思
います。

1989年には総評解散、連合結成。1990年に全
国労働安全衛生センター連絡会議が発足すること
になります。当時15センターだったのがいま19セン
ター。最初の議長が、公害Gメンとして有名で、当
時神奈川労災職業病センターの所長になられたば
かりの田尻宗昭さんでした。

その後、2005年にクボタショックということで、アス
ベスト問題がブレークする。その前々年にアスベス
トセンターをができています。名取さんが横須賀中
央診療所の所長はやめて東京に来てたんですね。
ひまわり診療所に週一回か二回くらいきていたんで
すけど、彼にアスベストセンターをやってくれと説得
して発足して、その翌々年にクボタショック。ちょうど
タイミングもよかった。その後、各地域安全センター
にはアスベストの相談がいっぱいきて、いまに至って

るということだと思います。
大雑把な経過で、みなさんから後で捕捉してもら

えれば思いますが、そういった経過のなかで地域
安全センターができてきた。

安全センターの活動

安全センターの活動ということで、地域センターと
全国センターがごっちゃになってますけど、少し整理
してみました。

ひとつは、労災補償・安全衛生などに関する制
度の改悪を許さず、働く者の立場に立った制度・
政策の確立をめざすということです。全国センター
と各地域センターが様々な労災保険法改悪や鍼
灸治療制限、ホワイトカラーエグゼンプション反対
等々、いろいろ運動してきました。最近では、アスベ
スト被害者・家族とともに、石綿健康被害救済法の
改正等にも取り組んでいるところです。

それぞれ当事者、被災者と一緒に運動を作って
きましたし、ホワイトカラーエグゼンプション反対のと
きなども脳・心臓疾患の被災者、過労死の遺族と
の連携で連合なんかにも働きかけるなかに、全国
安全センターの大きな役割はあったと思います。

それから、対厚生労働省交渉なども毎年行って
います。まあ、どこまで成果があるか。とくに最近な
ど、毎年参加すると、厚生労働省側では若い連中
ばかりです。私は一応議長なんで、交渉の前に挨
拶するんですけど、思わず皆さんも若いですねと
言っちゃったんですよね。大体みんなもう20代が30
代ぐらいです。こちらは20年、40年ずっとこの安全
衛生をやってきた連中だから、ちゃんと心して話を
聞けよなんて言ったことが記憶にあります。

各地域センターでは、労働局、労働基準監督署
交渉をそれぞれやっています。神奈川などは、徹
底していて全部の労働基準監督署をまわっていま
す。東京はそこまでいかなくて、東部のいくつかの
労働基準監督署をまわったり、東京労働局と、いろ
いろ要請を出してやっています。本来なら当然働く
者の安全健康については熱心にやってるはずです
し、こちらもやってるので、立場は違ってももうちょっ
と話し合ってもいいと思うんですけどね。われわれ

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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は別に喧嘩しに行ってるわけじゃないので。そうい
う話はしたいんですけど。向こうがなかなかフラン
クにはしてくれないので難しいですが。それでもで
きるだけ有意義な話し合いをしようということでやっ
ているところです。

それから、労災職業病の被災者とその家族を支
援すること。これがやはり、地域安全センターにとっ
ては大きいですよね。被災者の駆け込み寺だとい
うことで、被災者の労災補償、あるいは裁判を含め
て、闘いを支援するということで、いまや関西、神奈
川、東京、名古屋、兵庫等々、専従者の相談能力と
いうか力量というのはすごいと思います。

これも余談になりますけど。私がはじめたころ、40
数年前の東部労災職業病研究会は専従がいない
わけですよ。みんな働いているし。医者が3人病院
にいたんですけど、専従がいないものですから、私
がその頃まだ勤務医で江戸川区の小さい病院に
勤めたんですけど。被災者の相談がくると、その病
院に来てもらって診察をして、診察中はあまり長い
話はできないですから、待合室で待っていてもらっ
て昼休みにいろいろ詳しい話を聞く。それで、また
今度労職研のほうで詳しく話を聞くからと言って、
話をしてもらって意見書みたいなものを作成する。
労働基準監督署に申請に行くときには、私も一緒に
行っていました。だいたい相談は地区労に持ち込
んで、地区労の専従の方にも一緒に行ってもらった
り。場合によってはかなり大きな相談だなというとき
は、地区労で労働組合を動員してもらって大勢で
申請に行ったりもしていました。いまみたいに相談
は多くはなかったですからね。

昔の話をあまりノスタルジックにしてもしょうがあり
ませんが。慈恵医大という大学病院の看護師さん
で頸肩腕障害になったんですけど、業務外認定に
なって、審査請求でもだめで、労働保険審査会に
かかりました。いまでも覚えてるのですが、労働保
険審査会って浜松町のビルにあるんですよ。審査
会の当日、私も代理人になってましたから。そうそう
その日ちょうど港町診療所の診療の日だったんです
よね。京浜東北線一本ですから、横浜から浜松町
まで行ったら、フロアに赤旗が林立してるんです。
地区労の東部ブロック共闘会議が動員して、フロア

がいっぱいで傍聴席もいっぱい。その旗をかき分
けながら証言に行ったことをいまでも鮮明に覚えて
います。そんなことができた時代ではありました。

そういった意味で、相談が少なかった分、一件一
件丁寧にというか、いまでも丁寧にやってますけど、
みんなで知恵を出し、いろいろな人に動いてもらっ
てやった記憶があります。いまはたくさん相談が来
ていますし、アスベストなどもいっぱい来るので、そ
んなようには多分できないですけど、その分、専従
の皆さんの相談能力がすごく上がっているのが、
地域安全センターの大きな力だと思います。

先ほど言いましたように、自前の医療機関ができ
ました。神奈川、横須賀などで検診活動にも取り組
むことができるようになりました。東京では、常盤炭
田の炭鉱労働者のじん肺患者の掘り起こしをやっ
てきました。これは、私がひまわり診療所の前にい
た病院に、東京に出稼ぎに来ていた元常盤炭田の
労働者がたまたま咳が止まらないということ来たん
です。診察をしたらじん肺があったということで、申
請をして労災になった。その方が、実は故郷には
いっぱい退職者がいるんだよという話になって、じゃ
あ検診に行こうかということだったんですね。それ
で、検診車を、仕立てて、そのときは神奈川の皆さ
んにも協力してもらって前日民宿に泊まって、検診を
した。最初は55人ですかね。みんなじん肺があっ
て、何人かは労災申請する。

それからさらに検診活動が広がりました。茨城
から福島いわき市の方に広がっていった。そのな
かで、被災者の方たちが、現地には医療機関がな
いので、東京まで診療に来られたんですね。常磐
線に乗って来られて。もう40年くらい前ですが、当
初200人くらいの方が、グループを作って毎日来られ
た。そういったじん肺被災者の患者さんもいて、ひ
まわり診療所の設立につながったわけです。

それから、医療機関と地域安全センター、あるい
は労働組合の連携した活動としては、全建総連の
アスベスト問題があります。アスベストは建設労働
者にとって非常に大きな問題になるので、全建総連
の国保組合でやってる一般健康診断のレントゲン
写真を診療所に送ってもらい、それを私と名取さん
ともうひとり所長の毛利さんで読影して、初期のじ
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ん肺所見があるとかプラークがある人とかを診断を
して、その人たちに二次診療というかたちで診療を
しています。

あと安全センターとも協力をしてもらって、首都圏
の方は診療所に来てもらいます。全国からレントゲ
ン写真が来ます。青森、岩手、栃木。西は、鳥取、
四国から来ます。そっちはもう出張して診療すると
いうようなことも、安全センターと医療機関の連携と
いうことでやっているところです。

それから、労災にはなったんだけど、早期打ち切
り－症状固定で打ち切られそうだといった相談も
受けます。これはやはりかなり医者の要素が大きい
ですよね。困るというか、労災になって普通の医療
機関に行っていて、もう［症状］固定だよと。監督
署からも固定だよって。医者も弱いものだから。そ
うですねなんて言ってしまうので。そこで初めて大
変だってことで相談に来るんですけど。だいたいは
ひまわり診療所に転医してもらって、労災を引き続き
続けるというようなこともやったりしています。

それから、全国センターですけど、ホットラインで
すね。アスベストホットライン、いじめハラスメントほっ
とラインなど、年に一回、二回やっています。昨日
は、先日のメンタル労災認定・ハラスメント対策ほっ
とラインにたくさんの相談が寄せられたという報告
もありました。

そういうなかから、患者会も結成されています。
アスベストは、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族
の会が頑張ってますし。じん肺患者同盟はもうだい
ぶ小さくなってしまいました。横須賀はまだ支部が
あると思いますが、東京東部支部は最近解散しま
した。建設労働者の関係の支部はまだあって活動
してますけど、みんなじん肺の患者さん、高齢化し
ていたり、亡くなったりして、人数が減ってきてなかな
か支部を維持できなくなってるんですね。これはもう
全国的な傾向でしょうがないんですが。

頑張ってやってるところは頑張っている。最近は
神奈川で、精神障害、メンタルの労災の方の患者
会ができたという話を聞いています。そういった患
者会の活動。昔は、神奈川とか東京もそうでしたけ
ど、被災者交流会というのを作っていました。いろ
いろな職業病の方、あるいは労災の方が患者会に

入ってやっていたのですが、被災者の交流会という
のは、病気が違うと抱えている問題も違うし、要求・
要望も違ったりしてなかなかうまくいかないところも
ありましたね。途中で解散するとか、そういったこと
にもなったことを覚えています。アスベストとかじん
肺だとか、同じ病気だと比較的、わりあいまとまって
活動できるのかなっていうのはあります。

それから、被災者の労災補償なり裁判をやるん
ですけども、地域ユニオンなんかに加入してもらっ
て、団体交渉で企業の上積み補償とかでを勝ち取
る活動などもやられています。アスベストユニオン、
被災者が労働組合を作って企業と団体交渉する
というようなユニークな活動もやられてきています。

そういった意味で、被災者の相談を受け、補償を
勝ち取っていく、サポートしていく、エンパワーメントし
ていく活動というのは、各地域センター活動の大き
なひとつの柱になっているし、解決能力は非常に優
れたものに、もちろん手前味噌ですけど、なっている
と思います。

それから、これは昔から言われてるんですけど、
当然被災者の補償を勝ち取る闘いは大事なんで
すけど、やはり労災職業病を出さない、予防の職場
の安全衛生活動を支援することが大事だというふ
うに言われてるんですけど、なかなか難しいところ
があります。これは職場に入れないといけないので、
やはりその職場に労働組合がないと安全センター
だけでこういうの言ったって入れないですからね。
だから労働組合と連携をして取り組んでいくという
ことですが、労働組合がなかなか、組織率も17%を
割っているんですからね。ほとんどの労働者は未
組織なので難しいところがあります。

ただ、そういった連携した取り組みもやってきてい
ます。東京などでは、安全衛生委員会のなかにセ
ンターもメンバーに入れてもらってやったりするのも
あるんですけど、なかなかまだ少ないですよね。そ
ういう取り組みを通じて、専門家主導ではない労働
者参加型の職場改善活動を生かす。全国センター
の労働安全衛生学校の写真が出てましたけど、当
時は労働組合が結構あって、労働組合を対象にし
た安全学校だったんです。東京ではその後もずっ
ととりあえず毎年やっているんですよ。今回も30回

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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目か、ずっとやってるんですけど、だんだん労働組
合がなくなっていくんですよね。ここ数年、参加者を
集めるのに非常に苦労してるんですね。

ですけど、なんとか東京は続けている。今年は、
全建総連の建築現場の安全衛生ということで特化
して、全建総連東京都連とタイアップして、開催しま
した。全建総連の書記の方も来られたりして、久し
ぶりに20数人でやれました。毎年ここのところ10人
いくかいかないかくらいでやってきていますけど、な
んとか続けてはいます。

それから、産業医の派遣というのは、東京だから
できたというところもあると思うんですけど、産業医と
いうのは私なんですね、要するに。東部労災職業
病研究会の設立過程で、地区労と一緒にいろいろ
やってきたりしたこともあって、地域の労働組合とわ
りあい関係ができていたということと、それから前に
勤務した病院で労働組合を結成をして、地区労に
参加して、10年くらいやっていたんですね。

60床くらいの小さな病院で、組合を作ったんです
けど、実はできる前日にバレてしまったんですね。こ
の話をするとまた1時間くらい経ってしまいますが、
一応結成しました。組合員5、6人の少数派組合で
す。準備会段階ではほとんど全員が参加したので
すけど、結成の前日にバレてしまって。当日に看護
師さんが看護師ステーションに集められて、婦長に
個別に「あんた行くの」とやられた。不当労働行為
ですが。それで崩されてしまい、結成大会には2人
か3人の看護士さんと、栄養士さんと医者で…まあ
余計な話はやめて、ともかく地区労に参加してずっ
とやった。そういうこともあって、地域の労働組合と
わりあい親しかったということがありました。

そういう組合のある会社の産業医になってくれ
という話で、なったのがもう30年前。なかには、その
当時いた産業医があまりやらないものだから、労働
組合の春闘要求で平野を産業医にしろと要求をし
て、勝ち取ったというところもあります。その産業医
がずっと続いているんです。なかにはもう労働組合
はなくなった会社もあったり、あんまり組合は元気な
くなったというのがあるんですけど、続いています。

産業医は、会社が委託するんですよね、お金を
出して。それを安全センターに委託するようにという

話をして、安全センターに委託をして、安全センター
の産業医である平野が産業医で行くというかたち
にしました。だから、委託料は全部安全センターの
活動資金にもなるということで、一石二鳥なんです。
それで、産業医をやっているところがいま5、6件で
す。

それで、安全衛生委員会でいろいろやっていく。
産業医って基本的に中立の立場なんですけど、そ
ういう経過もあるものですから、私は100%労働組
合の立場でやってる産業医なんで、組合側の委員
と一緒に苦労したり、ときには組合側委員を煽った
りすることもあるんですけど、そういうことで。なかに
はその関係で、安全センターのメンバーを安全衛
生委員会にも参加してもらっている会社もあります。

あるいは、環境測定も東京センターはやっている
んですけど、有機溶剤とか粉じんの環境測定も安
全センターでやるということで、連携をしていくいうよ
うなこともやっています。産業医については、東京
センターの特殊事情ということも少しあるかなと思い
ますけれど、そういうこともやってる。環境測定では、
関西は環境監視研究所があって非常に大きな活
動をしていたというのも、関西センターではあると思
います。

これから安全センターが職場でどう安全性衛生
に関わっていけるかという、この後の課題とも関係
してきますが、労働組合がないところではやはり難し
く、ひとつの課題ではあると思いますね。

資料・情報などの収集と提供、機関紙の発行や
ウェブなどで発信する。全国センターの機関紙「安
全センター情報」毎月、情報がたくさんあって、非常
に貴重な情報もいっぱい入ってますので、なかなか
私も全部読み切れないんですけど。なるべく読むよ
うにしてるんですけどね、難しい。だから厚生労働
省の役人もたぶん見てると思いますよね。機関紙
での情報発信というのは非常に大事ですし、ずっと
やってきている。

課題別のネットワーク・プロジェクト・ホットライン
活動。これも、先ほど言いましたけれど、ネットワー
クで言えば原発被曝労働ネットワークということで、
被曝労働者ユニオンとか他の団体とネットワークを
作って、これも年に2回くらい省庁交渉、東電を相手
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した交渉をやってきています。外国人労働者では、
「外国人労働者労災白書」というのを昔作ったりし
てますし、情報公開については榊原さんを中心に
情報公開推進局をやっている。そういったか課題
別の活動。

それから、調査研究活動ということでいくといろ
いろあるんですけど、最近で言うと、2011年の東日
本大震災の倒壊した建物のアスベスト飛散の話か
ら、さらにさかのぼって阪神淡路大震災のアスベス
ト被害についての現地調査とかやっていますし、長
野の水害とか－水害洪水でも建物は倒壊しますの
で、アスベスの飛散のがやはり問題になってくるとい
うようなことで、いろいろ調査・研究してる。

それから、リスコミュニケーションと言いますと、建
物の解体とかでアスベストが地域に飛散するわけ
で、住民に対して被害が及ぶこともあるので、住民
から結構アスベストセンターに相談が来るんですけ
どね。そういうときに住民に対してリスクリスクコミュ
ニケーション－リスクをちゃんと話しながら、コミュニ
ケーションをとって、解体作業に対していろいろこ
う注文をつけていくというようなこともアスベストセン
ターと一緒にやっています。一番最近では、東京の
築地市場の解体作業。これは、東京センターもそう
ですけど、アスベセンターの永倉さんがかなり一生
懸命やっていただいて、東京都とかなり連携を取り
ながらやって、非常に模範的な解体がやられたとい
うことになって、最近都議会では東京センターの名
前が出て、この件について評価されてるっていう話
があったと永倉さんから聞きました。そういった調
査研究活動もしている。

それから、国際交流連帯活動。ABAN－アジア・
アスベスト禁止ネットワーク、ANROEV－労災・公
害被害者の権利のためのアジアネットワーク。これ
は、国際局と言いますが、古谷さんがこの間ずっと
中心になってやっていただいています。メコンデル
タは東京センターの活動なんですけど、ちょっとユ
ニークというか、ベトナムのカント市と技術協定を結
んでいて、最初は、中小企業の安全衛生の交流と
いうことで、私も20年前に行ったんですけど。最近
は、中高生の生活改善活動とかちょっと変わってき
てるんですけど、まあ、ずっと毎年ベトナムとの交流

は続けられているというようなことがあります。
以上が、安全センターがこういう活動をしているよ

ということです。

安全センターのこれから

これからということなんですけどね。昨日も関西セ
ンター50周年ということで、50年を懐かしがってい
たのではしょうがないと。これからを考えていこうと
いうことで3つの課題で勉強しましたけど、これから
どうしようかと。もちろん精一杯やるんですけど、そ
ういうことですね。

昨日も言われてましたけど、労働組合が元気が
ないというふうに言われてもう久しいんですけど。
東京センターの東京の東部、先ほどお話しした下
町の中小零細企業で、私はずっともう40年以上あ
る意味定点観測をしてるんだけど。本当に変わりま
したよね。30年、40年でこんなに変わるのかってい
うくらい変わった。昔は地区労を中心に、何かある
とみんなで取り組んで元気だったんですけど、最近
はそういうこともなくなってきています。ただ、地域医
療、これは東京だけじゃなくて、各地域で地域医療
はその分頑張ってきています。

現場も非正規労働者が増えてきてます。外国労
働者もどんどん増えてきている。われわれも一生懸
命こうやっていろいろ運動してるんですけども、相
変わらず長時間労働は続いているし、メンタルヘル
ス、いじめ、セクハラ、パワハラなんかも後を絶たない
という状況ですね。一方で、潜在する職業病という
ことで、じん肺もそうですけど。有機溶剤などの化
学物質による健康障害など。有機溶剤もけっこう
ちょこちょこ相談きますよね。化学物質過敏症など
もそうですし、ジアセチルなんていう新しい化学物
質の肺の胸部疾患なんかも相談に来て、労災認定
はされるというようなこともあります。胆管がん、膀胱
がんも。

私は産業医なんですけども、産業医というのは別
に免許じゃないんです。医師会認定で、認定され
ないとやはりできないんですよ。そのためには、医師
会の講習があり、高い料金を取るんですよ。とくに
私は医師会に入ってないからたくさん取られる。産

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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業医になっても、5年間でその講習で点数を20点取
らないと、剥奪されるんですよ。その講習会に出て、
この講習は2点だ、3点だと。

しょうがないから行くんですけど。先日たまたま化
学物質の新しい規制が始まるので、そのテーマの
講習があったので行ったんです。講師が、愛知か
どこかの労働局で働いていた方で、開口一番、こ
の化学物質の自律的管理っていうんですけど、変
わったきっかけは胆管がん・膀胱がんだと言ってま
した。この間胆管がん・膀胱がんの報告があって、
いままでノーチェックだった化学物質による健康被
害が明るみになった。いままでの法規制だけじゃ十
分じゃないと、やはりもっと広く網をかけて、会社に
ちゃんとリスクアセスメントをさせてやらせようという
発想なんですけど。やはり大きなきっかけは胆管が
ん・膀胱がんだったと。

われわれの活動が、とくに胆管がんは関西セン
ターが。また余談になりますが、胆管がんは、一番
最初に片岡さんがきいてきました。私は全然経験な
くて。ただ唯一クロムの被災者のなかに胆管がん
が一人いたんですけど。いたけど、それがクロムの
せいかどうかなんとも言えないなあ、なんて話をした
んですよね。その後も関西は諦めずにしつこくやっ
て、ああいうかたちになったんですけど。こういう
大事な運動、闘いからやはりこう行政を動かしてい
く。これは、化学物質だけじゃなくて、パワハラ防止
法だって、厚生労働省交渉でパワハラに対する対
策マニュアルを作れとずっと要求してたわけですか
ら。それが全部通ったとは言えないですけど、やっ
とパワハラ防止法とかできて、中小企業も義務化さ
れる。フリーランスの労災、ウーバーイーツユニオン
の調査に東京センターが協力したりなどもあって、
いろいろ行政当局も動き出してるということあるわけ
ですが、不十分ですよね。やはりわれわれ安全セン
ターでしっかり監視しながら、厚生労働省交渉なり、
局交渉、労基署交渉でやはり追求していくというの
は大事な課題だと思います。アスベストもそうです。

ILO総会では、あらためて労働者の健康安全が
大事だという、当たり前のことですけどね、基本的
原則・権利として確認されました。

そういうなかで、課題－できることですね。

被災者の補償・治療は、これは各地域センターも
う非常に得意な分野ですし、大きな力がある。た
だ、去年、栃木県で、会社の横領の横領疑惑をか
けられて、それによってうつになってしまった労働者
がいて、結局、冤罪だったんですけどね。会社の横
領事件の嫌疑をかけられたということで労災じゃな
いかということで、監督署に相談に行くんですけど
ね。監督署はそんなんじゃ労災にならないよと。こ
れもいけないんですけど、返されてしまう。それで
悶 と々してるうちに自殺されてしまった。東京セン
ターなり神奈川センターをみつけて電話一本してく
れたら死なずにすんだのにと本当に思いました。そ
ういう意味では、これだけいろいろやっているのに、
案外まだ知られてないですよね。ホットラインなんか
もやっていて、結構全国から電話があったりするん
ですけど。やはりまだまだ、宣伝を強化しなくちゃい
けないと、非常に思いました。

医療機関と連携しているところも多いので、東京
でもそうですけれど、安全センターに相談があると、
有機溶剤にしろ、じん肺、アスベストにしろ、2階に診
療所があるのでとまわしたりもするんですけど。協
力してくれる医療機関がないとなかなかそういう相
談も難しいところあるんですけど、そのへんがちょっ
と各地域センターが困ってるところもあるのかなと
思っています。
日本労働者安全センターは、抵抗なくして安全な

しだったのですが、抵抗だけじゃなく、労働者自ら
が参加して安全・健康な職場を作っていくような取
り組みもできたらいいなというふうに思っています。
安全センターが協力しながらそういった取り組みが
できるかのではないかと。労働組合で安全健康プ
ロジェクトなんて作っているところもあるんですけど、
全然機能してないですね、東京で残念ながら。安
全学校も毎年東京センターでやってるんですけど、
なかなか労働組合の参加が難しい。

また昔話で申し訳ないんですけど。それこそ東
部労職研の頃は、運営委員数人で地区労にお願
いをして、組合まわりなんかもさせてもらったんです
よね。組合まわりしていろいろ情報交換したり、じん
肺の話をしたりなんてことをやったんですけども、い
まはそういうのはできなくなってるので、まあそれは
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昔をなつかしがってもしょうがないので、どうしようか
と思います。

組合がない、弱いとかあまり言ってもしょうがない
んでね。われわれは労働組合じゃないんで、組織
化をするとかそういうことはできない。安全センター
として何ができるのかということだと思うんですけ
ど。ただ、なかなか職場に入れないのは残念です
よね。

東京はまあ私が産業医ということでいるので、少
しでもというようなことは考えたりします。でも、できる
だけつながっていきたいなということで。ひとつは、
被災者の相談を受けて、その被災者に組合に入っ
てもらう。ユニオンですよね。入ってもらって、当然
労災補償とか裁判でやるんですけど、その被災者
からなんかこう職場に入っていけないか。その被
災者の人が治れば、職場復帰すれば職場に入っ
ていける。そこで職場改善なり職場で取り組みが
ユニオンとしてできるかどうか。最近では、神奈川
で三菱電機の方が職場復帰されたいう話がありま
す。なかなか多くはないんですけど、東京でも、フィ
リピン人の腰痛の患者さんが復帰しています。だ
からユニオンとして職場で取り組めるとはいかない
んですけど、職場復帰できればそこで組合として職
場に影響を及ぼして、できれば改善の取り組みがで
きるとということができればいいなと思っています。

あとは、医療機関とか産業医などと連携をして、
できるだけ職場に入っていけないか。

それから、ひとつ思ったのは、運動の橋渡しとい
うんですかね。去年、東京センターで、会計年度公
務員、非正規の公務員労働者ですよね。かなり厳

しい労働条件、労働環境ですのでいろいろ問題が
ある。それで「はむねっと」という団体があって、い
ろいろ取り組みをやってるんですけど、そこの方を
呼んで学習会を行いました。オンラインも含めてハ
イブリッドでやり、結構たくさん参加していただきまし
た。その学習会に、普段私なんかあまり付き合いな
いような大学の先生だとか、他のいろんな運動対象
とかに参加していただいて、いろいろこうつながり
ができていくっていうかね。そういうの付き合いのな
いようなところとつながりができるっていうことを、あら
ためて感じたんです。安全センターがそういうひと
つの橋渡しの場、ネットワークを作るひとつの軸にな
れるのかなと感じたところなんで、そういう役割もあ
ると思います。

そういうような現状ですけども、ともかくできること
をやる。やれることをやり、一生懸命コツコツとやっ
ていくなかで、やはりできることをやるということで、
やっていければと思っています。

最後に、新たな地域安全センターの設立につい
ても、機会をとらえて常に考えていきたいと思いま
す。

なんとか現場に、労働現場に入り込んでいきたい
なって思います。なかなか難しいんですけど、その
へんも追求していければと思います。
ということで、いろいろと大雑把ですけど、ざっくり

とこれまでの安全センター、地域センターの活動の
整理と、これから何ができるかというあまり大した内
容じゃないですけど、話をしてみました。

ありがとうございました。

2023年9月16日に日本産業保健法学会第3会学術大会で、古谷杉郎・全国安全センター事務局
長が「パーソナルヒストリー」というタイトルで講演を依頼され、「草の根労働安全衛生活動家として
40余年」というサブタイトルを付けて1時間ほど話した。

その後、同じ講演テーマで学会誌への寄稿も求められたため、草稿を関西労働者安全センター
50周年記念集会の翌日に開催された全国安全センター第34回総会で配布して参加者から意見も
求めたうえで投稿した。産業保健法学会誌第3巻第1号－第3回学術大会特集号として掲載され、
2024年3月に、以下からダウンロードできるようになる予定である。

https://jaohl.jp/journal/

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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関西労働者安全センターの設立50周年を記念し

て、2003年から議長を務められている浦功弁護士

にインタビューをお願いした。

学生時代から可法修習期

－法曹界に入ったきっかけをお間かせください。

私は、大学は法学部に入ったのですが、当時は
法曹界をめざそうということは考えていなかったの
です。どこか就職をしようと思っていたのですが、4
回生になったときに、何かやり残したような、どうもこ
のまま就職するのはどうかという、いわゆるモラトリア
ムで1年留年したのです。いまから思えば愚かしい
ことだと思いますが、これが1966年のことでした。そ
して、その夏に就職活動をして10社くらい受験した
のですが、どこも採用してくれなかったのです。たし
かに学生の就職事情は厳しかったというものある
のですが、受検はさせてくれるのにどこも落とすの
ですね。なぜか、とある会社で尋ねると「君、遅い
よ、こんな時期に来て…」と言われまして。実は就
職活動解禁日は7月1日だったのですが、就職を希
望している学生は解禁日前に就職先から内定を得
ているのが常識だったのです。

それでは法学部の大学院に行こうということにな
りまして、大学院に入り、労働法の関西重鎮であっ
た片岡曻先生の研究室に入りました。とはいえ当
時は文芸評論とかマルクスとか読んでいて、法律

の勉強をあまりしていませんでした。そこで、大学
院に入った以上法律の勉強をしよう、と司法試験の
勉強をしたのです。そして、1968年に合格するの
ですが、大学院に入ったからには論文も書こうと思
い、もう1年大学院に残って修士論文を書くととにし
ました。ただ、目を患ってしまい、論文を書き上げら
れないまま中退して、1969年に司法研修所に入り、
1971年に弁護士登録をしました。

1969年というと、東大封鎖解除の年でしてね、東
大は卒業式がなかった。一部の学生は卒業のた
めの単位を取得するために4月以降3か月大学に
残って勉強し、東大卒業者として7月に研修所に入
所してきました。一方、東大生だけ特別扱いは許さ
れない、中退でよいと4月に入所するものもいて、例
えば、民主党にいた仙谷（仙谷由人）は中退組で
したね。研修所では「7月入所者」問題として大きく
取り上げられました。そんな社会的には激動の時
代だったのですが、私はこのまま大学院に残って研
究するよりも、自分の周囲の状況を変えてみたいと
思って研修所に入ることを選びました。

その当時は全国的に大学封鎖など学生運動、
街頭や職場での反戦派の労働運動が盛んに激し
く行われている時代でした。2年間の司法修習期
間中でも、関西の救援連絡センターというところか
ら、弁護士登録をしたら弁護を頼むなどと言われ
ていました。また、私は大学院の研究室も労働法
だったので、弁護士になっても労働事件をやりたい

労働者のための闘いの歴史
関西労働者安全センター50周年記念インタビュー
浦　功
関西労働者安全センター議長
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件、公安事件は各地で発生し、私はそれらの事件
に多数かかわりました。
－当時の学生気質とは？

私たちは革命の士だ、と法廷でも言うのですね。
人定質問で「職業は？」と聞かれると「革命家！」と
答える学生もたくさんいました。1972年には「解放
区」を作るということで、梅田の阪急駅とJRの間の
歩道橋のある一帯に100名近い学生が座り込ん
で、一挙に30名もの学生が逮捕されるという事件
がありました。勾留裁判の際に、裁判官が住所と
名前を言えば釈放すると言っているのに、権力の
言いなりにはならないと主張して全員黙秘をするの
です。この事件は菅充行弁護士と一緒に取り組ん
だのですが、そのことが1974年に堺筋共同法律事
務所を開くきっかけのひとつになりました。
－逮捕されることも闘いの一環だったんですね。

当時の皆さんと交流は今もありますか？

この事件は、事件の日をとって「11.19事件」と呼
ばれていましたが、その行動に参加した当時の学
生諸君の多くは、職場に入るなどとしても労働運動
にかかわったり、またいまでも西成で活躍している
人がいますね。ずっと年賀状のやり取りをしてきた
人もいますし、集まりや事件を通じて顔を合わせると
なっかしく言葉を交わしています。

大規模薬害事件、スモン訴訟

－いくつか訴訟についてうかがいたいのですが、

まずはスモン訴訟について

1972年から取り組んだ事件です。
キノホルム剤という薬をタケダ、田辺、チパガイ

ギーなどの製薬企業が整腸薬として大いに売り出
していたのです。このキノホルム剤には、視神経を
侵したり、手足の指のしびれ等の神経症状、視力
障害や運動障害などの全身的な症状を発症させ
るという重篤な副作用がありました。キノホルム剤と
スモン病との因果関係が重要で困難な問題でした
が、それは疫学調査で明らかになります。キノホル
ム剤を大量に使っていた特定の病院の周辺地域
にはスモン病の患者が多数発生している調査結
果が各地で報告されていました。そのようなことか

浦功（うらいさお）

1944年大阪府生まれ、1967年京都大学法学部卒業、1971年弁護士

登録。大阪弁護士会所属。

1972年に大阪スモン薬害訴訟弁護団へ参加し、1980年代の全面解

決まで関わり、1973年に伊方原発行政訴訟に参加し、1992年の最高

裁判決に至るまで関わる。

1975年に大阪労働者弁護団（旧 ・大阪地評弁護団）結成に加わり、

1997年から1999年まで大阪労働者弁護団代表幹事、2000年から

2006年まで連合大阪法曹団代表幹事に、それぞれ就任。その間、大

東マンガン労災訴訟、全金田中機械事件、JR西労日勤教育裁判な

どの労働・労災事件に関与した。

2003年関西労働者安全センター議長、2005年にアスベスト訴訟関西

弁護団代表に、それぞれ就任して現在に至る。アスベスト関係では、

近鉄高架下事件、四国電力事件、クボタ関連事件等の損害賠償請

求訴訟に関与してきた。

と思っていました。ですから、私は弁護士登録をす
ると同時に、学生事件や労働事件に積極的にかか
わってあちこち飛び回っていましたね。

逮捕学生の支援活動

－赤軍派の事件も担当されたのですか？

ありましたね。群馬県に真岡市というところがあ
るのですが、ここの銃砲店を赤軍派の学生が襲っ
て多数の銃等を奪う、という事件がありました。その
銃を便って彼らが松江総合銀行を襲い、現金600
万を奪ったのです。その事件を担当することになっ
て、1971年8月に弁護士になって4か月にしかならな
いのに、大阪から松江にまで接見に行きました。当
時は革命が近い、という雰囲気でしたから、学生事

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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ら、スモン病の原因物質としてキノホルム剤が特定
され、それがその後科学的な裏付け得られたので
す。全国で何千人もの患者が出て、大阪だけでも
数百人の患者は出たのではないでしょうか。

スモン病の患者さんが原告となって国と製薬企
業に対して損害賠償を請求しました。訴訟は、全
国各地の裁判所に係属しました。このスモン訴訟
は1979年に、国の責任も含めて、製薬企業も患者
会に謝罪して解決をみ、以後和解による救済がは
かられました。このスモン訴訟は、薬害訴訟の走り
で、その闘い方は、その後のエイズ訴訟、肝炎訴訟
に引き継がれていきます。

国の責任に関しては、裁判所は、キノホルム剤に
ついて諸外国で部作用報告がされていたのに、国
が、それを見過ごして製造や輸入を承認したのは
薬剤に対する審査が不十分であり違法である、と
判断したのです。まったくいまのアスベスト問題と一
緒ですよ。アスベスト問題でも「国がやるべきことを
やっていない」、国の不作為に対する違法性を追
求してきましたが、法理論的には、このスモン訴訟と
同じ理屈を使っているはずです。

そして、原発訴訟

－伊方原発訴訟について

これは原発の設置許可処分の取消訴訟です
が、1972年の原子炉設置許可の処分に対し、住民
側が1973年に異議申し立てをします。いつものよう
に、まもなく異議申立は棄却されて、その年の年末
に松山地裁に許可処分の取消訴訟という行政訴
訟を提起しました。一審判決は1978年4月25日、控
訴審判決は1984年12月14日、最高裁判決は1992
年10月21日に出ています。

訴訟の二審係属中の1979年にアメリカのスリ一
マイル島原発事故、上告審係属中の1986年にチェ
ルノブイリ原発事故が発生するのですが、それを
見ていながら裁判所は厚顔にも住民側の請求を
棄却するのです。

伊方原発行政訴訟では、科学者と弁護士が連
携して、原発の危険性に関する、ほぼ全問題点に
ついて果敢に科学論争を挑み、私たちはその論争

には完全に勝ったと思っていました。
－科学的に明らかにな問題があれば、設置許可を

取り消すと裁判所は言っているのですか？

ほぼそういうことです。許可処分の違法性、つま
り行政庁の判断に不合理な点があるか否かという
ことについて、通常その責任は住民側（原告側）が
不合理な点があるということを主張・立証しなけれ
ばならないのですが、最高裁は、原発という高度に
科学的な施設の問題については、まず、行政庁側
において判断基準や判断過程に不合理な点がな
いことを、相当な根拠、資料に基づいて主張・立証
する必要があり、立証を尽くさない場合には、行政
庁の判断に不合理な点があることが事実上推認さ
れる、と言いました。法的には主張・立証責任の転
換と言われます。
しかし、実際には、最高裁のこの判断は適用され

ていないと言えます。例えば、私が担当した廃棄物
処理についてですが、廃棄物処理技術は未だに
完成していないのだから、まさに不合理というほか
ないのです。この点については、行政庁はインチキ
をします。原発設置者は廃棄物処理については、
許可申請書に「廃棄物の廃棄に関する書類」を添
えなくてはならず、その中に処理方法を記載しなく
てはならなかったのです。ところが廃棄する方法は
ありません。そこで何をしたかというと、廃棄物は廃
棄しなくても、「施設内の貯蔵保管」でよい、というよ
うに安全審査の基準それ自体を緩和してしまった
のです。福島ではいま、大量のタンクに貯蔵保管し
た廃棄物の処理水を海洋投棄していますが、これ
はまさにこの問題なのです。

科学論争と言えば、先に科学者と弁護士の連携
と言いましたが、熊取六人衆を含む多数の科学者
の方 と々弁護士がペアになって担当を決めてそれ
ぞれの問題を勉強しました。弁護士にとってはまっ
たく専門外の理科系の問題でしたが、一生懸命勉
強しました。あれはとても面白かった。久米三四郎
さんという反原発の旗頭だった阪大の先生。荻野
晃也さんという京大の先生は核物理が専門なのに
この事件のために地震の勉強をされて、伊方原発
は中央構造線の直近にあるため危険であるという
論文を発表されたのですね。この荻野さんは阪神
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淡路大震災で注目された野島断層の危険性も当
時から訴えていらっしゃった。また、六人衆中の小
出裕章さんや今中哲二さんは、当時、青年の大学
院生でしたが、いまでは大家となられ反原発運動
の最前線で理論と運動を牽引されています。

労働者側弁護士として

－岩佐訴訟について

伊方原発行政訴訟は、団長の藤田一良弁護
士、事務局長の仲田隆明弁護士ほか10名近い弁
護士が実働していましたが、この伊方原発訴訟弁
護団がそのまま、1974年に岩佐訴訟の原告代理
人を務めました。岩佐さんは、原電の敦賀原発に
おいて配管の保守点検修理作業を担当されてい
ましたが、作業中に放射能に被爆して放射性皮膚
炎に罹患されました。そこで、労災申請と原電相手
に損害賠償訴訟をしましたが、残念なことに労災
認定も損害賠償もとれずに終わり悔しい思いをしま
した。それでも裁判を通じて、裁判所に原発施設
の中の検証を採用させ敦賀原発の中に入ることが
できました。防護服に着替えて、線量計を下げて
原子炉施設の中に入るのですが、入った瞬間、線
量計の目盛りがパッとあがり、原発施設の内側の恐
ろしさを自ら体験しました。この事件では、岩佐さん
は、阪大の田代実医師に診てもらい、放射性皮膚
炎だと診断をいただいた。また、理学部の岡村日出
夫先生には原発の機器の構造についても詳しく解

説いただきましたね。しかし、結果は残念でした。
－西労日勤教育訴訟について

JRにはたくさん労働組合がありますが、当局側
は、その中でももっとも戦闘的なJR西日本労働組合

（西労）を強く嫌忌していました。そのため、労働
組合の活動を低下させ弱体化させようと意図して、
組合員に対して日勤教育を強要しました。これは、
西労組合員に対する嫌がらせ、いまでいうところの
パワハラそのものです。些細なミス、例えば列車に
ちょっとの遅れでも発生させると、西労の組合員に
は日勤教育と称して、長期間にわたって職場から
排除して就業規則の書き写しなど不必要かつ無
益な作業をさせたのです。

そして、この日勤教育は福知山線の脱線事故の
伏線になったと言えます。当該列車の運転士は、
わずかな遅れを取り戻すべく回復運転しなければ
と思いスピードをあげ過ぎて事故につながったと推
測されています。

浦議長がこれまでかかわってきた事件は国家賠

償訴訟など国の責任を問うものが多く、常に労働

者や市民の救済をはかり社会の変革につながる

闘いを続けてきた。それぞれ結審した事件ではあ

るが、今日でも十分適用する内容であるし、また解

決していない問題でもある。安全センターも市民

や労働者の権利を保障し、拡大させる闘い

続けていこう。（文責：事務局　酒井恭輔）

※「関西労災職業病」2023年11・12月号から転載

毎日新聞デジタルは「『安全センター』の50年」というタイトルの記事を上下二回に分けて、12月25
日「労働者の駆け込み寺、京都から全国へ」、26日「光を当てた社会の死角	最悪の職業がん事件
も」という副見出しを付けて掲載した。

1973年9月23日に京都大学時計台内の大教室に労働者・学生らが集まって「関西労働者安全
センター」の設立を決めたのはなぜか。この地域の労災や職業病になった人を支援する「安全セン
ター」の第一歩から、各地に同様の「安全センター」が生まれ、相互の連携から全国労働安全衛生
センター連絡会議の結成へ、また、常に「社会の死角」に目を向け、「新たな社会課題」にもウイング
をひろげてきた取り組みの内容についても紹介してくれている。
https://mainichi.jp/articles/20231222/k00/00m/040/087000c
https://mainichi.jp/articles/20231222/k00/00m/040/191000c
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関西労働者安全センター
50周年記念集会

これからの労働安全衛生運動の課題は？
3つのテーマでパネルディスカッション

関西労働者安全センターは、1973年9月22日、京
都大学で関かれた「安全センターをめざす、反公
害・労災・職業病闘争討論集会」にて設立され、
2023年で50年となった。これまで50年、共に運動に
携わり、ご支援・ご協力していただいた方 に々感謝
し、50周年記念集会を開催した。

2023年11月18日9時半から始まり17時まで、その
後記念パーティで50年を祝った。長時間の集会
に参加いただいた方、お祝いに駆けつけてくれた
方 に々感謝したい。

集会は、議長の浦功弁護士の挨拶の後、事務
局の西野方庸と片岡明彦が写真を見せながら（次
頁写真）、駆け足ではあるが50年の振り返り解説
を行った。その後、これから取り組んでいこうとして
いる課題を共有し、知恵を出し合えるものにしたい
という事務局の希望で選んだ3つのテーマで、1日
使ってパネルディスカッションを行なった。

■第1セッション■

個人事業者等の安全衛生対策

日本の労働力人口は2022年平均で6,902万人で
ある。そのうち、建設労働者の中で一人親方等とし
て働いている人の人数は156万人、農業従事者で
基幹的農業従事者は136万人、さらにフリーランス
で働いている人が460万人いる。現在は副業でフ
リーランスワーカーである人もいるし、農業について
は専業農家とばかり言えないため、実際に「個人
事業者等」と呼ばれる勤労者がどれほどいるのか
明らかではない。しかし、少なくともこの数を合わせ
ると750万人を超え、日本の労働力人口のうち1割
強が労働基準法上の労働者ではない働き方をし
ているといえるのではないだろうか。

第1セッションでは、これだけ多くの労働者が、労
働安全衛生が法的に確保されていない状祝で働
いているということについて、3つの視点、すなわち
建設業、フードデリバリーをはじめとするフリーランス
ワーカ一、そして農林業労働者について議論し、提
言を行った。

建設業の問題点

はじめに、毎日新聞社の専門編集委員である大
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島秀利さんが建設労働者の一人親方問題につい
て解説をした。労働者災害補償保険は、労働者
以外でも、その業務の実情、災害の発生状況など
からみて、とくに労働者に準じて保護することが適
当であると認められる者を補償するべく第2種特別
加入制度を設けている。また、建設アスベスト訴訟
最高裁判決において、労働者と同一現場、同一の
作業環境下で同一の建築作業に従事する一人親
方等は、作業現場における危険に対して労働者と
等しくリスクを負うことから、労働安全衛生法（22条
及び57条）は労働者以外の者も保護の対象とする
と判示された。

業務上災害に対する補償を行うこと、そして、建
設アスベスト訴訟の判決に従って安衛法上の対象
として、事業者である請負人に対して自社の従業
員以外への安全配慮や措置を義務付けるだけで
十分な安全対策が取られていると言えるだろうか。
大島さんは取材を通じて、建設労働者が置かれて
いる現状に着目した。これまで精力的に取材され、
2023年中に何度も記事になった偽装親方問題に
ついて、労災保険に特別加入しているというだけで
常用労働者が一人親方扱いをされている事件か
ら問題を掘り下げていく。取材対象は厚生労働省
だけではなく、国土交通省にもおよび、同省によって
2012年に「下請指導ガイドライン」が策定されたこ
と、その結果偽装一人親方が増加したことに対し、
現在国土交通省が問題視していることに行き着く。
もともと国土交通省は、建設業の入手不足を解消
するためには労働条件などの待遇を改善しなくて
はならないと考え、社会保険の完備や、モデル賃金
なども含めたキャリアアップシステムを開発した。し

かし、この政策によって下請重層構造のもっとも下
層で働いている作業員の待遇が向上することはな
く、かえって彼らが社会保険等のコストを自ら負担
しなくてはならない環境を作ってしまった。偽装一
人親方問題はこの流れの中で発生しており、事業
所が負担しなくてはならないコストを回避するため、
常用労働者を全員一人親方に仕立て上げ、中に
は入職したばかりの10代の労働者まで一人親方
扱いにされてしまうのである。

国土交通省の抱える危機感と比べ、厚生労働
省はそれほど事態を問題視していない。それは、
先にも述べたように特別加入制度で業務上災害に
対する補償を行い、安衛法により安全を保障する
体制を整備したということで十分と考えているため
ではないだろうか。実際には補償は実際の賃金を
反映したものではなく、また建設現場では必要な安
全対策が取られているとは言えない。

フードデリパリーなどの問題点

フリーランスワーカーというと、文字どおり自分で
仕事を選び、関心のある仕事に注力することができ
る一方、下手をすると事業主の都合に合せてこき
使われることもある。前項の建設業でも職人として
独り立ちした親方もいれば、被雇用者でありながら
事業主の都合で一人親方扱いされている者もい
る。最近目立つフードデリバリー配達員も、自分たち
が労働基準法上の労働者であるのか、自営業であ
るのか自らの評価が分かれている。

ウーバーイーツユニオンとともにフードデリバリー
サービスに従事する配達員の事故調査を行った
東京労働安全衛生センターの天野理さんは、彼ら

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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の働き方を通じて、働く場と参加する仕組みだけを
提供していることになっているプラットフォーム企業
が、配達ルートを示す（実質的な作業指示）、配達
先からの評価次第でプラットフォームの利用が認め
られない（解雇）など、実は指揮命令に近い形態で
配達員の就労にかかわっていることを指摘する。そ
して、配達員の労働安全衛生に対して責任を問わ
れるべきでありながら、その議論がないがしろにさ
れたままフリーランス保護法が成立（2023年4月）し
ていることを批判した。

安全衛生に関しては、労働契約を締結していな
いという理由で業務上の災害に責任を負わないと
いう姿勢を示すプラットフォーム企業に対し、運動を
通じて民間保険会社を用いた傷害見舞金制度や
事故サポートアプリの導入を勝ち取ってきたが、そ
の一方で天野さんは、配達員を労災保険の特別
加入の対象にすることについては大いに懸念を示
す。すでにふれたように、プラットフォーム企業は労
働者に対し本来であれば使用者としての責任を関
われる立場でなくてはならない。しかし、その責任
をあいまいにしてしまうのが特別加入制度であり、
事故報告についてもプラットフォーム企業が行うの
ではなく、たとえばウーバーイーツを利用した注文
者（特定注文者）や、配達中の路上で発生した事
故であれば道路管理者（災害発生場所管理事業
者）が義務を担うことになり、事故発生の把握すら
できない者が行うことになってしまう。

先述のフリーランス保護法も、その目的はフリーラ
ンスワーカーに対する報酬支払いの適正化が主た
るものであり、安全な働き方を目的とするものでない
ほか、監督官庁たる公正取引委員会は全国460万
人のフリーランスワーカーを保護するにはあまりに機
関として脆弱ではないかと、天野さんは考える。労
働者として労働安全衛生法の対象とする必要が
あるのではないかというのが天野さんの意見であっ
た。

農林業労働者の問題点

農林業従事者に関する記録がかくも不明瞭で
あるとは想像もつかなかった。5年毎の全数調査で
ある農林業センサスや毎年標本調査として実施さ

れる農業構造動態調査の結果は報告されている
が、農業労働力に関する統計を調べてみると「農
林業経営体」とか、「旗艦的農業従事者」と聞き慣
れない言葉が多い。これは、統計が宮本の農業生
産構造や経営状況、農山村地域の現状を把握す
ることを目的としているためである。「国連食糧農業
機関（FAO）の提唱する世界農林業センサスの趣
旨に従い、各国農林業との比較においてわが国農
林業の実態を明らかにすることを目的とする」と説
明されており、労働安全衛生の視点はもともとない。

農業の安全衛生問題については、当センターか
ら西野方庸が登壇し、農林業における作業に大い
に危険が内在しているにもかかわらず、災害防止
対策が十分でないこと、特別加入制度を設けてい
るものの活用されていないことなど、災害の実例を
交えつつ、農林業従事者側の視点も含めて掘り下
げて論じた。

特筆すべきは、令和2年に業務上災害として報
告されている農業従事者の死亡人数が17人であ
るのに対し、農作業事故による死亡者が270人にも
およぶことである。また、その多くが農業機械作業
にかかわる事故であり、各種機械のうち、乗用型ト
ラクターの転落・転倒がもっとも多かった。

農林水産省もまったく無策ではなく、農作業安全
対策ページをウェブ上で公開している。農作業安
全ポスターや、「現場猫」まで動員したステッカーな
ど安全対策に関心を持ってもらうような取り組みを
行うほか、春と秋には農業機械メーカーも取り込ん
だ農作業安全確認運動を実施している。しかし、
業務上災害として事故の背景も分析されないうえ
統計も取られず、守るべき安全とその方策が適切
ではないため、現場の農作業従事者に届いていな
いのではないだろうか。

また、労災保険法上、暫定任意適用事業とさ
れていることについても疑問が呈された。統計上
雇用者として110万人が算定されているが、常雇い

（あらかじめ、年間7か月以上の契約で主に農業・
林業経営のために雇われた人。外国人技能実習
生を含む）は15万6千人。ほとんどは手間替え・結

（ゆい）と呼ばれる労働交換を含む臨時雇いであ
る。伝統的な相互扶助システムが生きている一方、
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機械化も進んでいるのだから、いつまでも暫定任
意適用事業にしておくのは確かに異常である。使
用者がいる以上、使われる側は安全衛生法の対
象となり、発生した事故は業務上災害として扱わ
れなくては、農業事故の実態把握は遠ざかるばか
りである。

論点：特別加入団体

3つの報告に共通して出てきたものは、特別加入
団体であった。特別加入団体とは、地方労働局長
の承認を受けて設立される組織である。大島さん
は、取材を通して建設労組が本来であれば労働者
として扱われるべき被災者を一人親方として処理
してしまうケースを目の当たりにし、マンションの一室
で営業している本当に存在するのかどうかわから
ないような特別加入団体も発掘した。西野によると、
ウェブ上で営業をしているものが数えきれないほど
あるという。実際に検索してみると、早い、安いをう
たった特別加入団体が、既存の労働組合などを批
判しながら月500円の会費で加入を促している。特
別加入団体の要件として、労災保険法施行規則
において「…業務災害の防止に関し、当該面体が
講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定
めなければならない」と規定されているものの、例え
ば、建設の事業については、安衛規則等の規定の

うち、建設の事業の災害防止に関係のある規定に
準じた措置を「当該団体が構成員に守らせる旨の
誓約書を提出」すれば措置及び事項を定めたこと
になっている。「自動車を使用して行う旅客又は貨
物の運送の事業」に至っては、道路交通法などに
より安全に関する規制が行われているので、団体
はすでに措置・事項の定めをしているとみなされて
いる。これではほぼ自己責任であると言っているに
等しい。このまま特別加入の対象を拡げていくだけ
の国の方針では、働く人の安全はまったく顧みられ
ることはないだろう。

今後起こり得る事態に対し、労働者保護の観点
から今日の労働者性と使用者性の議論を広く喚起
していくことや、特別加入団体の要件に、「加入者
に適切に災害防止のための教育を行い、その結果
を厚生労働省に報告する」などの要件を加えるこ
とも運動で進めていく必要があると考える。全国安
全センターで特別加入団体を設立するという提案
も行われ、モデルとなる特別加入団体の運営が期
待される。（セッション司会・文責：酒井恭輔）

■第2セッション■

地方公務員災害補償制度の諸問題

第2セッションは、地方公務員災害補償制度の諸

第1セッション 「個人事業者等の安全衛生対策」　右から酒井恭輔、大島秀俊、天野理、西野方庸の各氏
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問題をとりあげた。民間の労災保険制度が、労働
基準法で定めた使用者の災害補償義務を根拠に
した制度であり、労働者保護のため、強制保険によ
り使用者を規制する立場であるのに対し、公務災
害の場合、使用者は悪いことをしない官公署という
ことになる。したがって、制度を運用するのは国家
公務員の場合は当局そのものであり、地方公務員
の場合は地方公共団体が集まって作った地方公
務員災害補償基金（以下「地公災基金」）だ。
とくに地方公務員の災害補償問題についての

相談は、各地の地域安全衛生センターに寄せられ
ており、労災保険とは異なる制度上の問題につい
て指摘されることが多い。そもそも公務上外の認
定をはじめ、行政処分の判断をするのは、都道府県
と政令指定都市ごとにおかれた地公災基金の支
部長、つまり知事や市長であり、実務を行うのはそ
の職員となる。

労災保険なら給付請求に対して支給か不支給
かの処分をするために、使用者とは違う第三者の
労働基準監督署職員が調査をすることになるが、
公務災害の場合は所属長をとおして役所の総務
担当部局から基金の支部へ認定請求を行い、調
査も文書によりその逆ルートを還って回答が求めら
れる手続きとなる。まるで伝言ゲームのような書類
のやり取りが地公災基金の手続きでは普通に行わ
れている。

こうした地方公務員災害補償制度の問題点を
浮かび上がらせるべく、3人のパネリストの報告をも
とに討論を行った。

化学物質過敏症の取り組み事例
ブラックボックスの調査過程

まず、森田洋郎さんは、横須賀市の医療技術職
職員として働き、職場の労働組合活動に取り組ん
だ後、社会保険労務士、行政書士として神奈川労
災職業病センターとともに公務災害補償問題に取
り組んだ経験があった。

森田さんは、「病院職場におけるホルムアルデヒ
ドばく露による化学物質過敏症災害」と題し、公務
災害認定請求の具体例をもとに報告を行った。

医療機関の病理検査室でホルマリンやキシレン

などの化学物質が原因で化学物質過敏症（シック
ハウス症候群）を発症し、公務災害として認められ
た事例としては2020年の宝塚市の事案があるが、
まだまだ氷山の一角といえる状況だ。

森田さんが相談を受けた事例は、自治体立病院
で検体の切り出し、解剖作業などでホルムアルデヒ
ドやキシレンのばく露があり、皮膚障害、気道障害
をはじめ様 な々症状が出現、結果として化学物質
過敏症の確定診断を受けたのは退職した後のこと
で、やっと公務災害の認定請求を行い、2023年11
月現在審査中の状態。

因果関係の判断が難しい公務災害事案は、都
道府県の支部では対応せず、本部に照会すべきと
され、当事者からはまったくブラックボックスとなって
しまっている。必然的に処分が決まるまでに1年以
上かかることにり、3か月以内等の標準処理期間の
設定などの通知があるが、「困難な事例」は「やむ
を得ないこと」とされている。

公務災害認定請求の特徴としては、公文書公
開条例があり偶人情報開示請求ができることから
資料収集は比較的しやすいという利点はある。し
かし、認定請求の手続き自体、職場の上司の証明
が求められる原則がある。もちろん所属長からの
パワハラが原因の精神疾患など上司の証明が必
須とはならないが、制度上所属長を通すという矛盾
がある。

仕事が原因と本人が考えても、因果関係等の問
題が複雑な場合、認定請求に至らない場合がおそ
らく相当数あり、一人で悩まず地域センターの窓口
ヘ相談をと周知をはかることが大切と結んだ。

単純な事例に公務外
審査や裁判で、やっと公務上

つぎに川本浩之さん（NPO法人神奈川労災職
業病センター専務理事）が、「教職員の公務災害」
について、事例を通して問題点を指摘した。

県立高校図書館前書（50代女性）のケースで
は、ストーブを運んでいるときに転倒して「第3腰椎
椎体骨折」という単純な災害なのに、認定請求し
て返ってきたのは「公務外」。大したことない衝撃
で骨が折れたのは骨粗しょう症が原因だという処
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分。数年前に腰痛で受診したとき「骨粗しよう症の
疑い」として痛み止めの薬が処方されたという記
録があったからという。もちろん、主治医は丁寧に
意見書を書いてくれ、支部審査会の審査で処分が
取り消され、公務上となった。

基金支部は担当となった職員がマニュアルに
沿って手続きを行い、医学的なことは基金支部の
委嘱する専門医の見解に基づいて判断する。そ
の先生はどこの誰だかわからないというおかしな
話。

体育の先生、30代女性。バスケットボール部の
顧問で練習の最中に膝を痛め、「前十字靭帯断
裂、半月板損傷」という大けが。ところが、これもまさ
かの既往症理由の公務外。主治医は審査請求の
代理人になり、スポーツで一回でも膝を痛めたらそ
の後は公務外などというのは一体どういうことかと
逆に質潤をする場面も。

結局、裁判まで行って横浜地裁で公務上となり、
東京高裁でも維持されて確定した。

そのほか、精神疾患の事例も紹介した。労災保
険なら労基署が本人や関係者から聴取を行い、そ
れらが食い違えば慎重に判断するのは常識だが、
地公災基金支部の調査は本人や同僚にはまった
く聴取など行わない。裁判になって初めて事実経
過について、同僚に聴取を打診するなどということ

がある。
地公災基金の支部は、姿のみえない「専門医」

の医学的見解をもとにして、書類による審査で時間
を散々かけた挙句、公務外の認定を作り上げてし
まう。やむを得ず審査、再審査、行政訴訟と時間ば
かりが経過し、その間に被災者は職場がかわった
り、退職したりなどの不利益がある。なんとか公務
災害認定の仕組みを変えなければならないのでは
ないか。

例外扱いの非常勤職員
議求権さえ法律で控保されない？

関西労働者安全センターの西野方庸は、「地方
公共団体非常勤職員の災害補償」について報告
を行った。

地方公共団体で働く人はいろいろいる。法律の
規定で区分けをすれば、地方公務員法第3条の一
般職と特別職だが、災害補償となってくると、少々や
やこしい。

地方公務員災害補償法の補償を適用するのは
第2条でいう「職員」で、「常時勤務に服することを
要する地方公務員」以外に、「常時勤務に服する
地方公務員と同等以上勤務した日が月のうち18日
以上ある月が引き続いては月を超えるに至った者
で、その超えるに至った日以後引き続き勤務するも

第2セッション 「地方公務員災害補償制度の諸問題」　右から西野方庸、森田洋郎、川本浩之の各氏

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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の」とされている。
そうではない、勤務時間の短い非常勤職員はど

うなるかというと、労災保険法第3条は「…官公署
の事業（労働基準法別表第ーに掲げる事業を除
く）については、この法律は、適用しない」となって
いるので、労基法別表第ーに列挙された業種の非
常勤職員は労災保険が適用されることとなる。

では、別表にない「官公署」とは何かというと、市
役所や消防署、警察署などの本庁だ。その本庁に
勤務する非常勤職員は、地公災法も労災保険法
も適用されないので、そういう職員の災害補償制
度として地公災法第69条は、地方公共団体ごとに
条例を制定しろとなっている。

この条例は、各地方公共団体ごとに定める「議
会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に
関する条例」ということになる。

以上、簡単に紹介するだけでこれだけの文章を
費やすのが非常勤職員の災害補償問題だ。

この非常勤職員の数は全国でどのくらいか。総
務省のホームページにある数字では令和2年4月現
在で69.4万人とされている。労災保険が適用され
ない非常勤職員のための条例制定が必要な可能
性のある地方公共団体は全国でいくつあるかとい
うと、市町村と特別区で1,741、地方事務を扱うため
に設置された一部事務組合は1,320、その他都道
府県が47、地方独立行政法人が149。全部で3,000
を超えている。

問題の所在はどこにあるだろうか。
まず、これらの非常勤職員が本体の地公災法の

補償の例外扱いになっているということだ。条例に
もとづく補償制度は、本体の地公災法の補償内容
や労災保険制度との均衡を失してはいけないとさ
れているが、各地方公共団体の条例は、現在の複
雑な補償制度の運用を間違いなくできているかと
いう問題がある。例えば、地公災法で運用されて
いる福祉事業の種類は「外科後措置に関する事
業」をはじめとして18種類ある。これらの制度をお
そらくはその地方公共団体で少数である本庁の非
常勤職員について間違いなく運用できるだろうか。

そもそも地公災法の補償水準は、労災保険と異
なる歴史をもち、例えば、「障害特別援護金（第1級

で1,540万円）」「遺族特別援護金（1,860万円）」
などという制度は労災保険にはない。つまり、労災
保険の適用となる本庁以外の非常勤職員は、もとも
と差別されているわけだ。

その矛盾を解決するために、例えば、大阪府高
槻市は特別に差を埋める条例を設けているが、そ
のような地方公共団体は他には見かけない。

また、条例による補償の場合、制度自体が探知
主義をとっているという問題点がある。地公災法本
体や労災保険法は被災者や遺族の請求権が明
確に規定されているが、条例には誇求自体の仕組
みがない。総務省が示している条例案に、施行規
則で公務災害の「申出」が追加されたのは、なんと
2018年のことだ。

労基法別表第一列挙の事業について、非常勤
職員は労災保険の適用になるはずだが、はたして
労災保険か条例か、判断が不安定という状況があ
る。労働基準法と地方公務員法の適用対象の仕
分けなどと災害補償制度の仕分けが交錯し、地方
ごとに誤った適用になってしまうというケースが後を
絶たないという問題がある。

結局、制度の複雑さで非常勤職員の泣き寝入り
が促進されているのが現状であり、根本的な対策
が必要といえるだろう。

全国安全センター公務災害問題
検討会でさらなる取り組みを

討論では、公務災害の認定請求では、制度上の
問題が山積しており、改善のためのアプローチを、
例えば国会で取り上げるなども含んで、活発に行う
べきという意見が出された。また、神奈川労災職業
病センターでは、県と政令指定都市の各基金支部
に、取り扱い状況について質問して回答を求めるな
どの取り組みを進めている。

さらに、非常勤職員の災害補償では、すべての
非常勤職員について、地公災法の本体の裕償制
度の組み入れ、例外をなくすべきとの解決策も示さ
れた。もし、制度改正の障害があるとしても、現在
の不合理さの解決が優先されるべきだろう。

これからの公務災害対策は、全国安全センター
の公務災害問題部会を中心に、取り組みをより強化
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することとした。（セッション司会・文責:西野方庸）

■第3セッション■

メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策は、あらゆる業種、あらゆる職
場で、早急に取り組まなければいけない課題であ
る。

厚生労働省のメンタルヘルス関連の対策には、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」、
「ストレスチェック制度」、「心の健康問題により休
業した労働者の職場復帰支援の手引き」などがあ
り、最近ではいわゆる「職場のハラスメント防止対
策法」が施行され、事業者に措置義務が課され
た。これまで、「労働者の心の健康の保持増進の
ための指針」や「労働安全衛生マネジメントシステ
ムに関する指針」など、ほとんど指針であるために、
あまり職場に取り入れられることもなく、中小企業の
ほとんどがそのような指針があることも知らない状
態である。
しかしながら、職場でのメンタルヘルス問題は深

刻で、長時間労働やハラスメント、人間環係などで、
メンタル不調になる労働者は多く、その対処も難し
い。

現実的にどのような対策なら取り組むことができ

るだろうか。現場を知る労働組合と共に考えるの
が、このセッションの目的である。
「ストレスチェック制度」は実施が義務付けられ

ており、きちんと活用すれは職場改善に役立つとし
て作られた制度である。個人の結果は本人のみに
通知され、集団分析結果は事業者に通知される。
法律では、年一回のストレスチェックは義務である
が、この集団分析とそれによる職場改善は努力義
務となっている。

最初に、関西労働者安全センターの田島陽子
事務局長から、「ストレスチェック制度」が作られた
経緯や内容について簡単に説明した。

産業医の経験から

東京労働安全衛生センタ一代表理事で医師の
平野敏夫さんには、「ストレスチェックと職場改善」
と題して、産業医としての経験も交えて、ストレス
チェック制度の実施状況や職場改善へどう活かす
かを話してもらった。

ストレスチェック制度が開始して8年になるが、厚
生労働省は昨年「ストレスチェック制度の効果検
証に係る調査報告書」を公表した。それによると、
8割の事業場でストレスチェックが実施されている
が、実施が努力義務である労働者が50人未満の
事業場では7.5％と非常に少ない。高ストレス者と

第3セッション 「メンタルヘルス対策」　右から西山和宏、日置孝、林繁行、平野敏夫、田島陽子の各氏

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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判定された人の割合は5～20％でそのうち医師の
面接指導を受けたのは5％未満の事業場が多かっ
た。

集団分析はしているが、職場改善に活かしてい
る事業場は4割台後半で、管理職主導型で行って
いる。

実際に平野さんが産業医をしている事業場の
状況では、集団分析結果が労働安全衛生委員会
に報告され議論されるが、改善につながることは多
くはないという。ただし、高ストレス者の割合が高い
職場の実態を聞いてみると、最近配置換えなどが
あり落ち着いていない状態であったり、管理職が現
場状況に無関心であったりといった問題のある職
場だった。

労働者側には、ストレスチェックが改善につな
がっているという認識はなく、実際の成果を示さな
いと受検率は下がっていくことになる。

では、ストレスチェックを職場改善に活かすにはど
うすればいいか。

労働安全衛生委員会では集団分析結果を共
有し、きちんと対策を議論すること、さらには、アク
ションチェックリストによるグループワーク、参加型職
場改善活動などを取り入れる方法がある。安全セ
ンターでも参加型改善のワークショップなどを実施
している。

労働安全衛生委員会のない50人未満の事業
場はどうすればよいのかというと、労働組合がストレ
スチェックの集団分析結果の情報提供を事業場
に要求し、職場改善に取り組んでほしい。

普段からの取り組みが大事であるが、ストレス
チェックの結果は、職場の実態を数値で可視化し
ているということで労働組合にとっても利用しやす
い。ストレスチェックの集団分析結果をもとに、事業
主に団交を通して具体的改善対策を要求するな
どの取り組みをすることができる。

職場での実態は？

その後は、現場からの報告を受けた。
元全港湾大阪支部組合員の林繁行さんは、ス

トレスチェック制度の開始に当たって、協定書案
の作成に取り組んだ経験について話した。当時、

全港湾関西地本の労職対委員長だった林さん
は、協定書案を起案し、全港湾関西地本はストレ
スチェック制度開始の翌年に協定書案をもって約
250社相手に統一集団交渉を行った。

大阪支部では48社中10社と協定を結んだ。し
かし、50人未満で組合員が20人くらいの職場が多
かった。

8年が経って、現在の状況はどうか確認してきた
が、36社中、協定を結んでいるのは12社だった。2
社しか増えていなかったと嘆きつつ、組合員が少な
くても非組合員を入れると50人以上の職場もある
ので、ストレスチェックの実施はしている。港湾職場
など、先輩後輩の関係が厳しく、馴染まない制度
かもしれない。50人未満の職場については、やは
り努力義務なので実施されないのが残念ですが、
組合員にはもっと理解を求める必要があると思うと
述べた。

JP労組明石支部の前支部長の日置孝さんから
は、郵便局の実態について報告があった。

労使関係について、40年前は点検摘発型の労
働運動で、活発に使用者側に物を言ってきたの
が、このところ労使協調型に変化していると感じて
いる。

ストレスチェックについては、労働安全衛生委員
会に組合の三役などが入れていないこともあり、会
社主導で行われている。これまでストレスチェック
の結果を求めるという発想がなく、これを機会に、ス
トレスチェックについ各支部から情報を集めたとこ
ろ、ストレスチェック結果を入手して送ってくれた支
部があった。少人数の局なので、上司の支援という
項目が悪ければ、明らかにその上司のことと分かる
結果となっている。

明石支部では、労働安全衛生に関わる課題も
直接交渉で取り組んできた。例えば、この夏も熱中
症アラートが連日出る猛暑だったが、配達量が明日
は少ないと分かると、局は配達員に有給休暇を消
化させることで人員を滅らす。その結果、配達量が
少ないという余裕はなくなり、暑い中同じ配達量をこ
なさなければならなくなる。これは、熱中症対策とし
てどうなのか、といった課題などで交渉を行った。

また、郵便局は入手不足で、労働強度を下げて、
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ゆとりのある職場を作らないと人材確保もできない
状態だ。

郵便局の支部によっても雰囲気が違っていて、
明石支部は労働者の物差しで交渉する。別の支
部では、会社主導の仕事物差しで何事も行われ、
メンタル不調で休む人が多いということがある。

全国同じ協約であるが、局によって労働条件の
格差は大きい。業務上のことを労働者の責任にさ
れ、なんでも労働者がなんとかしないといけないと
思い込まされているので、会社に無理だ、会社がな
んとかしてと言える職場にしていきたい。安全衛生
についても、会社主導を組合主導にできるようにし
ていきたい思うと述べた。

ほっとラインの結果から

ひょうご労働安全衛生センターの事務局長であ
る西山和宏さんは、10月9、10日に実施した「メンタ
ルヘルス労災相談・ハラスメント対策ほっとライン」
の結果について報告し、職場の現状について改善
するには労働組合の力が必要と話した。

全国9か所に拠点を設けて行ったホットラインに
は、合計218件電話があった。昨年の97件から今
回大幅に増加したのは、一部の拠点を除いて全国
フリーダイヤルの同じ番号で利用しやすかったこと
と、NHKなどのテレビニュースの報道、地方紙へ
の掲載などからだった。50代60代からの相談が多
かったのは、やはりテレビ、新聞の効果で、若い世代
はネットの方が情報を得やすいだろう。

ハラスメントの6類型別の件数は、身体的な攻撃
が13件、精神的な攻撃が91件、人間関係からの切
り離しが14件、過大な要求が27件、過小な要求が
7件、個の侵害が11件だった。

西山さんが注目したのは、身体的な攻撃の内容
だった。上司の気分で丸刈りにされ、新品のYシャ
ツのボタンを全部ちぎられた、上司に首根っこを掴
まれて壁にぶつけられた、こめかみを掴んで倒され
暴力を振るわれて失神した、など犯罪である暴力
が職場で起こっている。

職場内のギスギスした人間関係も見て取れる。
労働者同士のコミュニケーションがない、PC作業ば
かりで隣の人と話さない状態。また雇用形態の違

いから、労働者同士も分断されている。同じ職場
で同じ仕事をしていても賃金や労働条件が違うた
め、そのことについて話し合うことはなく、逆に隠して
しまうのが今の状況だ。いじめ・嫌がらせの相談は
多く、電話があると30分40分と時間がかかるが、ユ
ニオンへの加入や労災認定につながることは少な
い。パワハラの3要件になかなか当てはまらず、そ
の場合の対応に二の足を踏むなど、取り組みが進
まず、職場で隠題が滞留している。

しかし、中心になって取り組んでもらいたいのは
労働組合で、職場で話し合える環境をどう提供し
ていくのか取り組みが必要だ。ストレスチチェック制
度についても、実施率は上がっていても職場改善
につながっていない。これをどう改善が必要か智
恵を出し合っていかなければならないと思う。努力
義務であっても、組合が活用し、ハラスメント防止対
策法についても、形だけ整えるのではなく実効が伴
うよう組合で要求していく必要があると話した。

このセッションとしては、全国の労働安全衛生セ
ンターのメンバー、各労働組合の参加者と、職場で
のメンタルヘルス対策が必婆なこと、ストレスチェッ
ク制度の安全衛生委員会での活用もそのための
ひとつの手法であることが共通認識となった。その
ためにも労働組合の取り組みが重要なことが確認
された。さらに最後に、今後も安全センターと労働
組合、そして医療関係者、研究者、弁護士などの
専門家が協力して取り組んでいこうということも、共
通認識できた。（セッション司会・文責：田島陽子）

記念パーティー

18時から行われた記念パーティーにも、たくさん
の方の参加があり、年に一度しか会わない地域の
活動家や安全センターや労組のOBの方々にも会
うことができ、それぞれお祝いや激励の言葉をいた
だいた。この50年、たくさんの方に支えられてきたこ
とを実感した一日でもあった。

その感謝と共に、今後の活動について一層励む
所存、よろしくお願いいたします。

※「関西労災職業病」2023年11・12月号から転載

特集/関西労働者安全センター50周年記念
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・	社会的行動や個人的特徴に基づく社会的スコ
アリング

・	人間の自由意志を回避するために人間の行動
を操作するAIシステム

・	（年齢、障害、社会的または経済的状況による）
人々の脆弱性を利用するために使用されるAI

法執行の例外

交渉者たちは、法の執行を目的とし、事前に司
法当局の許可を得たうえで、厳密に定義された犯
罪のリストに対して、公にアクセス可能なスペース
で生体認証システム（RBI）を使用するための一
連のセーフガードと限られた例外について合意し
た。「ポスト・リモート」RBIは厳格に、重大な犯罪を
犯したと有罪判決を受けた、またはその疑いのあ
る人物の標的を絞った捜査［のみ］に使用される。	
「リアルタイム」RBIは、以下の目的のために、厳格
な条件を遵守し、その使用は時間と場所が限定さ
れる。
・	被害者（誘拐、人身売買、性的搾取）の標的を

絞った捜索
・	具体的かつ現在のテロ脅威の防止、または
・	規則で言及されている特定の犯罪（例：テロ、人

身売買、性的搾取、殺人、誘拐、強姦、武装強
盗、犯罪組織への参加、環境犯罪）のいずれか
を犯した疑いのある人物の位置の特定または身
元の確認

ハイリスクシステムについての義務

（健康、安全、基本的権利、環境、民主主義、法
の支配に重大な悪影響を及ぼす可能性があるた
めに）ハイリスクに分類されるAIシステムについて
は、明確な義務が合意された。欧州議会は、保険

人工知能法：信頼できるAIのための
包括的なルールに関する取り決め

2023年12月9日　欧州議会（European	Parliament）

・	汎用人工知能に関するセーフガードに合意
・	法執行機関による生体認証システムの使用制

限
・	ユーザーの脆弱性を操作または悪用するために

使用されるソーシャルスコアリング及びAIの禁止
・	消費者が苦情を申し立て、有意義な説明を受け

る権利
・	3,500万ユーロまたは世界売上高の7％から750

万ユーロまたは売上高の1.5％までの制裁金
欧州議会は、欧州におけるAIの安全性、基本的権

利と民主主義の尊重、企業の繁栄と拡大を確保す

るための法案について、理事会と政治的合意に達

した。

金曜日、欧州議会と理事会の交渉担当者は、人
工知能法に関する暫定合意に達した。この規則
は、基本的権利、民主主義、法の支配、環境の持
続可能性をリスクの高いAIから確実に保護する一
方で、イノベーションを後押しし、欧州をこの分野の
リーダーにすることを目的としている。同規則は、AI
の潜在的なリスクと影響の度合いに基づいて、AI
に対する義務を定めるものである。
禁止されるアプリケーション

AIの特定の応用が市民の権利と民主主義にも
たらす潜在的脅威を認識し、共同立法者は以下
の禁止に合意した。
・	センシティブな特性（政治的、宗教的、哲学的信

条、性的指向、人種など）を利用したバイオメトリ
クス分類システム

・	顔認識データベースを作成するための、インター
ネットやCCTV映像からの顔画像の無作為スク
レイピング

・	職場や教育機関における感情認識



26   安全センター情報2024年3月号

や銀行部門にも適用される基本的人権の影響評
価を義務化することに成功した。選挙結果や有権
者の行動に影響を与えるために使用されるAIシス
テムも、ハイリスクに分類される。市民はAIシステム
に関して苦情を申し立てたり、権利に影響を与える
リスクの高いAIシステムに基づく決定について説
明を受けたりする権利を持つことになる。
汎用人工知能システムのガードレール

AIシステムが達成できるタスクの幅の広さと、そ
の能力の急速な拡大を考慮し、汎用AI（GPAI）シ
ステムとそのベースとなるGPAIモデルは、議会が
当初提案した透明性要件を遵守しなければならな
いことが合意された。これには、技術文書の作成、
EU著作権法の遵守、トレーニングに使用されたコ
ンテンツに関する詳細な要約の普及などが含まれ
る。

システミックリスクを伴う影響力の大きいGPAIモ
デルについては、国会の交渉担当者は、より厳しい
義務を確保することに成功した。これらのモデル
が一定の基準を満たす場合、モデル評価の実施、
システミックリスクの評価と軽減、敵対的テストの実
施、重大インシデントに関する欧州委員会への報
告、サイバーセキュリティの確保、エネルギー効率
の報告などが義務付けられる。欧州議会議員はま
た、EUの統一基準が発表されるまでは、システミッ
クリスクを抱えるGPAIは、規制を遵守するための
実践規範に頼ることができると主張した。
イノベーションと中小企業を支援する措置

欧州議会は、企業、とくに中小企業が、バリュー
チェーンを支配する業界大手からの不当な圧力を
受けずにAIソリューションを開発できるようにしたい
と考えていた。この目的のため、この合意は、いわ
ゆる規制上のサンドボックスと、市場に投入される
前に革新的なAIを開発・訓練するために各国当
局が設置する実世界試験を推進している。
制裁と発効

規則不遵守の場合、違反内容と企業規模に応
じて、3,500万ユーロまたは世界売上高の7％から
750万ユーロまたは売上高の1.5％までの罰金が科
せられる可能性がある。
引用

合意を受けて、共同報告者のブランド・ベニフェイ
（S&D、イタリア）は次のようにコメントした。「長く厳
しいものだったが、その努力は報われた。欧州議
会の弾力性のおかげで、人工知能に関する世界
初の水平法は、欧州の約束、すなわち権利と自由
がこの画期的な技術の発展の中心にあることを保
証するものとなる。サンドボックスによる新しいビジネ
スアイデアの支援と、最も強力なモデルに対する効
果的なルールが確保されるよう、欧州議会は引き続
き注視していく」。

共同報告者のドラゴス・トゥドラチェ（Renew、
ルーマニア）は次のように述べた。「EUは、AIに関
する強固な規制を世界で初めて導入し、AIが人間
中心の方向に発展・進化するよう導いている。AI
法は、大規模で強力なAIモデルに対する規則を定
め、それらがEUにシステミックリスクをもたらさないよ
うにし、また、公的機関による技術の乱用から市民
と民主主義を守るための強力なセーフガードを提
供する。また、中小企業を保護し、AIの分野におけ
る革新と先導の能力を強化し、経済の脆弱な部門
を保護する。欧州連合（EU）は世界に対して素晴
らしい貢献をしてきたが、AI法もまた、われわれのデ
ジタルの未来に大きな影響を与えるものである」。
記者会見

主席欧州議会議員のブランド・ベニフェイ氏
（S&D、イタリア）、ドラゴス・トゥドラチェ（Renew、
ルーマニア）、Carme	Artigasデジタル化・人工知
能担当国務長官、ティエリー・ブルトン委員が交渉
終了後に共同記者会見を行った。ベニフェイ氏の
声明はこちら、トゥドラチェ氏の声明はこちら。その
他の抜粋はこちら。［ともに省略］
次のステップ

合意された文書がEU法となるためには、今後、
議会と理事会の双方で正式に採択される必要が
ある。議会の域内市場委員会と自由権委員会は、
近日中に開催される会議で、この合意につい
て採決を行う予定である。
※https://www.europarl.europa.eu/news/en/

press-room/20231206IPR15699/artificial-
intelligence-act-deal-on-comprehensive-
rules-for-trustworthy-ai

EUにおける進展とETUC等の反応
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AI法は職場における
AIシステムに関する指令の段階へ
2023年12月9日　欧州労連（ETUC）

AI法に関する［政労使］三者協議の合意につ
いて、ETUC［欧州労働組合連盟］副書記長イザ
ベル・シェーマンは次のように述べた。「AI法の合
意は、人工知能を規制するためのわれわれの継続
的な努力の一里塚である。これは、欧州が人 を々
第一に考え、責任ある方法でAIの未来を形作ろう
としていることを示すものだ。」「きわめて重要なこと
は、AI法がAIの職場応用の高リスクな性質を認識
し、それに対処するための法制上の余地を切り開
いたことだ。次のステップは、欧州が職場の人 に々
対する具体的な保護を導入することである。」「AI
ツールは、ヨーロッパ中の職場に目まぐるしいスピー
ドで導入されている。その決定が、決定によって労
働生活が左右される人々に対して説明責任を果
たすような、人間が指揮を執るアプローチを確保す
るための取り組みは、今後も継続されなければなら
ない。権利、安全、尊厳を尊重するAIの環境を形
成するために、共に努力を続けよう。」
ETUCの対応の主なポイント

1.	 ハイリスク分類：職場におけるAIアプリケー
ションはハイリスクに分類される。しかし、事業者
の自己評価に依存しているのは大きな欠陥であ
る。

2.	 冒頭の条項：欧州議会は冒頭条項を盛り込
むことに成功し、加盟国と欧州連合に、AIの職
場利用を規制する権限を付与した。この条項
は、労働者の権利にとって重要な勝利である。

3.	 労働者のための透明性：合意は、AIシステム
が職場に導入される際には、労働者とその代表
者に情報を提供しなければならないと定めてい
る。透明性は、労働者の利益を守るために不可
欠である。

4.	 職場の課題への対応：このような前向きな進
展にもかかわらず、AI法は、労働者が直面しな
ければならない現実や、労働者が必要とする的
を射た対策に取り組むには不十分である。この

ギャップを埋めるため、ETUCは職場におけるア
ルゴリズム・システムに関する専用指令の制定を
求めている。そのような指令は、人間が管理する
という原則を支持し、労働組合や労働者の代表
がAI導入の決定に影響を及ぼす権限を
与えるものでなければならない。

※https://www.etuc.org/en/pressrelease/ai-
act-sets-stage-directive-ai-systems-workplace

欧州議会と理事会が人工知能に関する
世界初の包括的な法的枠組みに合意
2023年12月12日　欧州労働安全衛生機関

欧州議会と理事会は、信頼できるAIのための包
括的な規則である人工知能法（AI法）について政
治的合意に達した。この規則は、欧州におけるAI
の安全性を確保し、基本的権利と民主主義を尊
重するとともに、技術革新を促進し、欧州をこの分
野のリーダーにすることを目的としている。

欧州委員会が2021年4月に提案したこの取り決
めは、AIの潜在的なリスクと影響の度合いに基づ
いてAIについての義務を定めるものである。この
合意は、規制を特定可能なリスクに集中させ、法的
確実性を提供し、信頼できるAIの革新に道を開く
ものである。合意された文書がEU法となるには、
今後、議会と理事会の双方で正式に採択される必
要がある。

AIによる労働者管理は、われわれの「健康職場
キャンペーン：デジタル時代における安全で健康
的な労働」の優先分野のひとつである。このキャン
ペーンは、この課題に関連する機会（作業配分とス
ケジューリングの改善、労働組織の最適化、OSH
問題の確認に役立つ情報の提供…）とリスク及び
課題（作業量と作業ペースの増加、社会的孤立、
プライバシーの侵害…）を強調している。人工知能
（AI）が仕事の世界に与える影響はまた、最近の
欧州雇用・社会権フォーラムの焦点でもあった。
※https://osha.europa.eu/en/oshnews/

european-parliament-and-council-reach-
agreement-first-comprehensive-legal-
framework-artificial-intelligence-worldwide
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トフォームがそれらの指標のうち2つを満たす場合、
「使用者」とみなされる。

影響を受けるプラットフォームまたは者は、当該者
またはプラットフォームを通じて働く者の特定のカテ
ゴリーが自営業者として正しく分類されているとい
う証拠を提出することで、この推定に異議を唱える
ことができる。

指令の明確な指標は、プラットフォームとプラット
フォームを通じて働く人 に々法的確実性をもたらし、
訴訟と行政負担を軽減する。

この推定により、プラットフォームで働く人々は、最
低賃金（該当する場合）、団体交渉、労働時間・健
康保護、有給休暇、失業・傷病手当など、「労働

者」としての地位に関連する労働・社会的権利を
享受することになる。

逆に、純粋な自営業者は、その地位を変えること
なく活動を継続する。
・	アルゴリズム管理

指令は、デジタル労働プラットフォームにおける監
視と意思決定における自動化システムの使用を規
定する新たな規則を制定する。

これにより、アルゴリズム管理における透明性と説

明責任の向上が促進され、労働条件に影響を与え
る決定について人々が認識し、異議を唱えることが
できるようになる。自動化されたシステムとその機能
について知らされる権利がある。

指令はまた、労働条件の遵守を保証するために
自動化システムの人間による監視を要求し、アカウ
ントの解約や停止などの自動化された決定に異議

を唱える権利を規定している。
さらに、デジタル労働プラットフォームは、プラット

フォームを通じて働く人々がそのプラットフォームに

欧州委員会はプラットフォーム労働の
労働条件改善に関する政治合意を歓迎

2023年12月13日　欧州委員会（European	Commission）

欧州委員会は、委員会が2021年12月に提案した
「プラットフォーム労働における労働条件の改善に
関する指令」が、本日、欧州議会とEU加盟国の間
で政治合意に達したことを歓迎する。

プラットフォーム労働の労働条件改善に関する
政治的合意は、フォン・デア・ライエン大統領が政
治指針の中で表明したプラットフォーム労働者の労
働条件改善に関する公約を踏襲するものである。
指令の狙い

この指令の目的は、デジタル労働プラットフォーム
を通じて働く人々が、権利を有する労働権と社会
的給付を十分に享受できるようにすることである。	
また、EUにおけるデジタル労働プラットフォームの持
続可能な成長を支援することも目的としている。
とくに注目すべきは、このようなプラットフォームを

通じて働く人々の雇用状態を正しく判断し、アルゴリ
ズム管理（つまり、管理機能をサポートしたり、代替
したりする自動化システム）の透明性と公平性を促
進するための措置の概要である。
公正で競争力のあるプラットフォーム経済のため

の新ルール

「プラットフォーム労働指令」は、以下を含む、公
正で競争力のあるデジタル労働プラットフォーム経
済のためのEUルールを規定している。
・	雇用形態

指令は、デジタル労働プラットフォームを通じて働
く人々が、実際の労働形態に対応する雇用形態の
恩恵を受けやすくし、それに伴う権利、義務、便益
を提供する。

指令は、プラットフォームが、使用者としての資格

を有するかどうかを判断するための具体的な指標
とともに、雇用関係の法的推定を定めている。プラッ

EUにおける進展とETUC等の反応



安全センター情報2024年3月号  29

ログインしていない間は、個人データを収集するこ
とができなくなる。

誰かの感情や心理状態に関するデータを処理
したり、人工知能ツールを使って労働者が労働組
合に加入したりストライキを起こしたりするかどうか
を予測したりすることは許されない。

プラットフォームを通じて働く人々は、あるプラット
フォームから別のプラットフォームへデータを転送す
る権利を保持し、データのポータビリティとプラット
フォーム間のシームレスな移動の可能性を確保す
る。
・	執行、透明性、トレーサビリティ

指令は、特に国境を越えた状況において、プラッ
トフォームに対し、業務が行われる国での業務申告
を義務付けることで、プラットフォーム業務の執行とト
レーサビリティを強化する。

指令は、プラットフォームが業務を申告し、その活
動およびそのために働く人々に関する情報を国家
当局に提供する義務を規定している。

これにより、加盟国はプラットフォーム労働者の数
とその状況をより明確に把握できるようになり、国
家当局は社会保障費に関するものを含め、プラット
フォームによる既存の義務を執行できるようになる。
・	情報と協議

指令は、アルゴリズム管理上の決定について、プ
ラットフォーム労働者の代表者に情報を提供し、協
議するという要件を導入している。この指令は、プ
ラットフォームに対し、労働者とその代表者が自ら組
織化するためのコミュニケーションチャンネルを確
立するよう求めている。
仲介

指令は、プラットフォームが仲介企業を利用する
ことを選択した場合でも、プラットフォームを通じて働
く人 に々対して同レベルの保護を保証する。このよ
うな場合、加盟国は責任メカニズムを確立し、適切
な場合には連帯責任制度を含め、効果的な救済
へのアクセスを確保しなければならない。
次のステップ

欧州議会と欧州理事会による正式な承認後、加
盟国は2年以内にEU指令を国内法に組み込む。

背景

デジタル労働プラットフォームとは、労働者や自営
業者が第三者のクライアントに提供する仕事を仲
介し、組織化するインターネットベースの企業であ
る。

現在、500以上のデジタル労働プラットフォームが
EUで活動している。これらのプラットフォームは、企
業、労働者、自営業者に機会を創出し、消費者の
サービスへのアクセスを向上させている。
しかし、これらのプラットフォームは、EU全域で異

なる法律や裁判所の判決に起因する課題にも遭
遇しており、国境を越えて事業を拡大する能力を妨
げている。

現在までに、EUのデジタル労働プラットフォーム
の90％以上が、そのプラットフォームを通じて働く
人 を々自営業者として分類している。これらの人々
のほとんどは、純粋な自営業者である。
しかし、2021年にEUで推計される2,800万人のプ

ラットフォームを通じて働く人々のうち、現在550万人
が誤って分類されている可能性がある。

プラットフォームを通じて働く人々が直面しうるそ
の他の課題には、労働条件の透明性や予測可能
性の欠如、安全衛生リスク、社会的保護への不十
分なアクセスなどがある。

フォン・デル・ライエン委員長は、政治指針の中
で、「デジタルトランスフォーメーションは、労働市場
に影響を与える急速な変化をもたらす」と強調し
た。彼女は、「プラットフォームで働く労働者の労働
条件を改善する方法を検討する」ことを約束した。
「プラットフォーム労働の労働条件改善に関する

指令」は、「欧州社会権の柱行動計画」の主要な
イニシアティブのひとつである。

それは、プラットフォームとそこで働く人々が、プラッ
トフォーム経済の恩恵を活用し、競争力と労働者
の権利を守り、公正な労働条件を確保できるように
するためのEU共通のルールを定めるもので
ある。
※https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langI

d=en&catId=89&furtherNews=yes&news
Id=10718
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プラットフォーム協定は労働者の権利に
おける「荒野」に終止符を打つべきだ
2023年12月13日　欧州労連（ETUC）

今日合意されたプラットフォーム労働指令によっ
て、誤って自営業に分類され、その	基本的権利を
奪われている何百万人もの労働者が恩恵を受け
ることになる。ETUC［欧州労働組合連盟］は加
盟国に対し、この合意を採択し、その徹底的な実施
と執行を確保するよう求める。労働組合は、プラッ
トフォーム労働者の承認と条件改善を勝ち取るた
め、街頭や法廷で闘ってきた。この指令は、プラット
フォーム労働者が労働者として適切に承認され、保
護されるために重要な法的裏付けを与えるだろう。

国レベルでの施行がきわめて重要になる。その
ためには労働監督官の数を増やす必要があるだ
ろう。心配なことに、労働監督官の数は過去15年
間で加盟国の半数で削減されている。

欧州議会、欧州理事会、欧州委員会の合意文
書はまだ最終調整中であるが、以下のような改善
点が含まれると報告されている。
・	立証責任の逆転。つまり、プラットフォームは雇用

関係がないことを証明しなければならなくなる。
・	再分類が1回でも行われた場合、職場の検査が

義務付けられる。つまり、ある労働者がこの手続
きを行った場合、当局はその同僚の状況を評価
しなければならなくなる。

・	アルゴリズムをめぐる透明性は、合法的な労働
組合活動に参加した労働者を罰するために使
用された、プラットフォーム企業による仕事の設
定・規制にまで利用されている。

・	進化するプラットフォーム経済における労働組合
と団体交渉の中心的役割。
この合意について、ETUCのルドヴィック・ヴォエ

総連合書記は次のようにコメントした。「この合意の
最終文書を精査する必要があるが、労働者が直
面する深刻な問題に対処しようとする真の試みが
あることは明らかだ。」「プラットフォーム企業は、配
達員やタクシー運転手、介護士や清掃員を含むそ
の他の労働者を、休日手当や傷病手当、社会保障

の支払いを避けるために、偽の自営業に追いやっ
てきた。」「これが労働者の権利における『荒野』の
終焉のはじまりであるべきだが、550万人のプラット
フォーム労働者の生活に変化をもたらすのであれ
ば、加盟国は本日合意された措置を適切に実施す
る責任がある。」「何が雇用関係を構成するかを
めぐる立証責任の逆転は、重要な前進である。労
働者は、傷病手当金のような基本的な権利を受け
取るためだけに、企業弁護士の軍隊を引き受け続
けることは期待できない。」「アルゴリズム管理に関
する透明性は、労働組合に加入した者から仕事を
奪って罰するといった、不名誉な組合つぶし戦術
をプラットフォームが使うのを防ぐのにも役立つだろ
う。」「長く困難な交渉の末、労働者が一刻も早く
恩恵を実感できるよう、私たちは今、理事会
が義務を確認することを期待している。」
※https://www.etuc.org/en/pressrelease/

platform-deal-should-end-wild-west-
workers-rights

EUが2,800万人プラットフォーム労働者の
労働条件改善で合意

2023年12月14日　欧州労働安全衛生機関

欧州議会と欧州理事会は、プラットフォーム労働
者の労働条件を改善するための指令案について
政治合意に達した。［…］デジタルプラットフォーム労
働は、EU-OSHAが2024年2月より推進する健康職
場キャンペーン「デジタル時代における安全で健康
的な労働」キャンペーンの最初の優先分野である。
このキャンペーンでは、労働者の柔軟性や自律性、
労働市場へのアクセスが困難な人のための雇用
の選択肢といった機会を強調している。しかし、ア
ルゴリズムによる管理、孤立した働き方、仕事量をほ
とんどコントロールできないといったリスクや課題に
ついても考察している。また、デジタルプラットフォー
ム労働に関連するリスクを防止するための
政策イニシアティブも紹介している。
※https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-

agreement-reached-improved-working-
conditions-28-million-platform-workers

EUにおける進展とETUC等の反応
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人々は仕事によって自殺に追い込まれる。 わ

れわれはそれを知っているし、 安全衛生管理庁

（HSE） もそれを知っている。ハザーズ誌編集者の

ローリー・ オニールは、心痛を終わらせるために

まったく何もしない規制当局の4つの弱々しい言い

訳を批判する。

仕事によって自殺に追い込まれることがある。低
賃金であれ、高い目標であれ、ハラスメントであれ、
耐え難い仕事量であれ、こうしたプレッシャーが追
い打ちをかける可能性がある。しかし、HSEは、スト
レス、不安、うつ病というイギリスの職場に蔓延する
疫病のもっとも絶望的な兆候を、断固として放置す
る決意を固めている。

公衆衛生、産業医学、学術、労働組合の主要団
体からその「絶望するな」キャンペーンの支持を得
たハザーズ誌からの持続的な圧力に直面して、安
全規制当局は、行動を起こさない新たな理由を模
索している。

2023年6月21日、HSEが職場自殺に対処すべ
き明確な事例があると結論づける複数の学術論
文を執筆したサラ・ウォーターズ教授とヒルダ・パー

マーは、規制当局のサラ・アルボンCEO及びエン
ゲージメント・政策部長リチャード・ブラント・エンゲー
ジメント一連の会合の最新のものをもった。

アルボンは、HSEの自殺対策姿勢に対する懸念
に対応するため、「HSEと他国の規制当局との連
絡」に関する「質的調査」を実施したことを伝えた。

この調査は、フランス、日本、ニュージーランド及び
未確認のオーストラリアの2つの州の規制当局から
の回答に基づくもので、報告要求事項のもとで、「こ
れらの規制当局は、自殺を含む労働者の死亡、ま
たは業務や職場に関連する出来事の報告を受け
ている」ことを確認した。

しかし、HSEは、その調査から「職場内での自殺
または労働に関連した自殺を報告及び記録に含
めている他の国と同様のアプローチを採用すること
が有益であることを示す説得力は何もない」と述べ
た。

ハザーズ誌はHSEの4頁の報告書のコピーを入
手した。結論として言えることは、HSEはそれを理
解していないということである。

われわれは、HSEがこの調査から得たという教

自殺に対するHSEの取り組みが命を救うことができる：
ただ、それをしたくないだけだ

Hazards	Magazine,	Number	163,	July-September	2023
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訓を検証し、そのどれもが意味をなさない理由を説
明する。

1.　複雑である

HSEは、使用者の裁量に委ねられる可能性のあ
る「労働との関連性」の確立が困難であることを
指摘し、「このような報告は断続的である可能性が
あり、また例えば、職場を規制する当局に報告する
かどうかを決定する前に、自殺が他の要因ではなく

『労働に起因する』ものであるかどうかを使用者
が決定することに依存する可能性があることが明
らかに示されている」と付け加えている。

これは紛れもない事実である。しかし、これは報
告義務のあるすべての傷病に共通する要因であ
る。RIDDOR（障害・疾病・危険事象報告）報告シ
ステム全体が使用者に依存しており－使用者が報
告書を作成しており－HSE自身の調査でも、負傷か
ら喘息やがんに至るまで、あらゆるものの過少報告
が広く見られることが示されている。

	これは報告に対する反論ではない。制度を改
善すべきだという主張である。

Journal	of	Public	Mental	Health（JOPMH）
のオンライン版で2023年8月3日に発表されたウォー
ターズとパルマーの論文は、「自殺の背後には複雑
な理由が存在しうることを認識しつつも、だからと
いって原因因子が存在せず、さらなる死を防ぐた
めにそれらの原因因子を十分に調査すべきではな
いということにはならない」と指摘している。

カーディフ大学では最近、2人の講師が自殺し
た。昆虫学者のマーク・ジャーヴィス博士は、2014
年にデスクで手首を切った。マルコム・アンダーソン
博士は、2018年にビジネススクールの窓から飛び降
り自殺した。

アンダーソン博士の自殺をきっかけに、600人
以上の職員が大学の副学長、理事会、評議会
に宛てた公開書簡に署名し、過度な仕事量によ
るプレッシャーから他の職員を守るよう求めた。	
もしHSEが2014年に介入していれば、大学側はその
時点で仕事のプレッシャーを軽減するための措置を
取らざるを得なかったかもしれない。代わりにアンダー
ソン博士が亡くなり、大学は窓のロックを設置した。

自殺は予見可能であり、予防可能であった。研
究では、自殺の原因となる職務管理の欠如や仕事
の過負荷など、職場のストレス要因が容易に特定
できることが明らかにされている。また、職場のリス
クアセスメントにおいても、それらは明確に特定可
能である。

22の独立した研究をレビューし、Occupational	
and	Environmental	Medicine誌に掲載された
2018年の研究では、「様 な々心理社会的職務スト
レス要因への曝露が、自殺念慮、企図、死亡のリス
ク上昇と関連することが示唆された。雇用不安は
自殺念慮の高いオッズと関連し、雇用管理は自殺
企図と死亡のリスクとなるようであった」（ハザーズ
誌第146号）。

2.　検視官が行うことができる

HSEは、その調査から、検視官からの情報が「よ
り信頼できる可能性がある」ことが示されたと述
べ、英国の検視官制度は「予期せぬ死亡の各事
例を検視を通じて調査する機会を提供し、対処が
必要と思われる労働関連要因の証拠がある場合
には、検視官が具体的事例をHSEに提起するルー
トを提供している」と言う。
「HSEは検視官協会とともに、既存のルートを通

じて確立することのできる一貫性のレベルを探る次
のステップを検討するだろう」と結論づけている。

ハザーズ誌は、HSEの理論を検証してみた。
2015年以降、検視官は「自殺」に言及した453

件の「将来死亡防止報告書（FDR）」を発表して
いる。

検視官が規制当局や使用者などに将来の死亡
を防止するための行動を指示するために使用する
ツールであるFDRが作成されるのは、検視の約1％
にすぎない。

ハザーズ誌は、「HSE」、「work」の用語で検索
され、またはタグ「労働災害と安全衛生関連死」
で特定された、453件の全エントリーを検討した	。	
2015年以降、これらの用語からFDRにつながった自
殺はわずか3件であった。HSEに報告されたのは、
労働との因果関係が明らかでない学生ハンナ・バラ
ジの自殺1件のみである。消防士ジェイデン・フランソ

英：HSEに自殺に対する取り組みを求める
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ワ＝エスプリットの自殺は明らかに労働に関連してお
り、ロンドン消防隊へのFDRをもたらしたが、「work」
のタグはなかった－これはきわめて異例である。

さらに、ハザーズ誌は、すべての死因に関連する
「HSE」タグの付いた34件の遺体検案すべてを
検証し、労働に関連した自殺に関連してHSEに将
来死亡防止報告書が提出されたものは1件もない
ことを確認した。

ハザーズ誌の分析によれば、労働関連自殺に関
するよりよい情報を得るための検視官ルートに対す
るHSEの信頼は見当違いであることが強く示唆さ
れている。HSEは国の安全衛生調査・規制機関
である。

HSEが検視官に適切な代役を期待する明白な
理由はない。

3.　遺族に任せる

HSEが介入しないのであれば、その仕事は遺族
に委ねられることになる。自殺による死別はそれ自
体が自殺のリスク要因であり、HSEが踏み出そうと
しないところに、遺族が踏み込むことが果たして適
切なのだろうか？

ウォーターズとパルマーは、JOPMH誌でこう警告
している。「英国には、労働に関連した自殺を監視
したり規制したりする法的枠組みがないため、個人
的に計り知れない悲しみを味わっているときに、キャ
ンペーンを主導する責任を家族に負わせることが
多い」。
「しかし、フランスなどの国では、同じような状況で

訴訟を起こす負担から遺族を守るための法的枠
組みがある」。

HSEには調査権限も資源もあるが、遺族にはな
い。

4.　効果がない

HSEはその小規模な調査から、規制的役割を
自殺にまで拡大することで、「一貫性のある信頼で
きるデータを収集できるか」は「明らかではない」と
結論づけている。また、「受け取った情報から、直
接的な改善を促したり、基準やパフォーマンスを向
上させるための新たな情報を得たりすることで、安

全衛生の成果に全体的な利益をもたらすために同
様のアプローチを用いることができるという説得力
のある見解は得られなかった」と付け加えている。	
これは説得力があるように聞こえる。しかし、この種
の証拠を入手するのは困難であり、それがないから
といって、効果がない証拠や不作為の十分な理由
にはならない。HSE自身の論理に基づけば、労働
関連ストレス、不安、うつ病に関する現在の予防活
動をすべて放棄すべきである。なぜなら、その割合
が過去最高を記録し、労働に関連した病気休暇の
半分を占めるようになっているからである。それはむ
しろ、予防活動により多くの資源とより広い範囲が
必要だという証拠である。

自明なことは、HSEが労働における自殺報告やリ
スクを調査しなければ、必然的に介入の機会を逃
すということである。そうなれば、HSEは予防と死
者・遺族への正義の両方を実現する機会を犠牲
にすることになる。

フランスのシステムは、労働者を追い出すことを意
図したリストラ計画後の19人の労働者の自殺と12人
の自殺未遂において、フランステレコムのトップ取締
役の責任が露呈することにつながった。2013年に
オレンジと改称された通信大手の元社長兼最高経
営責任者ディディエ・ロンバールは、2019年12月20
日に1年間の実刑判決を受けた。他の2人のトップも
実刑判決を受けた。同社には75,000ユーロ（約148
万円）の罰金が科された（ハザーズ誌第148号）。

JOPMHの論文によれば、「労働者のメンタルヘ
ルスをより保護する法的枠組み」が、「フランステレ
コム、ラ・ポスト、ルノーを含む大企業に対する法的
措置」で成功を収め、これがひいてはフランスにお
ける職場の安全性の大幅な改善につながった」。

日本では、広告大手の株式会社電通が、2015年
の過度な残業に関連した自殺事件以来、労働監
督当局の厳しい監視下に置かれている。労働監
督当局の調査により、この広告代理店は2017年に
罰金を科され、電通の石井直社長兼最高経営責
任者（当時）の辞任を促した。電通は2017年7月に
改革計画を発表し、1人当たりの労働時間を20％
削減することを約束した。

2019年12月に電通は、違法な時間外労働の問
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労働による自殺をカウントする

1.	 カウントする：6つの簡単な対策が、労働に関連した自殺を認識し、記録し、防止するための行動
をより効果的にすることができる。労働関連自殺をRIDDOR規則に基づく報告対象とし、労働関連
自殺の可能性に関する安全衛生管理庁（HSE）と検視官との間のコミュニケーションを改善する。

2.	 定義する：労働に起因する、または明らかに労働に関連する自殺を明確に定義する必要があ
る。これには、労働における自殺、仕事衣を着用しての自殺、仕事用の器具や資材を使用しての自
殺、メンタルヘルス問題で産業保健や人事に照会されたこと、メンタルヘルス関連の病気休暇の履
歴、同僚に影響を与えたストレス関連の問題のパターン、個人的な記録による証拠、検視官による
審問、一般医その他の健康専門家、労働要因を示唆する家族や自殺のメモなどが含まれる得る。

3.	 評価する：自殺リスクの調査と対処は、職場のストレス・リスクアセスメントとストレス・マネジメント戦
略の一部であるべきである。

4.	 調査する：労働関連自殺及び自殺念慮を、HSEの監督ガイドラインに明確に含めるべきである。
労働関連自殺を含む、労働関連ストレスに関するHSEの監督向け業務ガイドラインを設けるべきで
ある。HSE、警察、検察、その他の捜査・法定機関の間の協力体制を定義した「労働関連死議定
書」に、労働関連自殺を明示的に追加すべきである。

5.	 優先順位をつける：自殺は、HSEの「明白な懸念事項及び潜在的な重大懸念事項」（ハザード
誌第155号）に含める要件を満たしている。監督官に対する業務通達を自殺に適用し、労働関連
自殺、自殺パターン、自殺念慮（自殺意図）の証拠についてHSEの調査を開始する。

6.	 補償する：労働関連自殺による死亡は、中皮腫のような他の致死的業務関連疾患と同様に、政
府による補償の対象とすべきである。法的ガイダンスは裁判所に対して、民事賠償訴訟における労
働関連自殺の因果関係の可能性について、明確にすべきである。

題で再び労働監督当局の標的となり、「労働環境
の改革を継続する」と表明した。

2022年6月の報告書で、HSEの職場衛生専門
家委員会（WHEC）は規制当局に対して、「労働に
よる寄与が重要であった可能性のある毎年の自殺
者数について信頼できる情報を入手すること」を求
めた。

それから1年以上経ってもHSEは動かなかっ
た。ウォーターズ教授は、HSEの妥協しようとしない
姿勢は致命的かつ違法であると考える。彼女は
ハザーズ誌に、HSEの不作為は「人権法第2条に
基づく生命への脅威を構成する可能性がある」と
語った。
・	サラ・ウォーターズとヒルダ・パーマーの論文
「Ofsted	suicides:	who	is	responsible	for	
suicide	prevention？」	Journal	of	Public	

Mental	Health,	published	online	ahead-of-
print,	3	August	2023：

	 https://doi.org/10.1108/JPMH-06-2023-0051
・	ハザーズが考える、仕事に関連した自殺を認識
し、記録し、予防するための行動をより効果的に
するための6つの簡単な対策［囲み］を参照

・	HSEがRIDDOR規則に基づく自殺の報告を認
めることを妨げるような安全法における自殺報告
の明示的な除外規定は存在しない。これは議
会の決定ではなく、HSEが行った完全に可逆的
な選択である。ハザーズ誌は、この法律が実際
に何を示しているのかを説明している。

・	ハザーズ誌「組合安全代表のための自殺チェッ
クリスト」

※https://www.hazards.org/suicide/
wedespair.htm

英：HSEに自殺に対する取り組みを求める
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事例が診断・記録された20世紀初頭から、この物
質の有害な影響を認識していた。こうした知見にも
かかわらず、アスベストが使用され続けたのは、主
にアスベスト推進ロビーが、曝露に伴うリスクを軽視
し、肝心な情報が科学文献や一般紙で発表され
ないようにするために行ったスキャンダラスな努力
のためである。疑いが持続する限り、世論からの
圧力も、彼らの利益を食いつぶすような法律も制定
されないことを、不正直な産業家たちはよく知って
いるのである。

アスベストの使用は第二次世界大戦後にピーク
に達し、工業及び建設でかつてなく増え続ける数
の製品に、かつてなく増え続ける量で採用された。
そのコストの低さと引っ張りだこの化学的・物理的
特性（高い拡張強度、高温への耐性、電気絶縁
性）が、きわめて多様な用途－断熱材（パイプやボ
イラー用）、防火壁や天井、ケーブルの電気絶縁、
列車や船舶、アスベストセメントを使った配管、雨ど
い、煙突パイプ、換気ダクト、ガーデン家具、プラン
ター、装飾品の製造など－におけるその使用の急
成長に貢献した。第二次世界大戦以降、EUにお
いて200万から400万の人々がアスベストに曝露し
た後に死亡したと推定されているが、その大多数

アスベスト：取り除くべき時限爆弾
トニー・ムス（ETUI（欧州労働組合研究所））,	HesaMag,	Spring	2023

欧州連合では2005年以降アスベストは禁止され

ているが、この発がん物質はいまだに欧州中の何

百万もの建物に存在し、労働者及び一般住民の健

康に大きな脅威をもたらしている。労働者はとりわ

け、アスベストを含む建物で作業をする場合に曝露

し、そのリスクは建物が次第に劣化するにつれて

高まるばかりである。気候危機の観点から欧州連

合は最近、建物の大規模なエネルギー効率改修

計画に着手した。将来の世代で新たな被害者の波

を避けたいのであれば、欧州及び各国当局は正面

からアスベスト除去の問題に取り組まなければな

らない。

それは100年以上前から知られていた：アスベス
トはきわめて有害な物質である。アスベスト繊維を
吸入すると、石綿肺や中皮腫、肺がん、喉頭がん、
卵巣がんなどの様 な々がんを引き起こす可能性が
ある。これらの病気にかかるリスクは吸入した繊維
の数に応じて増加し、それ以下であれば健康に悪
影響を及ばさないという曝露レベルは存在しない。
ほとんどの場合、症状は20年から40年という長い
潜伏期間を経て初めて発症し－これが専門家がア
スベストは時限爆弾のようなものだと言う理由であ
る。医学界は、アスベストに関連した死亡の最初の
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国 職業がん死亡 国 職業がん死亡
オーストリア 1,929 イタリア 10,348
ベルギー 2,140 ラトビア 403
ブルガリア 1.432 リトアニア 611
クロアチア 744 ルクセンブルグ 128
キプロス 184 マルタ 112
チェコ 2,349 オランダ 3,979
デンマーク 1,275 ポーランド 7,292
エストニア 297 ポルトガル 2,176

フィンランド 1,163 ルーマニア 3,845
フランス 12,038 スロバキア 1,114
ドイツ 18,730 スロベニア 435
ギリシャ 1,733 スペイン 8,762
ハンガリー 1,999 スウェーデン 2,273
アイルランド 1,029 合計 88,520

表1　アスベストによる職業がん死亡、EU27	2019年

はアスベスト労働者であった。

4つの被害者の波

多くの欧州におけるアスベストへの人間の曝露
の疫学的な「波」を確認することができる。第1の
波は、鉱山労働者とアスベスト産業労働者で構成
された。第2の波は、大工、配管工、電気技師、自
動車整備士、アスベスト含有物質を扱う仕事に従
事したその他の人々から成っている。第3の波は、
改修、改築やアスベスト除去に携わるすべての労
働者だった。EUは、働いていたり住んでいる建物
や、働いていたり住んでいる場所の近くの建物で、
経年劣化したアスベストに曝露した人々の第4の波
を経験するだろう。曝露からアスベスト関連疾患発
症までの潜伏期間が非常に長いために、これらの
様 な々波は重なり合っている。また、ほとんどのアス
ベスト被害者の曝露歴は記録されていないため、
各々の波に関連した死亡数を推定することは困難
である。

実際には、欧州におけるアスベスト生産は1985
年以降に、各国及び欧州の法令への最初の制限
措置の導入のおかげで終了したので、今日われわ
れが見ているアスベスト関連がんはおそらく、主によ
り最近の曝露である第3の波の結果であり、第1の

波の最後と第2の波の終わりに近づいた部分が組
み合わさっているものと判断することができる。また、
職業曝露歴のない患者における中皮腫（ほぼアス
ベスト曝露によってのみ引き起こされるがん）の発
症率の増加によって証明されるように、曝露の第4
の波がもたらす結果も見えはじめている。

アスベストの製造・販売・使用はEUでは2005年
に、またいくつかの加盟国ではそれよりもかなり早
く、全面的に禁止されたが、アスベストに関連した
疾病による死亡数はいまなお減少していない。アス
ベストに起因する肺がんと中皮腫は、EUで毎年約
9万人の命を奪い続けており（表1参照）、死亡率は
少なくとも10年または20年は増加し続けるだろう。
念のため言っておくと、加盟国で認定されている職
業がんの最大78％がアスベストと関連している。さ
らに、職業がんは回避可能であり、EUにおけるそ
のコストは年間2,700億から6,100億ユーロで、EU
のGDPの1.8％から4.1％に達する。

EUグリーンディールとアスベスト：リスクか機会か？

EUでは、アスベストの全面禁止が施行される前
に、2億2千万以上の建物が建設されており、現在
の建物ストックの大きな部分がいまもこの発がん物
質を含んでいる。気候危機の結果として、EUは温
室効果ガスの排出量を削減する野心的な政策に
取り組んでいる。欧州グリーンディール及び欧州の
ためのリノベーションウェーブ［改修の波］戦略を採
用して、数百万の建物のオーバーホール、改修また
は取り壊しが予想されている。欧州委員会の目標
は、2030年までにエネルギー効率改修の年率を倍
増させることである。しかし、建設部門だけでも、す
でに410万人から730万人の労働者がアスベストに
曝露していることを忘れてはならない。この数字は、
今後10年間、年4％ずつ増加に向かう。建設部門
はEUで3番目に大きな産業部門であり、その労働
者の10％は国境を越えて働く労働者であり、その大
きな部分を自営業者が占めている。低賃金国から
の臨時配属される労働者の割合は非常に高い。
安全衛生基準違反の影響をとくに受けやすいこ
れらの労働者は、この致死的繊維の危険性を知ら
ないことが多く、またほとんどの国では、情報キャン

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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ペーンや訓練、必要不可欠な安全対策が行われ
ていない。

そのため、必要な対策が導入されない限り、建
設部門を中心に、しかし消防士や廃棄物処理・リ
サイクルに携わる労働者など他の部門も含めた－
全世代の労働者、及び、環境汚染を通じて一般市
民が、アスベスト繊維に曝露するリスクの増加の対
象になるだろう。アスベストへの人間の曝露の第3
の波と第4の波を終わらせ、建設部門における公正
で社会的に公平な移行を確保するためには、すべ
てのアスベストの安全な除去・廃棄のために、EUレ
ベルで包括的な戦略と野心的な法令を確立するこ
とが緊急の課題である。

EU法令の改正

2022年9月に欧州委員会は、「アスベストのない
未来に向けた取り組み」と題した通知と、労働にお
けるアスベストへの曝露に関連したリスクから労働
者の保護に関する指令の改正案を発表した。労
働におけるアスベスト指令のこの改正の目的は、
2003年以来変更されていないすべての加盟国
における最低要求事項である、職業曝露限界値
（OEL）を引き下げることである。10万繊維/m3か
ら1万繊維/m3に引き下げる提案であった。

この引き下げは、欧州における数百万人の曝露
労働者の健康と安全のために適切な保護を提供
するには、明らかに不十分である。オランダはさか
のぼって2017年に、2,000繊維/m3という国内OEL
を採用し、欧州議会は2021年に採択した決議及び
つい最近の労働におけるアスベスト指令の見直し
に関する報告書のなかで、アスベストの欧州限界
値を、現在の値よりも100倍低い、1,000繊維/m3に
引き下げることを要求している。この一層厳しい限
界値は、欧州の労働組合と保健専門家にも支持さ
れている。［実際の改正内容については2023年12
月号参照］

しかし、限界値のみに焦点をあてるのは、アスベ
スト問題の大きさに対処するにはあまりにも狭すぎ
るアプローチである。欧州議会は正しい道を進ん
できた。より保護的なOELはもちろん、アスベスト曝
露労働者のための最低限の訓練要求事項、アス

ベスト除去業者の認証、悪影響について閾値のな
いアスベストのような発がん物質については不適
切な－アスベストへの「散発的曝露」及び「低強
度曝露」という概念の削除、及び、封じ込めや囲
い込みなど禁止されるべき、また、アスベストの安全
な除去・廃棄を先延ばしするだけの代替技術の使
用ではなく、アスベスト含有物質の除去を優先する
ことなど、指令の文章へのその他の改善も提案し
ている。

労働におけるアスベスト指令の条文以外にも、多
くの加盟国がすでに、建物内のアスベストの存在
に関する義務的スクリーニングや、アスベストを含ん
だ建物の公的登録の確立など、アスベスト曝露防
止に役立つ措置を採用している。通知「アスベス
トのない未来に向けた取り組み」のなかで欧州委
員会は、いまもアスベストを含む既存建物に関する
利用可能な情報を改善するため、共同体レベルで
同様の立法イニシアティブをとることを発表し、加盟
国に対して、国内アスベスト除去戦略を準備するよ
う求めた。また、アスベストに起因する疾病の診断・
治療を改善するための措置や、アスベスト廃棄物
のより安全な管理のための措置の導入も見込んで
いる。最後に、加盟国がこれらすべての措置を実
行するのを支援するために、加盟国に対する大規
模な資金援助も提案した。

現在、共同立法者によって検討中で、間もなく具
体化するはずの労働におけるアスベスト指令の見
直しを除けば、他のすべてはいまのところ発表にす
ぎず、実際にどのようなものが出てくるかは未知数
である。いずれにせよ、現在及び将来にわたって、
曝露するすべての人 （々労働者、居住者、建物の
利用者）と環境を保護するために、EU内のすべて
のアスベストを安全に除去・廃棄するための、この
包括的なEUレベルのアプローチを実施すべき時
が来ている。この戦略は、アスベストに関連するす
べての疾病の認定・補償、及び、問題の範囲の評
価、関連費用、それらの費用を負担する者の詳細、
適切な公的財政支援、詳細な実施スケジュールを
含んだ、国内アスベスト除去計画の法的枠組みの
確立を中心に据えるべきである。

EUは、アスベストの時限爆弾を一挙に鎮火させ
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るチャンスを手にしている。いまこのチャンスをつか
み、グリーンディール、リノベーションウェーブ、そして
欧州復興計画（次世代EU）がもたらす潜在的な
相乗効果を利用しなければ、アスベストの致死的

な遺産が次世代に引き継がれることになる
だろう。
※https://www.etui.org/publications/time-

act-asbestos

護も受けなかった。地元の病院の肺の専門医は	
彼らの石綿肺を診断した。当時、他の諸国、とりわ
けフランス及びイギリスと同様に、アスベストのリスク
が明らかになったのは、労働者が関連疾患に直面
したときだけだった。イギリスでは1931年、フランス
では1945年、その後ベルギーでは1953年に石綿肺
はすでに職業病として認識されていたのであるか
ら、このような状況だったのは、リスク防止と労働者
の健康監視に責任を負う当局の怠慢によるとしか
言いようがない。

長く続いた失敗

製造業がアスベストを使いはじめた19世紀末に
は、警告の兆候はすでに明らかだった。イギリスで
は、アデレード・アンダーソンが繊維工場の監督官
に任命され、そのなかには労働者の大半が女性で
あるアスベスト紡織工場も含まれていた。1898年付
けの報告書のなかで、彼女は、「粉じんの有害な影
響に関する広範な証拠がある［…］。顕微鏡で調
べると、鉱石から出る粉じんはガラスのように鋭くギ
ザギザしている。微量であっても、その影響は	有
害であることが証明されている」と書いた。

彼女の最初の観察にもかかわらず、アスベストの
使用は増え続けた。アスベストはあらゆる用途に使
える「魔法の鉱物」となった。アスベストは継続的
な産業革命の一翼を担い、その後、2つの世界大戦
（兵器、軍艦、軍用機、ガスマスクを含む）、そして
戦後の復興事業で大規模に使用された。アスベス
トセメントは、使いやすく、安価で、収益性の高い素
材であった。

アスベスト製造業：嘘の産業
マリー＝アンヌ・メンゲオ（ジャーナリスト）,	HesaMag,	Spring	2023

アスベスト製造業者は、以前からその危険性を

認識していたが、真実を隠すためにあらゆる努力

をしていた。しかし、時が経つにつれ、こうしたリスク

は、とりわけ関連する病気や死に直面した人々に

とってあまりにも明白になってきた。多くの被害者

がアスベストの全面禁止を勝ち取るために闘って

きたが、他の多くの被害者にとっては、正義を求め

る闘いはいまも続いている。

1977年、ベルギーのサンブル河畔にある小さな
町オーヴェレで、アスベストの織物工場が債務超過
に陥った。その結果、従業員たちは職を失った－し
かし、アスベストはすでに彼らをしっかりとつかんで
いた。カロミラ・スツと炭鉱労働者であった彼女の夫
は、ともにギリシャ人である。彼女は、フォートル・エ・
アミアンテ・ドーヴェレ工場で10年間働き、そのうち5
年間はアスベストを紡いでいた。工場が閉鎖された
とき彼女は40歳で、すでに	アスベストによる肺線維
症の一種であり、炭鉱労働者を苦しめる珪肺症に
似た、石綿肺に罹患していた。カロミラは、ベルギー
職業病基金（FMP）のもとで、82％の障害手当を受
ける資格を得た。彼女の同僚たちと同じように、彼
女はアスベストが猛毒だとは知らなかった。
－	毎晩毎晩、疲れているように感じながら家に帰っ

た。実際に疲れていた。すぐにベッドに入った。
時には、何も食べずにまずベッドに入ろうとしたこと
もあった。とても疲れていたからだ。本当に具合
が悪かった。でも、その理由がわからなかった。

－	ほこりのせいだとは思わなかったんですか？
－	いや、まったく思いつかなかった。

オーヴェレ工場の労働者たちは、何の情報も保

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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組織的な沈黙と激しいロビー活動

アスベスト業界は、アスベスト使用がもたらす危
険性を隠蔽することで、そのビジネスを守ろうと精力
的に努力した。1930年代後半、アスベスト製造のトッ
プ企業であったジョンズ・マンヴィル・コーポレーショ
ンがアメリカで裁判を起こされたとき、同社は労働
者の肺疾患診断に異議を唱え、アスベストの免責
を視野に入れた調査を依頼した。その結果は、同
社が期待していたものではなかった。アスベストは
実験動物で発がん性が確認された。しかし、契約
した科学者たちとの共犯関係において、結果は公
表されず、あるいは発がんに関するすべての言及
が削除された。20年以上もの間、アスベスト産業は、
アスベストを扱う労働者のがんリスクに関する情報
のほとんどをもみ消した。
しかし、1964年春、ニューヨークで開催されたア

スベストの生物学的影響に関する最初の国際会
議で、アーヴィング・セリコフ博士が、保温工組合の
メンバーに対して実施したモニタリング活動のデー
タを発表した。半数ががんで－肺がんだけでなく、
アスベスト曝露の指標となる胸膜のがんである中
皮腫でも－死亡していた。

潮目が変わったと感じたアスベスト製造の多国
籍企業（ジョンズ・マンビル・コーポレーション、イギリ
スのケープ・アスベスト社とターナー＆ニューオール
社、ベルギー・スイスのエタニット社）は手を組んで、
プロパガンダを広める強力な手段であるアスベス
ト国際協会（AIA）を設立した。アスベストの主要
使用国では、各国の衛星協会が協調して、同じロ
ビー活動戦略を展開した。ベルギーでは、ベネルク
ス・アスベスト情報委員会（CIAB）が、「公的機関、
科学界、労働組合、使用者・消費者団体と緊密か
つ継続的に」協力していると豪語した。フランスで
は、主なロビー活動組織は、製造業者と並んで、医
師、科学者、労働組合活動家や公務員を勢ぞろ
いさせた、アスベスト産業が資金提供する非公式
な委員会である、アスベスト常設委員会（CPA）で
あった。2005年にフランス上院がまとめた報告書
によれば、「CPAは、アスベストへの曝露のリスクの
重大さを首尾よく否定するとともに、その結果、フラ

ンスにおけるアスベスト禁止を可能な限り後退させ
た」。

製造業者は最終的に、より危険とされた青石綿
（クロシドライト）の使用を中止することに同意した
ものの、プロパガンダを白石綿（またはクリソタイル、
アスベスト生産の90％を占めていた）の擁護に特化
させるためにそうしたのだった。彼らは、「アスベス
トの管理使用」理論を開発した。業界によれば、粉
じんレベルを下げ、監視することで、アスベスト関連
疾患はなくなるだろう。しかし、1977年当時、国際が
ん研究機関（IARC）は、すべての種類のアスベス
トを発がん物質として分類するとともに、それ以下
であればがんリスクが増加しないという、アスベスト
への曝露レベルを決定することは不可能だと感じ
ていた。フランス上院の報告書によれば、この分野
のフランス政府関係者は、アスベスト・ロビーによっ
て「麻酔をかけられ」ており、また、この公的機関
の一部に対する麻酔はフランスに限ったことではな
かった。欧州で最初に制定されたアスベストに関す
る法律は、産業界の干渉を象徴するものであり、粉
じん蓄積基準は甘く、しばしば誤って適用された。
1980年代初頭、危険な製品の表示に慣例的に使
用されているマークであるドクロと十字のマークの
表示義務の可能性を回避するため、産業界は先
手を打って、独自のラベル表示を行うことに成功し
たが、これは病気やがんに関する言及を意図的に
排除したものであった。

当時、中皮腫やがんの症例登録を行っている国
はほとんどなかった。そして、記録されていないもの
は見ることができなかった。統計データの欠如は、
アスベストにって引き起こされた被害の実態を隠蔽
することに貢献した。

被害者の声

アスベストがんが体内に潜伏し、最初の曝露か
ら数十年たってから顕在化するという事実も、メー
カーの思惑にかなっていた。1980年代初頭によう
やく真実が明らかになった。イギリスでは、アリス・
ジェファーソンがテレビのドキュメンタリー番組で自
らの試練を赤裸 に々語った。47歳のアリスは、中皮
腫を発症して、いまや瀕死の状態だった。弱冠17
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歳のときに彼女は、ケープ・アスベスト工場で9か月
間働いた。このドキュメンタリーはイギリスで大きな
話題となり、イギリス議会は中皮腫の問題を取り上
げざるを得なくなった。

アスベスト・ロビーに対抗するために示された回
復力は、関連する仕事、市場や政策によって、国に
よって異なっていた。例えば、1970年代初頭にまで
さかのぼって、デンマークはアスベストの使用を削
減し、その後、アスベストセメントの製造を除いて完
全に禁止した。この例外は、オルボーにあるエタニッ
ト工場の労働者に関する調査結果の発表を受け
て、1986年に最終的に廃止された。元従業員の
カール・ミューラーは、証言のなかで憤りを隠そうと
しなかった。
－	カール、あなたは何時間も、何日も、一言も発しな

いって奥さんは言っている。そうなのか？
－	はい、そうです。
－	どうしてですか？
－	わからない、説明できない。
－	説明できない？
－	自分に腹が立つんだ、どうしようもない。
－	自分を責めるのか？
－	そうだ。
－	それはフェアだと思う？
－	そうではないかもしれない、なんとも言えない。
－	誰が悪いかわかる？
－	はい、でも彼らは手を挙げようとしません。それ

がこの気の毒な話の悲しいところだ。もし彼らが、
「よし、ミスを犯した。それを正したい」［と言え
ば］。…健康は取り戻せなかいだろうが、私たち
の心を休ませることができたと言えるかもしれな
い。

－	自分自身に対する怒りが薄れただろうと？
－	そうだ。
－	もし工場が認めてくれていたら…
－	はい、もし彼らが「われわれは間違ったことをし

た。手を挙げる」［と言ってくれていたら］…でも
違う。それどころか	まるで私たちが悪いかのよう
だ！
1986年、ベルギーとスイスのグループであるエタ

ニットが、北イタリアのカサーレ・モンフェッラートの工

場を閉鎖した。トリノ大学の研究者たちは、工場労
働者の呼吸器がんによる死亡率の過剰と、町の住
民に中皮腫の患者数が異常に多いことを明らかに
した。地元の労働組合は、すべての被害者を代表
して闘うことを決めた。当時、地元の労働組合代
表であったブルーノ・ペッシェは、「われわれは正義
を求めるが、これは同時に、イタリアだけでなく世界
のすべての国で、アスベストの加工と使用を止めな
ければならないことをすべての人、とくに当局に知
らせるための公益の闘いでもあるのです。われわ
れはアスベストの全面禁止を望んでいる」と宣言し
た。

キャンペーンと裁判

カサーレの市民が闘ったキャンペーンの結果	イタ
リアは1992年にアスベストを禁止した。そして1995年、
フランス最大の科学大学であるパリ大学ジュシュー
キャンパスにおけるアスベストの発見によって生み出
されたスキャンダルが、フランスの世論を揺るがした。
アンリ・ペゼラ教授はそこで、アスベストフロック加工の
劣化によって発生した汚染問題の暴露に20年を費
やした。ペゼラと同僚らによって確立された運動の
影響はフランス全土に及び、1996年のアスベスト禁
止、2000年のアスベスト被害者補償基金（FIVA）
の設立、重大な過失を根拠とする大量訴訟全体に
つながった。フランスでは、使用者がアスベストの危
険性を認識していた、または最新の科学的知見か
ら知っていたはずであったにもかかわらず、その従
業員を保護するのを怠り、重大な過失を起こしたと
認められる場合には、従業員が使用者を訴追する
ことができる。フランスで数千件の重大な過失によ
る訴訟が社会保障裁判所で使用者を相手取って
提起され、その結果、被害者やその扶養家族は、
社会保障給付に加えて補償金を得ることができる
ようになった。

同じ1995年、ベルギーは、欧州委員会の本部で
あるブリュッセルのベルレーモンのアスベスト除去に
関するスキャンダルに揺れた。ベルギーの世論はよ
うやく、アスベストが有害物質であることを理解し、
アスベストの危険性が工場の門の前だけでは終わ
らないということに気づいたのである。1998年、ア

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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スベストの大半の使用が禁止された。その2年後、
フランソワーズ・ヨンケーレという勇敢な中皮腫患者
が、多国籍企業のエタニット社を裁判に訴えた。ブ
リュッセル近郊のカペレ・オプ・テン・ボスにあるエタ
ニットの工場で管理職を務めていた彼女の夫は、
数年早く中皮腫で亡くなっていた。フランソワーズ
は工場で働いたことはなかったが、家族の家はそ
の近くにあった。息子たちの肺もアスベストでいっ
ぱいだと知って、フランソワーズは憤慨し、沈黙と引
き換えに会社から提示された金銭的な取り引きを
断った。「ノーと言った。そんなものはいらない。い
つだったか誰かが、私は森全体を隠している木だ
と言ったけど、本当にそのとおりだ。だからいま何も
言わずに傍観しているわけにはいかない…」。フラ
ンソワーズの死後、彼女の家族は、ベルギー・アスベ
スト被害者協会を設立して、彼女がはじめた訴訟
を続けることになる。同協会の要求のひとつは、職
業及び非職業（環境）被害者の双方に補償を行う
ことを目的としたアスベスト基金が設立された2007
年に満たされた。

フランソワーズが起こした訴訟は、民事責任訴訟
だった。イタリア、より具体的にはカサーレ・モンフェッ
ラートでは、被害者協会が辛抱強く刑事訴追を求
めてキャンペーンを行った。被害者の一人の妻が
証言しているように、「この状況の不自然さは、働け
るためには、同時に病気にかかるリスクを負わなけ
ればならなかったことだ。それは、近代国家、法の
支配に基づく国家、社会的国家が許すことのでき
ない、恐ろしい見通しであり、私たちは皆、それに対
して立ち上がるべきなのだ。そしてまた、ここカサー
レで、被害者の家族である私たちが闘わなければ
和ならない」。「最大のアスベスト裁判」と呼ばれた
この裁判は、2012年2月、カサーレのエタニット工場
の元取締役2人、スイス人のステファン・シュミットハ
イニーとベルギー人のルイ・ド・カルティエ・ド・マル
キエンヌに16年の懲役が宣告されて、幕を閉じた。
しかし2014年11月、これらの有罪判決は、時効を理
由に最高裁判所によって覆された。その他の訴訟
がまだ係争中である。

2017年、フランソワーズ・ヨンケーレが起こした民
事訴訟において、裁判所は最終的にエタニットを有

罪とした。ブリュッセル控訴裁判所は一審判決を支
持し、「製造業者は少なくとも1960年代初頭からア
スベストの危険性を認識していたが、彼らは積極的
にアスベストの健康リスクを隠蔽しようとした」。しか
し、この象徴的な勝利、残念ながら悲劇の終わりを
告げるものではなかった。

終わりのない物語

欧州連合（EU）では2005年にアスベストの使用
が禁止されたにもかかわらず、アスベストは毎年多
くの被害者を出し続けており、2019年のアスベスト
による死亡者数は9万人を超え、死者数はまだピー
クに達していない。

フランソワーズ・ヨンケーレの5人の息子たちのう
ち、2人は中皮腫のために、いずれも42歳で死亡し
た。ベルギー・アスベスト被害者協会会長である三
男のエリックも、2021年に同じ病気で倒れた。ベル
ギーでは、被害者がアスベスト基金から示された
補償を受け入れることを選択した場合、会社の「故
意の違法行為」を立証しない限り、被害者は裁判
所に訴えることができない。2022年、	エリック・ヨンク
ヒールと彼の弁護士は、エタニットを相手取って新
たな訴訟を起こした［エリック・ヨンクヒールの裁判の
最新情報については2023年12月号参照］。彼らは、
彼の曝露とその後の病気に至った状況が故意の
違法行為に分類されうることを証明することに絶対
の決意を固めている。エタニットに対する故意の不
法行為判決は、職業性疾病の被害者となり、同じ
規則の適用を受けていたすべての労働者の勝利
でもある。

フランスでも闘いは続いている。約1,800人の被
害者とその家族が、最初の告発がなされてから約
26年、アスベスト常設委員会（CPA）を代表して行
動し、虚偽の情報を流してフランスでのアスベスト
禁止を遅らせたとして告発された－管理職、上級
公務員、実業家及び医師－14人に対する刑事裁
判の開始を待ち続けている。これらの被害者にとっ
て、正義はいまだ実現されていない。果たし
てできるだろうか？
※https://www.etui.org/publications/time-

act-asbestos
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アスベスト禁止をめぐる世界の動き

1994年にオランダでアスベストの使用・販売禁止
が施行された後、オランダ労働条件法令には、1立
法メートル当たり1万繊維（繊維/m3）という限界値
が盛り込まれた。この法令には、職業リスクに対抗
し、可能な限り安全で健康的な労働環境をつくりだ
すために、すべての使用者及び労働者が従わな
ければならない規則が盛り込まれている。国内の
OELが1万本繊維/m3であっても、オランダは欧州
のトップランナーだった。ほとんどの国は、（10倍高
い）欧州基準である10万繊維/m3に固執したし、い
まもしている。［2023年12月号に改正省令］

曝露限界値をめぐる論争

4年ごとに、国会議員に助言する独立した科学
審議会であるオランダの保健評議会は、どの有害
物質をより厳密に調査する必要があるか、また、現
行のOELsが曝露と健康影響の観点からまだ十分
に保護的であるかどうかを検討している。2010年
にアスベストに再びスポットライトが当てられた。同
評議会は、アスベストの健康リスクが予想以上に深
刻であり、1万本繊維/m3という限界値がもはや適
切ではないことを見出した。その結果、保健審議会
は、閾値を、クリソタイルアスベストについて1万本繊
維/m3から2,000繊維/m3に、アンフィボル［角閃石
系］アスベストについて420繊維/m3に引き下げるよ
う勧告した。

しかし、紙の上で曝露レベルを下げたからと言っ
て、自動的により安全な労働条件をつくりだしたり、リ
スクを低減するわけではない。曝露の引き下げは、
職場で達成可能である必要があり、OELは技術的
に測定可能である必要がある。オランダ応用科学
研究機構TNOの事業開発マネージャーであるジョ

なぜオランダは欧州でもっとも低いアスベスト
職業曝露限界値をもっているのか？
ペン・ホイツ（ジャーナリスト）,	HesaMag,	Spring	2023

1994年の禁止以来、オランダは、発がん性物質

として知られるアスベストについて、欧州における

基準になっている低い職業暴露限界値（OEL）を設

定した。2017年、同国はOELをさらに引き下げ、1立

方メートル当たり2,000本とした。現行の欧州基準

である1立方メートル当たり10万繊維、さらには欧州

委員会の最新の提案である1万本への引き下げと

比べても、オランダは際立っている。労働組合、使

用者と国家機関が一体となって、いかにしてこの大

幅な引き下げを達成したのか、そしてそれは実際

に機能しているのか？

オランダ労働組合連盟（FNV）政策顧問のヴィ
ム・ヴァン・ヴェーレン［Wim	van	Veelen］は、アス
ベスト繊維への職業曝露に関して、オランダが欧州
でもっとも低いOELをもっている理由を説明するの
に苦労しない。「イギリスと並んで、オランダは欧州
で最大のアスベストの山の上に座っている、と彼は
説明する。いまだに毎年800人以上が、アスベスト
への曝露の結果として、中皮腫で亡くなっている。
1994年にアスベストが禁止される前、われわれはい
たるところでアスベストを使用していた。

優れていて安いだけでなく、断熱・耐火材として
耐久性もあった。屋根、扉、階段、壁、天井、設備、
ブレーキライニングや輸送にも使われた。アスベス
トが使われていなかったのは何だろう？また、われ
われはアスベストが職場におけるもっとも危険な殺
人者であることを知っているため、労働者が曝露す
る可能性のある繊維の数を大幅に低減し、かつ可
能な限り安全に作業できるよう、できることはすべて
行ってきた。いかなる場合でも、職場における発が
ん物質への曝露に関して、オランダは一般的に厳
しい」。
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ディ・シンケル［Jody	Schinkel］は、このことを熟知
している。彼はTNOでアスベストの件を担当してい
る。社会問題・雇用省から、提案された閾値の引き
下げが達成可能なものかどうか調査するよう依頼
されたTNOは、アスベスト除去業者から収集した
800件の個人曝露測定を評価した。「われわれは、
アスベスト除去中の曝露レベルを調べた。どのよう
な安全対策と個人用呼吸保護具が使用できるか、
また、OELが測定可能かどうかを検討した。調査
中、クリソタイル（2種類の繊維について勧告された
閾値－2,000繊維）とアンフィボル（420繊維）が達成
可能かどうか探求した。われわれは、これが初めて
の種類の例であると気づいた。しかし、アンフィボル
の場合、既存の方法を使ったのでは、大気中の繊
維濃度を420繊維/m3に引き下げることは技術的
に不可能だった。しかも、そのような低濃度は、利
用可能な分析技術ではほとんど測定可能でない。
TNOの調査結果は、同国の国会議員のための重
要な助言機関であるオランダの社会経済評議会
が設置した『職場における物質の職業曝露限界
値委員会』において、使用者と労働者によって議
論された。2014年に社会パートナーは、クリソタイル
アスベストのOELを2,000繊維/m3に引き下げるこ
とに合意したが、アンフィボルアスベストの限界値に
ついては使用者代表と労働者代表が合意できな
かったために、FNVの意向に反して、数年間1万繊
維のままだった。」

3年後、労使はついにアンフィボルアスベストの
OELの引き下げについて合意し、賛成する勧告が
大臣に提出されて、法律に規定された。オランダ最
大の労働組合FNVの代表として長年この委員会
に参加してきたヴィム・ヴァン・ヴェーレン［Wim	van	
Veelen］は、「引き下げた限界値の導入について
は少しもめた」と言う。「使用者はもちろん、閉鎖や
他国への移転を余儀なくされるかもしれないと激し
く文句を言った。そして、われわれは労働者として、
安全で健康的な職場の重要性を強調した。結局
のところ、われわれは、あまりにも多くの労働者の命
を奪ってきた、このもっとも発がん性の高い物質に
ついて話しているのである。オランダでは、使用者
はこのことを十分認識しているが、必ずしもそれに

従って行動しているわけではない」。
2017年、すべての種類のアスベストについて

2,000繊維/m3という法定値が導入された。この曝
露レベルでは、曝露労働者における中皮腫または
肺がんを発症する残余リスクは十分に低く、許容で
きると考えられた。

欧州基準

欧州では、アスベストについての国内OELが国
によって異なっている。多くの国が、10万繊維/m3

という欧州基準を適用しているが、欧州委員会は、
フランスやドイツなどの国内の基準に合わせて、1
万繊維/m3に引き下げることを望んでいる。欧州の
労働組合は、1,000繊維/m3を目標としている。曝
露労働者がアスベスト関連がんを発症する残余リ
スクは、1,000繊維/m3のOELのほうが1万繊維/m3

のOELよりも10倍低い。
TNOの結論のひとつは、調和化された欧州のア

プローチが公平な競争の場に貢献するということ
である。測定・分析方法の統一もこの一環である。
TNOの意見は純粋に科学的なものであり、政策や
保健上の助言とは無関係であることを強調するシ
ンケル［Schinkel］は、「繊維を測定・計測するのに
欧州で全員が同じアプローチを採用できればいい
ことだろう」と言う。「現在は国によって様 な々方法
が適用され、様 な々結果を生み出している。アスベ
ストの除去は、どこでも同じ条件下で、同じ安全な
方法で実施されるべきである。オランダは、2,000繊
維/m3を採用して、前向きな一歩を踏み出しており、
それは実際に達成可能なものである」。
「もっとも進んだ技術のおかげで、本当に危険な

物質への低曝露が規範になっている国の実例に、
欧州が従わないなど本当にどうかしている。これは
労働者の健康利益につながることだ。欧州全体の
曝露限界値が低ければ低いほど、職場はより安全
になる」と、FNVのヴィム・ヴァン・ヴェーレン［Wim	
van	Veelen］は言い、国によって異なっている現状
は、アスベストに曝露するリスクがどの国でも同じで
あるという事実に反していると怒る。「ブルガリアや
ルーマニアの労働者は、オランダの労働者よりも大
きなリスクを負わなければならないのか？欧州は、す
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べての労働者が同じ保護を期待できるはずではな
いのか？」。

ヴァン・ヴェーレン［van	Veelen］は、測定方法の
違いが悪用されているために、欧州の議論は正直
に行われていないと感じている。「他の諸国は、より
細い繊維の種類を測定しているために、結果が異
なる。これを根拠に、欧州委員会は、提案している
1万本繊維/m3はオランダの2,000繊維/m3と少し似
ていると主張している。これは公正な比較ではな
い。欧州の加盟国が異なる測定方法と計測ルール
を用いることは許されるべきではない。何を測定す
るのか、そのためにどのような危機を使用するのか
を厳密に決定する必要がある。それが基本だ。オ
ランダがこれほど大量のアスベストをより厳しい基
準で除去することができるのであれば、他の国も必
ずできるはずだ。われわれは、これについてよいア
プローチをもっている。使用者と労働者は、この曝
露限界値について合意している。だからこそ、われ
われは、必要なアスベスト除去プロジェクトの間、労
働者の保護に投資しているのである」。

厳しい執行

限界値を引き下げるのは、労働者の曝露が減る
ことを期待してのことであると、TNOのジョディ・シン
ケル［Jody	Schinkel］は語る。「しかし、基準を満
たすために使用者はなお新たな措置を遵守しなけ
ればならず、それが監視される必要がある。責任
は使用者と労働者にある。危険性を認識している

ことが重要である。たんに規則を執行するだけで
は十分ではない」。FNVのヴィム・ヴァン・ヴェーレン

［Wim	van	Veelen］は、オランダにおける過去の
アスベスト除去業者の世界を、多くのカウボーイの
いる濁った世界だったと語る。彼によれば、除去に
関する厳しい規則が、現在より多くの除去業者が
規則に従うことを確保するようになり、その結果、作
業中の労働者の保護が強化されたという。

アスベストを除去とする企業は認証を受けなけ
ればならず、認証機関は年数回訪問して、要求事
項を満たしているかどうかチェックする。さらに、社
会問題・雇用省の一部である、オランダ労働局が、
オランダ労働条件法の遵守を監督している。アス
ベストが適切に除去されていないと疑う監督官は、
アスベストを専門とする監督官に連絡する。さらに、
環境庁（州と自治体の協力）の約100人の監督官
が、公衆及び環境に対するリスクという観点から、ア
スベスト除去プロジェクトを監督している。「環境庁
や認証機関によるこの広範な監督は、チェックが集
中的であることを意味している。われわれは互いに
補完し合っている」と、オランダ労働局のアスベスト・
プログラム・マネージャーであるルイーズ・ホンテレス
［Louise	Hontelez］は話す。チェックされたアスベ
スト除去企業のおよそ3分の1が不適合と判明して
いる。しかし、罰則は厳しく、罰金を科すこと
から操業停止や廃業を命じることまである。
※https://www.etui.org/publications/time-

act-asbestos

現在、この種の除去プログラムとしては世界唯一の
ものである。プログラムは2002年から実施されてい
る。ポーランドは、ポーランドに残っているACMをす
べて特定し、除去を促進するための様 な々戦略を
検討するために多大な投資を行ってきた。これに
は補助金も含まれるが、より広範で、教育、訓練、情

既存アスベストに対するポーランドの対応
2016.10　豪アスベスト安全・根絶機関（ASEA）報告書から

政府の対応：国家除去プログラム

経済開発省は、ポーランドにおけるアスベスト除
去プログラム（2009～2032年）を管理している。こ
のプログラムは、ポーランドからすべてのアスベスト
含有物質（ACM）を除去することを目的としており、
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報、ACMに関するデータ収集も含まれる。
プログラムの目的は以下のとおりである。

1）	 アスベスト含有製品の除去及び廃棄
2）	 ポーランドにおけるアスベストの存在によって引
き起こされる健康への否定的影響の最小化

3）	 環境に対するアスベストの否定的影響の根絶

プログラムの歴史

プログラムは、2002年5月14日に閣僚会議によっ
て初めて開始された（「ポーランドで使用されるアス
ベスト及びアスベスト含有製品の廃棄のためのプ
ログラム」と名づけられた）。2010年に、最初の5年
間を評価した結果、進展はあるものの遅く、プログラ
ムが2032年までにアスベスト全廃という目標に到達
する見込みがないことが判明したため、プログラム
は拡大された。2002年から2008年の間に、約100
万トンのACMが除去されたと推定されている。こ
れは、年間約0.14トンに相当する。このペースが維
持されるとすれば、残る1,450万トンはさらに100年
かかることになる。この割合が変わらず維持される
と予測するのはフェアではない（どんな建物でも古
くなれば交換される可能性が高くなる）が、それで
もこのプログラムが目標達成の軌道に乗っていな
かったことを物語っている。

プログラムの運営と協力

ポーランドのアスベスト除去プログラムは現在、
2009年7月14日の閣僚理事会決議第122/2009号
に基づき運営されており、2010年3月15日の閣僚理
事会決議第39/2010号により改正された。プログラ
ムは、経済開発省のチーフコーディネーターが主導
し、プログラム審議会が支援している。プログラム
は経済開発省を通じて運営されているが、環境政
策との強い結びつきがある。これには、アスベストが
もたらす環境リスクを低減する必要性を強調する
国家環境政策との関連も含まれる。効果的な管理
により、ポーランド政府の環境影響評価では、同プロ
グラムが環境に与える影響は限定的であるとされ
ている。

プログラム審議会は、経済開発大臣の諮問機関
である。全地方政府の代表のほか、企業、環境及

び労働者の代表で構成される。経済開発省は、プ
ログラムの実施に役割または影響をもつすべての
代表団体をまとめるために、プログラム審議会を活
用利用している。審議会を構成する人数は、以下
に要約するように、かなりの数にのぼる。
1）	 審議会会長
2）	 チーフコーディネーター
3）	 経済開発大臣の代表
4）	 以下によって指名された委員（各1名）
a.	財政、環境、保健、行政、地域開発、農業、国

防、建設・空間・住宅管理担当大臣
b.	県の長
c.	主任労働監督官
d.	建築管理総監
e.	主任環境保護監督官
f.	主任衛生監督官
g.	環境保護・水管理国家基金総裁
h.	Bank	Ochrony	Srodowiska	S.A.総裁

5）	 法令に記載された活動が危険なアスベスト含
有廃棄物の管理に関連する非政府組織を代表
する経済開発大臣によって指名されたメンバー

（2名まで）
6）	 この分野で学術的に多大な功績のある専門
家として経済開発大臣によって指名された委員
責任の共有
プログラムに対する責任は、全てのレベルの政府

によって共有される。前述のとおり、経済開発省が
中心的な機関であるが、アスベスト汚染問題の管
理は、すべての政府レベル間のパートナーシップで
達成されなければならない。とくに、地域の主導権
を握る自治体（ポーランド語では県と市町村）に重
点を置くことが重要である。アスベストを把握及び
除去するために地方の住宅所有者を支援するた
めには、地元自治体の役割が不可欠であることは、
筆者が会合に参加した際にも強く印象に残った。

プログラムの指導のもと、県は、プログラムに関
連する自治体における以下のような活動に責任を
負っている。
・	立法活動
・	教育と情報提供
・	公共建築物及びアスベスト製造施設跡地からの
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・	電子空間情報/追跡によるプログラム実施の監

視
・	曝露評価及び健康評価

目視評価とオンライン棚卸し

除去計画の中心は、ポーランドに残存するすべ
てのアスベストの全国登録の作成である。これは、
目視による評価からはじまり、情報は全国データ
ベースに登録される。責任の連鎖は、建物所有者
からはじまり、所有者はアスベストを自治体に報告
する責任がある。これには、住宅、商業及び政府の
建物が含まれる。これを行うためのツールは、使い
やすさを考慮し、非常にシンプルである。テンプレー
トは、環境省の規則24及び25（2012年12月20日）
に定められている。報告は義務であるが、ACMを
報告しなくても罰則はない。個人にとっての直接的
なメリットは、除去のための補助金を受けるために
は、アスベストを自治体に登録しなければならないと
いうことだけである。多くの場合、自治体は、物件の
目視検査を行う臨時職員を雇用することで、地域
の登録簿を作成している。これはクラクフのような大
きな地域で行われており、2か月にわたって18人が
検査を行っていた。

ポーランドにおけるACMの使用

ポーランド政府はアスベストの採掘活動は行って
いなかった。使用されたアスベストの大半は、アス
ベストセメントを製造するためにロシアから輸入さ
れたクリソタイルアスベストであった。その主な用途
はアスベスト屋根材で、現在、ポーランドのアスベス
トの90％はアスベスト屋根材であると認められてい
る。このため、除去プログラムのモニタリングとマッ
ピングは、一般的にアスベスト屋根にのみ適用され
る。例えば、アスベストのマッピングに関するガイダン
スと法律では、住宅所有者は自分の地所にあるす
べてのACMを県に通知することが義務付けられ
ているが、実際には、ポーランドではACMの他の用
途はほとんど知られていなかったため、これはアス
ベスト屋根材のみである。

現地調査と報告から、経済開発省は、ポーランド

に残存するアスベストの全国登録簿を作成した。こ
の登録はGISソフトウェアを用いて行われ、ウェブサ
イトBaza	Azbestowa（http://www.bazaazbesto
wa.gov.pl/）を通じて更新されている。このウェブサ
イトでは、ACMの調査が行われた物件の数、アス
ベストの残存量が確認できる。ACMが除去された
物件も地図上で確認できる。

このような詳細な棚卸し［stocktaking］により、
ポーランド政府は、2032年全廃目標達成に向けた
状況や、廃棄物処理ニーズを満たすために必要な
埋立地の量を監視することができる。2016年1月現
在、ACM廃棄物を受け入れている埋立地は36か
所で、2か所が計画中、12か所が拡張中である。

資金調達

2009年から2032年までの間に、プログラムにかか
る総費用は404億PLN［訳注：1PLN（ポーランドズ
ウォティ）は約37円］になると見積もられている。こ
の見積もりは、不動産所有者であり、除去を促進す
るための市民への補助金供給者でもある政府の
費用と、民間の建物・不動産所有者の費用を合わ
せたものである。

この試算の内訳は、2009～2032年ポーランドアス
ベスト除去プログラムに次のように記載されている。
・	ACMの除去、輸送、処分の総費用：400億PLN
・	ACM廃棄物用の埋立地56カ所の建設費用：2

億6000万PLN
・	プログラムを支援するために割り当てられた国家

予算からの財源：5,320万PLN
・	自治体からの財源：4,000万PLN

ポーランド政府はプログラムに対して補助金を支
給しているが、この資金で除去、廃棄及び交換に
かかる総費用を賄うことはできない。一般的な試算
では、アスベスト屋根の除去・交換にかかる建物所
有者の出費の80％は交換費用である。利用可能
な資金援助は、除去と廃棄にのみ使用できる。この
うち、どこからどのように資金援助を受けるかにもよ
るが、政府拠出金は除去・廃棄費用の平均50％を
カバーし、低所得世帯の場合には100％までカバー
する。除去作業に対する財政支援は、主に国家環
境保護・水基金（NFEPWM）及び県環境保護・

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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水管理基金（VFEPWM）から得ている。
ポーランド政府がこのアプローチをとる理由	

ポーランド政府がこの分野に大きく関与している
理由は、筆者が話をした人々の間で一様に一致
しているわけではなかった。というのも、プログラム
は2002年から実施されているため、その権限と正
当性が必要なものとして確立されて久しいからで
ある。ACMは公衆衛生上の危険であり、除去す
る必要がある。誰もがよいことだと同意し、他の国
も同様のプログラムを実施すべきだとコメントした。
ARDの発生率が高く、建築環境におけるアスベス
トの使用がより広範囲に及んでいる国 を々含め、他
の国々がこのような積極的な役割を担っていないに
もかかわらず、なぜ政府はこのような積極的な役割
を担っているのかと質問したところ－主に2つの答
えが示唆された。
・	旧共産主義国であったポーランドでは、アスベス
ト製品は政府工場で生産されていた。このこと
は、ポーランド政府に直接的な責任を負わせ、残
存するACMを浄化するための集団的責任に対
する理解を広めることにつながると考えられる。	
・	 アスベストは公衆衛生問題である。アスベスト
が老朽化すると、建物所有者だけでなく、一般住
民も危険にさらされ、土地を汚染する可能性が
ある。つまり、すべての人の健康を守るためには、
政府が介入しなければならない。それが政府の
責任である。
どちらの示唆も、アスベストリスクと是正は共有さ

れた責任であるという、ポーランドにおける一般的な
コンセンサスを支持するものである。

訓練と情報：様々な専門家グループが
ACMリスクを理解する必要がある

中央鉱業研究所（ポーランド語：Glowny	Insty-
tut	Gornictwa、略称：GIG）は、ポーランド政府か
ら資金提供を受けている独立した科学的研究開
発機関であり、企業、政府、国際パートナーと協力し
て活動している。その幅広い研究プログラムには、
廃棄物管理、リサイクル、エネルギー監査、水管理、
環境モニタリング、産業安全などが含まれる。産業
安全が含まれる。アスベストに関しては、ポーランド

の規制とガイドラインに基づき、ACMの安全な取り
扱いのための学習活動を提供する教育プログラム
を実施している。

GIGの訓練プログラムは2003年以来実施されて
おり、その内容は以下のとおりである。
・	アスベストに接触する労働者を対象とした訓練
（2003～2016年）

・	ARDの健康リスクと診断に関する医師及び医
療専門家向け訓練（2008～2010年）

・	国家公務員、衛生監督官、労働監督官、警察
官、消防士、税関職員に対するアスベストに関す
る訓練

・	アスベストに関する裁判官、検察官、裁判所査
定官、行政官向け訓練（2010～2012年）

・	アスベスト除去の資金調達に関する地方自治体
及び住民向け訓練（2013年）

・	アスベスト除去やメンテナンスに関連する分野で
働く可能性のある学生を対象とした訓練（2014
～2016年）
2008年にアスベスト関連の訓練を支援するため

の公的資金が増額されたため、この作業プログラ
ムは延長された。上記の研修は、安全な取り扱いと
廃棄、効果的な是正を確保するために－アスベスト
曝露の防止に役割を担う人々のネットワークを構築
する。この一連の訓練は、地方自治体及び住民、ま
た司法の代表者という2つのユニークな集団を対
象としている。地方自治体及び住民に対する訓練
では、市民が除去プログラムのもとでの責任と、重
要なこととして、法令を遵守するための財政的支援
を利用する方法を確実に知ることができる。司法
関係者向けの訓練の目的は、アスベスト及びアスベ
スト含有廃棄物に重点を置き、環境に対する犯罪
の文脈における人命への脅威の理解を含め－訴
訟事件におけるアスベスト問題を扱うための十分
な情報と認識を確保することであった。

労働者サーベイランス：アミアンタス・プログラム

ノファー労働医学研究所は、アスベスト曝露と健
康リスクに関するリファレンスセンターとアミアンタス

［Amiantus］プログラムをコーディネートしている。	
同センターは、独立した分析調査を実施し、アスベ
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近年、給付基礎日額を争点とする労災保険に係る訴
訟において、被災労働者の管理監督者性や、事業場が
被災労働者に対し支払っていた固定残業手当の有効
性が争われる事案が増加する傾向にありますが、近年
の労災保険に係る裁判例等を基に、別添のとおり、「給
付基礎日額の算定に係る参考資料集（管理監督者性
及び固定残業手当に係る裁判事例について）」を作成
しましたので、今後の給付基礎日額の算定に活用してい
ただくようお願いします。

また、調査の結果、給付基礎日額の算定に当たって疑

義が生じる場合には、監督部署に協議いただくようお願
いします。なお、本件については、労働基準局監督課と
あらかじめ協議済みであることを申し添えます。

【業務参考資料】

給付基礎日額の算定に係る参考資料集（管理監督者
及び固定残業手当に係る裁判事例について）

［目次省略］

管理監督者に係る裁判事例

1　労働基準法第41条の管理監督者該当性の判断に
ついて

2　「職務内容、責任と権限」に係る裁判例
3　「勤務態様」に係る裁判例
4　「賃金等の待遇」に係る裁判例
※管理監督者該当性の検討に当たっては、本資料集で

紹介する裁判例と併せ、東京地裁労働部に所属して
いた裁判官有志が執筆した「類型別労働関係訴訟
の実務」〔改訂版〕Ⅰ（青林書院）・Q91ないし96（248
ないし255ページ）を参照されたい。

給付基礎日額の算定に係る
参考資料集の活用について

事務連絡
令和5年3月31日

都道府県労働局長労働基準部労災補償課長殿
厚生労働省労働基準局補償課長補佐（業務担当）

給付基礎日額の算定に係る参考資料集

スト関連疾患のレベルを監視し、アスベスト製造業
でアスベストに曝露した労働者の予防的医療免除
の全国プログラムを調整している。元アスベスト工
場労働者を対象に、年に1回、任意の健康診断が
実施されている。これには、一般健康診断、胸部X
線検査、その他必要な検査が含まれる。

このプログラムは、アスベストに曝露した可能性
のある労働者の認識向上に役立っている。しかし、
曝露後の医療サーベイランスには限界があること
を認識しなければならない。例えば、定期的なX線
検査は新たなリスクを生む可能性があり、アスベス
ト関連疾患の予防を向上させるものではない。アミ
アンタス・プログラムはしかし、通常のX線検査よりも
広範である。1997年にアスベストの使用を禁止した
ポーランドの法律（1997年6月19日のアスベスト含有
製品の使用禁止）は、かつてアスベスト工場に雇用
されていた労働者が、国の負担で自由に診察・治
療を受ける権利を規定している。元アスベスト労働
者には、労働内容、アスベスト曝露の程度と期間に
関する詳細な情報が記載された健康診断書が提

供される。このプログラムの調整には、健康診断の
統一方法の実施、曝露労働者の中央登録、健康
診断結果の記録などが含まれる。

アミアンタス・プログラムの主な統計	

・	このデータベースは6,853人のアスベスト労働者
をカバーしている。

・	これまでに18,955人の健康診断が実施された。
・	診断されたアスベスト関連疾患

	 〇石綿肺：1､476人
	 〇肺がん：68人
	 〇中皮腫：40人
ARDの診断数については様々な解釈がある。

これは労働者の少ないサンプルであり、ポーランド
の全人口を代表するものではないため、他国
との比較は困難である。
※ASEA報告書「アスベストリスクに対するヨー
ロッパの対応－建築環境のアスベストから生じる
リスクを低減するための政府イニシアティブに関
する調査」の「ポーランド」部分の翻訳である。

給付基礎日額の算定に係る参考資料集
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1　労働基準法第41条の管理監督者該当性の判断につ

いて

「監督又は管理の地位にある者」（管理監督者）とは、
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労
務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意
であり、名称にとらわれず、実態に即して適切に判断す
べきものである。その際、昭和63年3月14日付け基発第
150号・婦発第47号「労働基準法関係解釈例規につい
て」（参考資料記の3（P83））や過去の裁判例等を踏ま
えると、以下の3つの判断要素を踏まえ、総合的に判断
することが適当である。

なお、多店舗展開する小売業、飲食業等に係る管理
監督者性の判断については、平成20年9月9日付け基発
第0909001号「多店舗展開する小売業、飲食業等の店
舗における管理監督者の範囲の適正化について」（以下
「平成20年通達」という。（参考資料記の3（P87））に基
づき、適切に判断する必要がある。
判断要素1　労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠

を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任

及び権限を有していること

労働条件の決定その他労務管理について、経営者と
一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて
活動せざるを得ない重要な職務内容を有し、また、経営
者から重要な責任と権限を委ねられている必要がある。

判断に当たっては、肩書の名称にとらわれることなく、
その職務内容、責任及び権限に着目する。

具体的には、「課長」、「リーダー」といった肩書があっ
ても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項
について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令
を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者と
はいえない。
判断要素2　現実の勤務態様が、労働時間等の規制に

なじまないようなものであること

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が
要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場
にある必要がある。労働時間について厳格な管理をさ
れているような場合や長時間労働を余儀なくされている
場合は、管理監督者とはいえない。
判断要素3　賃金等について、その地位にふさわしい待

遇がなされていること

管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、
賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相
応の待遇がなされていなければならない。

2　「職務内容、責任と権限」に係る裁判例

1　労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて

活動せざるを得ない重要な職務内容、責任及び権限
を有しているか否かについて、裁判例においては、採
用、解雇、人事考課及び労働時間管理や経営への参
画状況も踏まえて判断しているものが多くみられる。

2　労災裁判例において、管理監督者性を否定した根
拠は、以下のような例により判断しているものが見受け
られる。

①	 権限の一部は与えられていたものの、独自の権限
はわずかに過ぎず、最終の決定権限は有さないなど、
その権限の行使に当たっても全体として他の管理者
等の指揮命令下にあったと判断されたもの（裁判例
A1、A4、A5）

②	 担当部門（組織）において一定の権限を与えられ、
部下の労務管理を行っていたものの、会社全体でみ
た場合に、担当部門（組織）は会社内で限定された
部署の一つでしかなく、また、部下の人数からみてもそ
の権限の及ぶ範囲はわずかであったと判断されたもの

（裁判例A2、A5）
③	 経営方針の決定の場となる経営会議等に出席し
ていたものの、自身の所掌事務の状況を報告するに留
まり、影響力を有していなかったと判断されたもの（裁
判例A1）

※上記と併せ、前掲「類型別労働関係訴訟の実務」
〔改訂版〕Ⅰ・Q91及び92（249ないし252ページ）を参
照されたい。

○参考1：労災裁判例
【裁判例A1】	東京地裁令和4年4月13日判決
〔要旨〕	独自の権限を有していたのは僅かな業務にすぎ

ず、他の業務は上司等の指揮監督下で行っており、ま
た、経営会議等に出席していたものの、自身の所掌事
務の状況を報告するに留まっていたもの。（否定）

	 		 労務管理以外の面においても、原告の所掌事務
は、上場を控える本件会社において重要性が高まっ
ていたとはいえ、独自の権限を有していたのは、経理
事務のうち仕訳に関する点のみであり、その他の所掌
事務は、原告が在籍中に行ったシステムの改変等も含
め、上司に当たるJ本部長や、M社長の指揮監督下に
おいて行われ、経営会議や経営方針発表会において
も、単に所掌事務の状況と今後の方針をM社長以下
の経営陣に報告していたにすぎないと認められる。

【裁判例A2】	東京地裁令和元年11月7日判決
〔要旨〕	採用や解雇に関する権限を有していなかったほ

か、人事考課の一次査定や時間外労働の命令に関
する一次決裁の権限は有していたが、最終的な決定
権限を有していたものとは部の部下従業員の労務管
理を行っていたにすぎなかったもの。（否定）

	 		 本件会社の組織は、技術本部を含む3つの本部か
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らなり、技術本部の下に4つの技術部が置かれていたと
ころ、亡Bは、第3技術部に設けられた新Yオフィスの下
に置かれた本件グループのマネージャであったことが
認められる。このように、本件グループは技術本部の下
部組織である第3技術部の中に設けられた一部署に過
ぎず、所属する従業員も17名と本件会社の全従業員
244名の1割に満たない人数であり、しかも、亡Bが労務
管理を行っていたのは部下全員の15名であるが、業務
の進行管理を行っていたのはそのうちの6名にすぎな
かったものである。そうすると、亡Bは本件グループとい
う本件会社の限定された部署内において、部下従業
員の労務管理及び一部の部下従業員の業務の進行
管理を行っていたにすぎないというべきである。

	 		 労務管理の権限についてみるに、亡Bは、部下の人
事面談、人事考課の一次査定を行い、月60時間超の
時間外労働見込みの社長伺いに関する一次決裁等
を担当していたものの、職務権限規則上、昇給、昇格、
賞与及び解雇についての決定権限を有しないだけで
なく、事実上その決定に大きな影響力を有していたこと
をうかがわせるに足りる証拠もない。加えて、新規の職
員採用は本社で行われており、職務権限規則上、部
下の賞罰、人事異動、所属及び業務分担の決定権限
はいずれもマネージャではなく、部長以上にあるとされ
ていたことも考慮すると、その余の前記認定に係る事
実を併せ考慮しても、亡Bが有していた労務管理に関
する権限が大きいものであったとみることはできない。

【裁判例A4】	福岡地裁平成24年5月16日判決
〔要旨〕	人事考課や勤務時間管理等の労務管理に関

する権限を有していたものとは認められなかったもの。
また、独自の権限を有していたのは僅かな分野にすぎ
ず、全体的な管理は上司が行っていたもの。（否定）

	 		 一郎は、本件会社の商品部第4課長の地位にあ
り、同課が担当する家電等に関し、本件会社として仕
入れる商品の選択、仕入値及び数量並びに店舗で
の販売価格の決定権限が与えられている。しかし、一
郎の上記権限は、多岐にわたる本件会社の取扱商品
のうちの限定された一分野に関するものである上、商
品部の各課の全体的な売上げの状況などは、商品部
部長が管理していることからすると、一郎は、本件会
社から与えられた一定の裁量の範囲の中で、家電等
の商品の仕入れや販売価格の決定等を行っていたこ
とが推認できる。

	 		 したがって、一郎が上記の権限を行使していたこと
をもって、一郎が本件会社の経営全体に関する決定
に参画していたなどということはできず、他にこれをうか
がわせる事実を認めるに足りる客観的な証拠はない。

	 		 また、一郎は、本件会社の予算策定に関し、その前

提となるヒアリングを行うにすぎず、予算策定に直接的
に関与してはいない。

	 		 さらに、本件証拠上、一郎が、各店舗に配置された
家電等の販売を担当する社員に対し、販売促進に関
する指導等の範囲を超えて、指揮監督権限を行使し
ていたことをうかがわせる事実は認められないから、
一郎の部下は4名だけということになる。

	 		 そして、一郎が、この4名の部下に対し、人事考課、
勤務時間の管理及び給与等の待遇の決定など、労務
管理上の指揮監督権限を有し、これを行使していたこ
とを認めるに足りる客観的な証拠は見当たらない。

	 		 以上のとおり、一郎が、本件会社の経営全体に関
する決定に参画したとか、予算策定に直接的に関与
していたとはいえない上、部下に対する労務管理上
の指揮監督権限を有していた事実が認められないこ
となどからすれば、その業務内容、権限及び責任に照
らし、一郎が労務管理等に関して経営者と一体的な
立場にあったとまではいえない。

【裁判例A5】	大阪地裁平成22年3月3日判決
〔要旨〕	 独自の権限を有していたのは会社内の僅かな

部門に限られるだけでなく、業務遂行は上席者の指
揮監督下で行っていたもの。（否定）

	 		 原告は、本件会社にとって重要特定顧客とされて
いたY工場に設置されていた本件作業所の統括所
長として、5名の部下を擁し、本件各工事の工程管理
や部下に対する指示や、数ある下請会社の統制や元
請けのみならずY工場を稼働させているD側との交渉
を行い、同作業所内での人員配置・職務の割当に関
する決定権、また、同作業所において行う工事の工事
計画を作成して支社に提出し、施主であるEとの間で
作業内容の調整を行ったり、工事の原価管理及び工
程管理を行ったり、本件作業所内での業務遂行に必
要な納入仕様書、工事計画書、作業手順書、施工図、
施工要領等の書類の決裁権を有していた。

	 		 しかし、原告が所属していた大阪支社技術2部技
術1課にはいわゆるラインの課長である管理課長とし
てC課長がいるところ、原告は、7等級の課長職とはい
え業務の遂行に当たって、同課長の指揮監督を受け
る立場にあった上、職制上も現場における専任課長
にとどまるものであったこと、大阪支社は、営業部、産
業設備部、設計部、技術1部及び技術2部から構成さ
れており、それぞれに複数の課が設けられているとこ
ろ、原告の権限、職責の及ぶ範囲は、技術2部の技術
1課の中でも本件作業所が受け持っている事項に限ら
れていたこと、（中略）原告は、職能資格等級7等級で
あったが，本件会社の定めている職能資格等級基準
によっても、7等級及び8等級の者の基本的任務は、あ

給付基礎日額の算定に係る参考資料集
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くまで所属する部門内において、部門の方針に従って
職務を遂行することにあるものとされ、全社的観点から
部門を統括することが期待される9等級及び10等級の
者の基本的任務とは明らかに区別されていたこと、本
件会社の正社員総合職は1713名であるが、このうち
7等級から9等級の者は310名であり、大阪支社に限っ
てみても、原告の本件疾病発症当時、嘱託所員除く従
業員合計151名のうち7等級以上の者は41名、技術2
部においても33名中8名という従業員構成とそれほど
差がなかったことがあった。以上の事実を踏まえると、
原告は、労働時間等に関する規制の枠を超えて活動
することが要請されざるを得ないほどの重要な職務と
責任・権限を有していたものということはできない。

〇参考2：平成20年通達において示されている「職務
内容、責任と権限」の判断要素

1　平成20年通達においては、「職務内容、責任と権
限」についての判断要素として、

①	 アルバイト・パート等の採用について責任と権限が
実質的にない場合

②	 アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含
まれず、実質的にも関与しない場合

③	 人事考課の制度がある企業において、部下の人事
考課について職務内容に含まれておらず、実質的に
も関与しない場合

④	 勤務割表の作成、所定時間外労働の命令につい
て責任と権限が実質的にない場合を示しており、これ
らについて管理監督者性を否定する重要な要素とし
ている。

3　「勤務態様」に係る裁判例

1　現実の勤務態様が、労働時間等の規制になじまな
いようなものであるか否かは、裁判例では、管理監督
者と扱われている労働者について、タイムカード等によ
る出退勤・勤務時間管理や遅刻・早退による賃金減
額の有無のほか、職員との交替勤務の有無等を検討
の上、判断しているものが多くみられる。

2　また、労災裁判例においては、その前提として、対象
労働者が長時間の時間外労働に従事した結果も考
慮して労災認定されたものが多いと考えられるところ、
長時間労働を余儀なくされたという事実をとらえて、対
象労働者には労働時間の自由裁量がないと判断され
ている事例が多くみられる（裁判例A2、A4、A5）。

※上記と併せ、前掲「類型別労働関係訴訟の実務」
〔改訂版〕Ⅰ・Q91及び93（249、250、252及び253ペー
ジ）を参照されたい。

○参考1：労災裁判例
【裁判例A2】	東京地裁令和元年11月7日判決

〔要旨〕	業務処理のため長時間労働に従事していたこと、
また、部下に業務を分担させる権限を有していたとして
もその実現は困難であったと判断されたもの。（否定）

	 		 亡Bは、平成23年10月以降、複数の見積業務を処理
するために、週40時間を超える労働の時間数が1か月
160時間を超え、同年11月28日から同年12月17日まで20
日間にわたる連続勤務をするなど、極度の長時間労働
に従事せざるを得ない状況に陥っていたものである。
上記見積業務は、本来はマネージャである亡Bが自ら
担当するような業務ではなく、亡Bが部下に指示して行
わせるべき業務であったが、同見積業務の処理にはあ
る程度の経験が必要であったことや、Gを含めた本件グ
ループの複数の従業員について月60時間超の時間外
労働が見込まれるなどの諸事情に照らせば、当時の本
件グループは繁忙度が高い状況であったといえるから、
亡Bが同見積業務を部下に指示して遂行させること
は、上司として指示する権限自体は有していたとしても、
現実的には困難な状況であったというべきである。

【裁判例A4】	福岡地裁平成24年5月16日判決
〔要旨〕	出退勤管理がなされていないことは、業務の内

容や性質によるものにすぎず、また、長時間労働の勤
務実態にあったと判断されたもの。（否定）

	 		 本件会社は、一郎の労働時間について、タイムカー
ド等による出退勤管理をしていない。しかし、役職に
就いていないバイヤーについても同様の取扱いをして
いたことからすると、単に、業務の内容及び性質から
このような取扱いをしていたにすぎないといえる。した
がって、上記の事情をもって、一郎が労働時間につい
て裁量権を有していたことを根拠づけるものと評価す
ることはできず、他にこのことをうかがわせる事情は見
当たらない。

	 		 かえって、一郎は本件会社の設置した出勤簿に押
印していた上、1週問ごとに一郎の予定稼働状況等に
ついては、本件会社がこれを一定程度管理していたこ
とがうかがわれる。これに加えて、一郎の勤務実態から
すると、一郎が相当の長時間労働の状況にあったこと
が推測されることからすれば、一郎に労働時間に関す
る広い裁量権が与えられていたということはできない。

【裁判例A5】	大阪地裁平成22年3月3日判決
〔要旨〕	制度上は出退勤について厳格な取扱いとはさ

れていなかったものの、長時間労働の勤務実態にあっ
たと判断されたもの。（否定）

	 		 原告は、6等級以下の者が受けるような勤怠管理を
受けていたわけではなく、制度上は、出退勤について
厳格な取扱いの対象とはなっていなかった。しかし、原
告は、平日は概ね午前8時より前に出勤し、午後7時以
降に退勤するという状況で、日によって大きな違いがな
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く、本件作業所に勤務する原告以外の従業員の就労
時間に準じた態様で勤務をしている上、連日法定労働
時間を大幅に上回る時間数の労働をしており、本件疾
病発症の直前においても1か月の労働時間が240時間
を超え290時間に及ぶような状況が続いていた。

	 		 以上の事実を踏まえると、原告が自身の出退勤に
ついてなにがしかの裁量を働かせる余地があったとま
で認めることはできず、その他、原告の出退勤につい
て裁量を働かせることができたと認めるに足る的確な
証拠はない。

〇参考2：平成20年通達において示されている「勤務
態様」の判断要素1平成20年通達においては、「勤務
態様」についての判断要素として、

①	 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負
の評価など不利益な取扱いがされる場合

②	 長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働
時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合

③	 労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様
が労働時間の大半を占めている場合

	 を示しており、このうち、①については管理監督者性を
否定する重要な要素、②及び③については管理監督
者性を否定する補強要素としている。

2　なお、同通達では、①について、「管理監督者であって
も過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割
増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理を受
けている場合については、管理監督者性を否定する要
素とはならない」としていることに留意が必要である。

4　「賃金等の待遇」に係る裁判例

1　賃金等が管理監督者の地位にふさわしい待遇で
あったといえるか否かは、裁判例では、管理監督者と
扱われている労働者について、他の役職者や、管理
監督者と扱われていない労働者（最上位職の者）と比
較して優遇されているものと評価できるどうかを検討
の上、判断しているものが多くみられる。

2　また、上記1の検討の視点として、特に、管理監督者
と扱われている労働者が長時間の時間外労働に従事
した結果、管理監督者と扱われていない者が同程度
の時間外労働を行った場合の賃金額との間に逆転現
象が生じること（または生じる可能性）があり、これをもっ
て「賃金等の待遇」が十分ではないと判断される事例
が労災裁判例においてみられる（裁判例A2、A4）。

3　なお、労災裁判例の中には、賃金額の多寡によって
判断しているものもみられるが、必ずしも賃金が比較
的高額であること又は低額であることのみをもって判
断されるものとはいえない。

	 		 例えば、

・	賃金月額は社内で本部長に次ぐ高い金額であった
ものの、他社からの引抜き目的で加算された手当は
除外してその待遇について判断されたもの（裁判
例A1）、

・	月額30万円という金額が、店舗の運営や労働者の
稼働実態を踏まえた労働者の業務や権限に見合う
金額でなかったとはいえないと判断されたもの（裁
判例A3）がある。

※上記と併せ、前掲「類型別労働関係訴訟の実務」
〔改訂版〕Ⅰ・Q91及び94（249、250、253及び254ペー
ジ）を参照されたい。

○参考1：労災裁判例
【裁判例A1】	東京地裁令和4年4月13日判決
〔要旨〕	賃金月額は本部長に次ぐ高い金額であったが、

他社からの引抜き目的で加算された手当は除外して
その待遇について判断されたもの。（否定）

	 		 原告の給与月額（72万円）はJ本部長（94万円）に
次ぐ高額であったものの、これは分掌する権限や裁量
の広さに対応するものではなく、本件会社が東京に居
住する原告を引き抜くため、前職と同水準の報酬を要
求する原告の希望に沿うよう、給与規程に定めのない
住居手当の名目で上乗せをした結果であって、基本給

（24万円）及び管理手当（4万円）は主任以上の他の
役職者と同額、役職手当（26万円）も他の部長及び担
当部長と同程度であったと認めることができる。引抜
き目的の上乗せであった月額18万円の住居手当を除
外すれば、原告の給与月額は54万円にとどまり、労基
法による労働時間規制の対象外としても保護に欠け
ないといえる待遇と評価することは困難である。

【裁判例A2】	東京地裁令和元年11月7日判決
〔要旨〕	役職就任後の賃金増額が時間外労働の実態

に見合っていないとして、待遇が十分ではないと判断
されたもの。（否定）

	 		 亡Bの月額賃金は、平成23年4月にマネージャに昇
進したことにより、月額36万6000円から月額42万9000
円へと6万3000円増加し、年間の賞与額も約65万円
増加して年間173万円となったことが認められる。

	 		 しかしながら、先に認定したとおり、マネージャに昇
進する前の平成23年1月ないし4月支払分の給与とし
て上記固定給の月額36万6000円に加えて、平均約7
万4000円という上記増加額よりも多額の時間外及び
休日労働手当が支給されていたこと、マネージャへの
昇進後も繁忙期には週40時間を超える労働に月160
時間以上従事することもあったことを踏まえると、前判
示に係るマネージャの固定給の額や増額後の賞与額
は、時間外及び休日労働手当が支払われず、労働時
間の枠組みに縛られずに勤務することが要請される
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マネージャに対する待遇として相当なものであったと
評価することは困難であり、マネージャと管理監督者
でない一般社員との間で管理監督者該当性に影響
を与えるような有意な待遇差があったと評価すること
はできない。

【裁判例A3】	大阪地裁平成31年3月4日判決
〔要旨〕	月額30万円という金額が、管理監督者としての

労働者の業務や権限に見合う金額でなかったとはい
えないと判断されたもの。（肯定）

	 		 月額30万円という金額の提案自体は、亡Aから、本
件店舗の運営に対する全ての報酬を含む趣旨でなさ
れたものと認められ、C社長は、亡Aの提案に変更を加
えることなく了承したと認められる。また、本件店舗を開
店するに至った経緯及び亡Aの権限や労働時間に関
する自由裁量を有していた点も併せかんがみれば、本
件店舗の運営については、実態として業務委託に類す
るものであるということが認められるところ、亡Aは、C社
長との間で本件店舗の運営方法等について相談した
にもかかわらず、その結果を踏まえて、自らに対する支
給額を月額30万円とする提案を修正したという事実は
認められないことからしても、亡Aの提案に係る上記支
給月額は、本件店舗の運営及び亡Aの稼働実態を踏
まえた相応な額であったと推認することができる。

【裁判例A4】	福岡地裁平成24年5月16日判決
〔要旨〕	役職就任後の賃金増額が時間外労働の実態

に見合っていないとして、待遇が十分ではないと判断
されたもの。（否定）

	 		 平成18年度における一郎の年収と、一郎の部下で
あり、労基法41条2号にいう管理監督者には当たらな
いと認められる商品部第4課係長、主任及び一般社員

（バイヤーのアシスタント）の各年収との間には、相応
の差異があるものといえる。

	 		 しかしながら、一郎が係長から課長へ昇進・昇給
する前後の給与の額を比較すると、基本給はわずか
2,000円、合計額も7,000円増えているだけである。ま
た、一郎の勤務実態からすれば、一郎は相当長時間
の時間外労働に従事していたことが推認できることを
踏まえると、一郎の上記給与の額は、必ずしも高額で
あるとはいえないというべきである。

	 		 したがって、一郎の上記給与の額は、労基法の労
働時間等の規定の適用を排除される管理監督者に
対する待遇としては、十分であるとは言い難い。

〇参考2：平成20年通達において示されている「賃金
等の待遇」の判断要素平成20年通達においては、
「賃金等の待遇」についての判断要素として、
①	 時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない
場合

②	 時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃
金額に満たない場合

③	 基本給、役職手当等の優遇措置が、割増賃金が
支払われないことを考慮すると十分でなく、当該労働
者の保護に欠ける場合

④	 年間の賃金総額が、勤続年数、業績、専門職種等
の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含め
た当該企業の一般労働者と比べ同程度以下である
場合

	 を示しており、このうち、①については管理監督者性を
否定する極めて重要な要素、②については管理監督
者性を否定する重要な要素、③及び④については管
理監督者性を否定する補強要素としている。

管理監督者に係る労災裁判例判決文（目次）

［A1～A5　目次及び本文省略］

固定残業手当に係る判例及び裁判事例（目次）

1	（区分性要件・対価性要件）
	 		 固定残業手当について確認する要件等について
2	（区分性要件）
	 		 固定残業手当における区分性要件について
3	（対価性要件）
	 		 労働契約書や就業規則（賃金規程）において固定
残業手当の定めがない場合や、使用者から労働者に
対する説明が行われていない場合の評価について

4	（対価性要件）
	 		 固定残業手当が対象とする時間外労働等の評価
について

5	（対価性要件）
	 		 固定残業手当と基本給部分の金額等の比較にお
ける評価について

6	（対価性要件）
	 		 固定残業手当において想定されている時間外労
働等の時間数の評価について

7	（対価性要件）
	 		 想定されている時間外労働等の時間数と実際の
時間外労働時間数との間に大きな乖離がある場合に
おける当該固定残業手当の有効性について

※略称
「最高裁平成29年判決」…最高裁平成29年7月7日第二

小法廷判決
「最高裁平成30年判決」…最高裁平成30年7月19日第

一小法廷判決
「最高裁令和2年判決」…最高裁令和2年3月30日第一

小法廷判決
※固定残業手当の有効性の検討に当たっては、上記と
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併せ、東京地裁労働部に所属していた裁判官有志
が執筆した「類型別労働関係訴訟の実務」〔改訂版〕
Ⅰ（青林書院）・Q44ないし51（183ないし210ページ）
を参照されたい。

（区分性要件・対価性要件）

1　固定残業手当について確認する要件等について

1　労働基準法第37条に定める計算額以上の額の割
増賃金を支払う限り、必ずしも同条に定める計算方法
に従う必要はない。

2　この点、割増賃金を定額で支払う場合については、
このような取扱いが直ちに同条に違反するものではな
いが、平成29年7月31日付け基発0731第27号「時間
外労働等に対する割増賃金の解釈について」（参考
資料記の4（P232））や過去の判例等を踏まえ、次の3
点を確認する必要がある。
・	第1に、就業規則その他労働契約における賃金に

ついての定めにおいて、通常の労働時間の賃金に
当たる部分と割増賃金に当たる部分が判別できる
ようにする必要がある（区分性要件）。

・	第2に、ある手当の支払いをもって割増賃金が支払
われたといえるためには、その手当が時間外労働
等に対する対価として支払われるものと認められる
ものであることが必要である（対価性要件）。

・	第3に、割増賃金に当たる部分の金額が、同条に定
められた方法により算定した割増賃金の額を下回
るときは、その差額を支払わなければならない。

3　なお、第2の対価性要件の判断に当たっては、労働
契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事
案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増
賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時
間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきで
あるとされている。

4　また、上記3の判断枠組みに関し、
①	 労働契約に係る契約書等の記載内容のほか、使
用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関す
る説明が不十分な場合は「契約上の位置づけ要件」
を欠き、

②	 労働者の実際の労働時間等の勤務状況に照らし
た手当の額と時間外労働等の実態との関連・近接し
ていない場合は「実態要件」を欠くとして、割増賃金
の支払とは認められないことになると具体的に示した
学説があるが（水町勇一郎・ジュリスト1523号4頁）、こ
れは労災裁判例における判断とも矛盾しないため、参
考になるものと考えられる。

※上記と併せ、前掲「類型別労働関係訴訟の実務」
〔改訂版〕Ⅰ・Q45（184ないし191ページ）を参照され

たい。
○参考1：労災裁判例

【裁判例B1】	東京地裁令和5年1月26日判決
〔要旨〕	月80時間を超える時間外労働のような恒常的な

長時間労働を想定して固定残業手当を支払う旨の合
意が成立したと認めることは、労働契約の当事者の通
常の意思に反すると判断されたもの。

	 		 1か月当たり150時間前後という、80時間を大きく超
える法定時間外労働は、上記の法令及び労使協定
の趣旨に反することは明らかであって、本件労働契約
において、このような恒常的な長時間労働を想定して
職務手当を支払う旨の合意が成立したと認めること
は、労働契約の当事者の通常の意思に反するものと
いうべきである。

【裁判例B2】	東京地裁令和4年1月18日判決
〔要旨〕	固定残業手当の内訳について、賃金規程の記

載内容等から労働者が知り得たのは、法定時間外労
働に対する対価であることにとどまり、休日労働等に対
する対価であることを承諾したものとは認めることがで
きないと判断されたもの。

	 		 原告は、採用面接を受けた際に、雇用条件の確認
をした旨の書類に年月日と氏名を記載し、入社後の3
日間の新入社員初任研修を受けた際、初日に本件会
社の就業規則、本件賃金規程等の9種類の規程類を
閲覧する時間を45分間設けられ、原告は、その日に、
本件賃金規程を含む規程類を確認した旨の書面に
署名しているが、原告が本件賃金規程を閲覧したとし
ても、原告が理解し得るのは、運行時間外手当が法
定外時間外勤務に対する対価であることのみであり、
このほかに法定内時間外勤務、深夜勤務及び休日勤
務に対する対価も含むものと理解することはできない。
そして、原告に対して労働条件を説明すべき立場にあ
るBは、運行時間外手当が法定外時間外勤務のほか
に法定内時間外勤務，深夜勤務及び休日勤務に対す
る対価も含むことを原告に説明したことについては、曖
昧な証言をするにとどまっており、これを直ちに採用す
ることはできない。このほかに、本件会社が原告に対
して運行時間外手当が法定内時間外勤務、法定外
時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務に対する対価で
ある旨を説明したことを認めるに足りる証拠はない。

	 		 仮に、Bが「残業から何から全部引っくるめた額だ」
などと説明したことがあったとしても、原告は、本件会
社が求人サイトに掲載していた固定残業代に言及が
ない「月給30万円」という広告を見て応募したもので
あって、その月給に残業代が含まれるという認識は全
くなかったものであるから、これをもって運行時間外手
当が法定内時間外勤務、法定外時間外勤務、深夜

給付基礎日額の算定に係る参考資料集
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勤務及び休日勤務に対する対価であることについて
原告が承諾したものと認めることはできない。

【裁判例B3】	東京地裁令和3年3月18日判決
〔要旨〕	対象労働者に直接適用される賃金規程は存在

しないものの、給与担当者による説明や給与明細書の
記載内容などからして、固定残業手当が時間外労働
及び休日労働に対する対価として支払われることにつ
いて、労使間の合意が成立していたと判断されたもの。

	 		 給与担当者は、常時十数名以上いた出向者が出
向する際には、通常、出向者に対し、時間外手当及び
休日出勤手当が定額で支給されることについて、その
具体的金額や旧給与明細書の記載方法なども含め
た説明をしていたこと、平成22年4月から亡くなるまで
の約2年間、被災者が受け取っていた新給与明細書
には、「時間外時数」の欄に30時間と記載され、「時間
外手当」の欄に本件会社の賃金規程に従って計算し
た時間外手当の30時間分の金額が記載されていた
ところ、被災者は、原告との間で、この定額の手当に関
し、時間外手当の金額が決まっていて増えないなどと
いった会話をしており、この定額の手当が時間外労働
に対する対価であるとの認識を示していたことからす
れば、被災者がDに出向する際、前記給与担当者（証
人F）が、被災者に対して、①出向前は、本件会社が
把握した時間外労働及び休日労働の時間数に応じ
た時間外手当及び休日出勤手当が支払われていた
が、出向後は、時間外手当及び休日出勤手当として、
本件会社の賃金規程に従って計算した時間外手当
の30時間分の金額が支払われるようになること及びそ
の具体的な金額、②出向後に出向手当が支給される
こと及びその具体的金額、③出向後は、旧給与明細
書の「時間外手当」及び「休出手当」の欄は空欄にな
り、「職出地手当」の欄に、前記①の定額の手当及び
前記②の出向手当の合計額が記載されるようになる
ことを説明した旨の証人Fの証言は、十分信用するに
足りるものであり、前記証言どおりの説明をした事実を
認定することができる。

	 		 そして、このような説明を受ければ、周知されていた
本件会社の賃金規程の記載内容とも併せて、出向後
は、時間外労働及び休日労働の対価として、本件会
社の賃金規程に従って計算した時間外手当の30時
間分の金額が定額で支給されることは、明確に理解
できるといえるから、被災者の受け止めに照らし、被災
者がこれを承諾し、その旨の合意が成立した事実を
認めることができる。

【裁判例B4】	東京地裁平成31年4月26日判決
〔要旨〕	雇用契約は口頭でなされ、有効な就業規則及び

賃金規定も認められず、さらに、使用者から固定残業

手当の説明が行われた事実も確認できず、固定残業
手当が時間外労働等の対価として支払われることの
合意があったものとは認められないと判断されたもの。

	 		 本件雇用契約は、口頭でされたにすぎず、これを証
する契約書は作成されていない。また、本件会社名
義の就業規則及び賃金規程は、本件会社の設立日よ
りも前にいずれも施行されているなどの問題があるこ
とからその効力を認めることはできない。さらに、G社
長が被災者に対して本件雇用契約締結時において
本件固定残業代と割増賃金の関係について説明し
たことも証拠上窺われない。（中略）

	 		 しかしながら、被災者が、上記のとおり、雇用契約
書も就業規則もなく、しかも、本件雇用契約締結時に
おいて、本件会社から本件固定残業代についての説
明がされたことは窺われないような状況において、わ
ずか4か月程度の給与明細書の交付と本件固定残
業代の受領のみをもって、本件雇用契約の締結に当
たり、本件固定残業代が時間外労働等に対する対
価として支払われることについてその内容を理解した
上で、応諾するに至ったことを推認することまではでき
ず、その他にこれを認めるに足りる証拠はない。

○参考2：判例評釈等
1　対価性要件に関し、最高裁平成30年判決の評釈に
おいては、
・	雇用契約に基づいて支払われる手当が時間外労

働等に対する対価として支払われたか否かについ
ては、当該雇用契約においてどのような合意がされ
たかによって定まるものと解される（池原桃子・ジュリ
スト1532号76頁）

・	雇用契約書等の記載内容や使用者の労働者に対
する固定残業手当や割増賃金に関する説明の内
容を考慮要素として、当該手当が時間外労働に対
する対価として支給される旨の合意の存在が問わ
れることになる（浜村彰・労働法律旬報1922号6頁）

	 などとされており、個別の事案に即して、労使間で固
定残業手当が時間外労働等の対価として支払われる
ものであることの合意がなされているか、検討すること
が必要となる。

2　最高裁平成30年判決の判示（本文3）は、最高裁令
和2年判決により、対象となる固定残業手当の賃金体
系全体における位置付けにも留意すべきことが加えら
れている（最高裁令和2年判決の評釈として、賃金制
度は体系的に構成されるもので、ある手当を単独で見
るだけではその性質決定に十分でないことは有り得る
ため、賃金体系を踏まえることは当然ともいえる（土岐
将仁・ジュリスト1548号94頁）としたものがある。）。

［以下はおつて紹介の予定］
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阪神淡路30年プロジェクト
兵庫●2025年1月17日に向けて始動

1995年1月17日、午前5時46
分、淡路島北部を震源地とする
地震が発生した。地震の規模を
示すマグニチュードは7.3。死者・
行方不明者は6,400人を超え、全
半壊などの被害を受けた建造物
は約6万3千棟にのぼった。国内
で史上初めてとなる「震度7」を
観測したこの地震は、「阪神・淡
路大震災」と呼ばれるようになっ
た。

私たちは「震災とアスベスト」
をテーマに、この間、様 な々活動
を展開してきた。阪神淡路大震
災から30年を迎えるにあたり、こ
れまでともに活動を取り組んでき
たメンバーで話し合い、阪神・淡
路大震災の30年目にあたる2024
年1月から、30年となる2025年1
月までの期間において、災害とア
スベストに関する調査・研究を進
め、記録に残す活動を開始する
ことにした。その名称は「災害と
アスベスト　阪神淡路30年プロ
ジェクト」である。

震災とアスベストの取り組みを
開始する契機となったのは、2008
年3月のことであった。マスコミの
報道を通じて、地震による倒壊
建造物の解体・撤去作業に従事
した男性が胸膜中皮腫を発症
し、姫路労働基準監督署が労
災認定したことが明らかになった

からである。
震災直後の街中は常に挨が

舞う状態であったが、復旧・復興
工事に従事した方が、まさか中
皮腫を発症するとは想像してい
なかった。私たちは報道を受け、
「緊急・震災アスベストホットライ
ン」を取り組んだ。ホットラインに
は、兵庫県内だけでなく全国か
ら144件の相談が入った。

地震大国・日本では、大都市
部を襲い甚大な被害をもたらす
新たな地震発生が警戒されて
いる。私たちは、その時に発生
する環境問題、とりわけアスベス
ト対策は十分かと考えさせられ
た。「その時では遅い」、災害が
起こる前にアスベストを使用した
建造物の把握、そして除去が求
められていることを痛感した。と
くに、震災になると被災住民、被
災地に通う通勤・通学者だけで
なく、全国から復旧・復興のため
の労働者、ボランティアが集中す
る。その「日常」と「善意」が20
年後、30年後に二次被害に遭う
事態はなんとしてでも避けなけれ
ばならないと考えた。

そこで、東京労働安全衛生セ
ンター、アスベストセンター、神戸
大学の皆さんと連携し、「地震・
石綿・マスク支援プロジェクト」を
開始することにした（次頁左－マ

スコットキャラクターの「ますくら
ブッタ」）。それは、①震災時に
発生するアスベスト粉じんから身
を守るために、防じんマスクを正
しく装着できるようにし、家庭・学
校・地域で備蓄する。国や地方
自治体に、震災時に備えたマス
クの備蓄を要請する。②日頃か
ら身のまわりの建物のどこにアス
ベストが使われているか、情報を
把握し、建物のアスベストを安全
な方法での除去の推進。③アス
ベストに関する基本的な知識を
市民や子どもたちに広め、予防
のための環境教育活動の取り
組み。この3点を活動の柱として
2009年1月から活動を開始し、毎
年1月17日を中心に街頭でマスク
やチラシの配布活動を継続して
いる。

阪神・淡路大震災では全国か
ら多くのボランティアが駆けつけ
た。地震発生から1年間で延べ
約137万人のボランティアが活動
したとされており、地震の起きた
1995年は「ボランティア元年」と
言われている。

私たちは災害ボランティアの皆
さんにアスベスト用マスクを届け
る活動も行なってきたが、被災地
における活動においてアスベス
トに対する認識は低い状態であ
る。近年では台風や豪雨による
災害が各地で発生している。そ
のため、浸水した家屋の床材・壁
材、外壁材をボランティアの皆さ
んが取り除く作業に従事すること
が増えている。その際に建材や
災害がれきから飛散するアスベス
トにばく露しないか気にかかる。

災害復興に従事する労働者

各地の便り
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だけではなく、ボランティアの皆さ
んや住民の方々がアスベストにば
く露するリスクを減らす取り組み
が求められている。

2008年以降、資料を整理する
中で、震災当時ボランティアの皆
さんが配布していたチラシを発
見した。「発がん性のあるアスベ
ストが飛散しているのでマスクを
付けよう！」と注意を喚起するチ
ラシ（別掲右）である。震災直後
は、被災地の誰もが、今日の食べ
物、飲み物、寝る場所を心配する
毎日であった。その時に、被災地
の20年後初年後の健康被害に
思いをはせてチラシを配る人た
ちがいたのであった。アスベスト
の危険性を知る私たちだからこ
そ、災害とアスベストの問題につ
いて、阪神・淡路大震災、東日本
大震災、そして熊本地震での経
験を活かし、次の世代へと記録
を残しつなぐ役割を担っていると
考える。
「阪神淡路30年プロジェクト」

が1年間の取り組みを通じて行う
活動は大きく2点である。1点目は、

災害とアスベスをテーマに様々
な角度から調査・研究を行なうこ
と。2点目は、阪神淡路大震災以
降の災害とアスベストに関する活
動を通じて既に蓄積されている
データや資料を整理し、①と合わ
せて記録に残す作業である。
さっそく年明けの1月14日には、

神戸・三宮においてチラシ等を
配布する「地震・石綿・マスク支
援プロジェクト」を取り組む。

そして15日と16日には「災害と
アスベストホットライン」を取り組
む。1年間の活動となるが多くの
皆さんの協力をお願いしたい。
（ひょうご労働安全衛生センター）

建設給付金法改正を求める
国会●全国連絡会らが集会＆シンポジウム

2023年12月6日、建設アスベス
ト訴訟全国連絡会と首都圏建
設アスベスト訴訟統一本部が衆
議院第1議員会館大会議室にお
いて、「建設アスベスト給付金法
改正を求める政策提言集会＆シ
ンポジウム」を開催し、議員・秘
書ら31名を含めて約300名が参
加した。

前半の政策提言集会では、
北川誠太郎・首都圏統一本部

事務局長が「建設アスベスト訴
訟の到達点と今後の課題」につ
いて提起。神奈川1陣差戻審で
東京高裁の和解勧試に唯一ノ
ザワが応じて5月19日に原告4人
との間で初めて和解が成立。5
月31日には、他の4社に賠償金支
払いを命じた判決が下された。6
月30日には、12社に賠償金の支
払いを命じる大阪2・3陣大阪地
裁判決があった（2023年8月号

各地の便り
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参照）。10月10日には東京1陣差
戻審が結審したが、東京高裁は
再び原告と被告双方に和解を
勧試し、和解協議の場を設定す
るとした。東京1陣は原告数が多
く影響も大きいと考えられるなか
で、原告側は、解体改修作業者
原告は判決を選択し、他は基本
的に和解を検討する方針で望ん
でいる。

他方で、建材メーカーへの働
きかけも継続しているが、ニチア
ス、MMK、日東紡績、日鉄ケミカ
ル＆マテリアル、ノザワ、日本イン
シュレーションは交渉に応じたも
のの、A&Aマテリアルなど数社
は代理人すら合わないとする態
度を撮り続けている。和解に応じ
たのはノザワだけで、基金制度
による解決に対しては、「1社だけ
では判断できない」「国から言わ
れれば検討する」など、消極的、
否定的な態度にとどまっている。

厚生労働省との継続協議、経
済産業省とも2回の交渉したが、
リーダーシップを取るには至って
いない。

全国連絡会は、2020年に「建
設工事従事者に対する石綿被
害補償基金制度～私たちの提
案～」を公表しているが、最高裁
判決と建設アスベスト給付金法
の成立、その後2年間の状況を
踏まえて、この日あらためて、「給
付金法改正提案～私たちの提
案～」（すべての建設アスベスト
被害者を対象とし、建材メーカー
も拠出する建設アスベスト給付
金法の改正を）を提案した。

政策集会＆シンポジウムも踏ま
えて提案を確定させたうえで、年

明けからその実現に向けた取り
組みを本格化すると表明した。

その後、埼玉原告の大阪春子
さん、東京原告の勝田幸子さん、
千葉原告の川本陽子さん、神奈
川原告の大園キヨさん、大阪原
告の高木敏子さんから、訴えが
行われた。

後半のシンポジウムは、清水謙
一・全国連絡会事務局長、吉村

良一・立命館大学名誉教授、関
礼子・立教大学教授をシンポジ
ストとして、前記提案が紹介され
た後、その内容を深めていく内
容であった。

当日の様子はYouTube動画
で視聴することができる。

※https://kenasu.jp/
news/20231209-1347/

救済で不認定が労災認定
東京●石綿肺がん認定のあり方に一石

2023年12月13日、石綿救済制
度での不認定となったアスベスト
肺がんの申請事案が、労災請求
では労災認定となった事案につ
いて会見しました。
〇本件概要

2021年2月に肺がんを発症し
た療養中の男性が、2022年2月
にアスベスト（石綿）救済制度の

申請の結果、不認定とされた。
その後、男性は死亡し、遺族

（妻）が労災請求をしたところ、
2023年6月に立川労働基準監督
署は労災認定された。

本件請求は、アスベスト救済
法の審査において何らの所見も
確認できないとされた被災者が
労災ではそれが確認されたこと
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により認定につながった事例。
今回のように、救済法で不認定と
なった方が労災認定されること
は珍しく、アスベスト関連制度全
体を見渡した際に顕著な、肺が
ん被害者の未救済・補償状況
の要因を考える上で重要な事例
と考えられる。
〇本件被災者の概要

	 傷病名：肺がん※喫煙歴有り
	 傷病発生日：2021年2月（当時

79歳）
	 被災者死亡日：2022年6月（死

亡時81歳）
	 労災請求日：2022年10月（立

川労働基準監督署）
	 労災認定日：2023年6月（立

川労働基準監督署）
	 被災者遺族居住地：東京都内
〇石綿ばく露歴

被災労働者は、遅くとも1984
年3月から2022年4月まで建築物

（主に一般家屋）の解体作業に
従事してきた。このうち、1984年
3月から2019年4月までの35年2
か月の石綿ばく露が認められた。
なお、上記期間は自営業にて解
体作業に従事してきた期間であ
る。
〇労災認定までの経過

被災者は発病後、環境省の
石綿（アスベスト）救済制度へ申
請したものの、2022年2月に「石
綿を吸入することによりかかった
肺がんでないと判定できる」とし
て不認定とされた。救済制度
の肺がんの審査においては、放
射線画像から「胸膜プラーク」や
「肺繊維化」が確認されること
が重要であるが、これらが一切
確認されないとされた。

不認定後、被災者は死亡。被
災者の妻が2022年9月に当会へ
相談。10月6日に労災請求。20
23年6月に労災認定された。
〇労災認定の理由

①	 1984年3月から2022年4月ま
で建築物（主に一般家屋）の
解体作業に従事してきた。こ
のうち、1984年から2019年4月
までの35年2か月の石綿ばく
露が認められた

②	 そのうえで、放射線画像（胸
部エックス線検査、胸部ＣＴ検
査）から「胸膜プラーク」が認
められると東京労働局地方労
災医員が判断した。

③	 被災者の石綿ばく露が認め
られた期間は自営業期間であ
るものの、2000年から2022年
6月まで労災特別加入（第一
種（中小事業主等）特別加入
者）をしていた。
以上の理由によって業務上認

定（労災認定）となった。
〇本件労災認定の意義

本件認定は、大多数が救済・
補償を受けていない、アスベスト
が原因の肺がん被害者の救済
にとって重要な意味を持つ。

現状、アスベストを原因として
発症した肺がんの患者は少なく
とも中皮腫（代表的なアスベスト
疾患のひとつ）と同数程度いると
されています。国際的には、2倍
以上の罹患者がいるとする推計
等もありますが、アスベスト救済
制度および労災制度などの関係
諸制度における救済・補償がさ
れている被災者は2割程度にとど
まっている。

この要因はいくつか考えられ

るが、以下のような理由があげら
れる。
①	 アスベストと肺がん発症との
関連性が被災者に十分に認
識されていない。

②	 喫煙歴を有している場合、
医療関係者に喫煙のみが原
因と説明される。

③	 「胸膜プラーク」などのアス
ベスト関連所見が的確に診断
されていない。

	 →本件では、環境省は「所見
なし」としたが、厚労省は「所
見あり」とした。

④	 労災制度と石綿救済制度
で基準が異なり、双方の基準
に問題がある。

	 →一部の例外を除いて、放射
線画像のない被災者遺族の
救済はされない。一定期間、
アスベスト従事歴が認められ
れば認定すべき。

⑤	 「救済」制度で認められな
かった被災者及び遺族は、多
くの場合、労災制度で認めら
れるとは考えない。

〇当該遺族コメント

肺がんになって死亡した夫は
長年タバコも吸っていましたが、
30年以上にわたって個人事業主
として解体工事に従事していま
した。アスベストの影響があった
と考えたことから夫は石綿救済
制度の申請をしましたが、それが
認められませんでした。

医師からもアスベストの影響
があったと言われていたので、夫
も私も怒りが収まりませんでした。
不認定の数か月後に夫は他界
しましたが、私はやはり納得でき
ず、支援団体に相談しました。自
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営業者でも労災請求できること、
救済制度で認定されなくても労
災認定される可能性があること
を伺いました。やはり、納得でき
ない気持ちを抑えられず、労災
請求をすることにしました。請求
から半年以上が経過し、労災認
定の通知が送られてきたときは驚
きとともに、これでやっと国がアス
ベスト被害を認めてくれたと感じ
ました。ただ、夫が存命中に、こ
の報告ができなかったことが今で

も悔やまれます。
私と同じように、一部の制度で

認められなかったり、あるいはア
スベストとの関係に気づいてい
ない、喫煙を理由に医師からア
スベストとの関係を否定されて労
災請求などをされていない方も
多いかと思います。支援をしてく
れる団体もあるので、あきらめず
に手続きをしてみていただ
ければと思います。

（患者と家族の会）

“つながらない権利”調査
連合●職場のルールの重要性浮き彫り

2023年12月7日に連合が、「“つ
ながらない権利”に関する調査
2023」（15頁）を公表した。

以下は、プレスリリースの内容
である。

コロナ禍以後、テレワークが定
着するなど柔軟な働き方が多く
の企業で導入・活用されていま
すが、勤務時間と生活時間との
区別がつけづらくなり、勤務時間
外にも職場や取引先との連絡へ
の対応を求められるといった課
題も明らかになってきています。

そこで、日本労働組合総連合
会（略称：連合、所在地：東京都
千代田区、会長：芳野友子）は、
勤務時間外の業務上の連絡に
関する意識や実態、“つながらな
い権利”に関する意識を把握す
るために、「“つながらない権利”
に関する調査2023」をインター

ネットリサーチにより2023年9月13
日～9月20日の8日間で実施、18
歳～59歳の有職者（※）1,000
名の有効サンプルを集計しました

（調査協力機関：ネットエイジア
株式会社）。
※正社員・正職員、派遣社員・

派遣職員、契約社員・嘱託職
員・臨時職員、パート、アルバイ
ト、フリーランス

【調査結果のポイント】

≪勤務時間外の業務上の連絡
の有無について≫

・	「勤務時間外に部下・同僚・
上司から業務上の連絡がくる
ことがある」

	 雇用者の72.4％、コロナ禍前よ
り8.2ポイント上昇（p.4）

・	「勤務時間外に取引先から
業務上の連絡がくることがあ

る」44.2％（p.5）
≪勤務時間外の業務上の連絡

に関する意識について≫
・	「勤務時間外に部下・同僚・

上司から業務上の連絡がくる
とストレスを感じる」

	 雇用者の62.2％（p.7）
・	「勤務時間外の部下・同僚・

上司からの連絡を制限する必
要があると思う」

	 雇用者の66.7％（p.8）
≪勤務時間外の連絡に関する

職場のルールについて≫
・	「職場で調査等の実態把握

が行われたことがある」
	 雇用者の20.5％、［飲食業・宿
泊サービス業］では4.9％（p.9）

・	「“勤務時間外の取引先との
連絡（業務上の連絡）”につい
て職場のルールがある」

	 雇用者の19.9％、労働組合が
ある職場では29.7％（p.11）

・	「ルールがあることで実際に
取引先からの連絡が少なく
なっている」

	 職場にルールがある人の
73.3％が実感（p.11）

≪“つながらない権利”について
≫

・	「“つながらない権利”によっ
て勤務時間外の連絡を拒否
できるのであれば、そうしたい
と思う」72.6％（p.12）

・	「“つながらない権利”によっ
て勤務時間外の連絡を拒否
する人が職場で増えれば、拒
否しやすくなると思う」
73.6％（p.13）

※https://www.jtuc-rengo.
or.jp/info/chousa/
data/20231207.pdf?97
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4月1日労災保険率の改定等
厚労省●業種平均で0.1/1000引き下げ

厚生労働省は2023年12月26
日、「労災保険料算出に用いる
労災保険率の改定等を行いま
す～改正省令を令和6年4月1日
に施行予定～」と公表した。内
容は以下のとおり。

厚生労働大臣は、今月22日
に、労働政策審議会（会長清家
篤日本赤十字社社長、慶應義塾
学事顧問）に対して、「労働保険
の保険料の徴収等に関する法
律施行規則の一部を改正する
省令案要綱」について諮問を行
いました。

これを受け、同審議会労働条
件分科会労災保険部会（部会
長守島基博学習院大学経済学
部経営学科教授、一橋大学名
誉教授）で審議が行われ、本日、
同審議会から、いずれも妥当で
あるとの答申がありました。

今回、労働保険の保険料の
徴収等に関する法律施行規則
を一部改正する省令案要綱に
ついては、事業主が支払う労災
保険料算出に用いる労災保険
率の改定などを主な内容として
います。労災保険率は、業種ご
とに定めており、それぞれの業種
の過去3年間の災害発生状況な
どを考慮し、原則3年ごとに改定
しています。

厚生労働省は、この答申を踏

まえて、令和6年4月1日の施行に
向け、速やかに省令の改正作業
を進めます。

【省令案のポイント】

1.	 労災保険率を業種平均で
0.1/1000引き下げます

	 （4.5/1000→4.4/1000）。
	 	 全54業種中、引下げとなる
のが17業種、引上げとなるの
が3業種です。

2.	 一人親方などの特別加入
に係る第2種特別加入保険料
率を改定します。

	 	 全25区分中、引下げとなる
のが5区分です。

3.	 請負による建設の事業に係
る労務費率（請負金額に対す
る賃金総額の割合）を
改定します。

※https://www.mhlw.go.jp/
stf/newpage_37107.html

	 別添3「労災保険率の改訂に
ついて」を参照されたい。

	 2023年3月号「メリット制の効
果の証拠なし	 多額の割引を
全体に転嫁」に、過去の平均
労災保険率の推移等に関す
る情報も含まれているので、合
わせてご参照ください。

■「遅いとシカト」20代の障害者
の療養保護士の自死に「労災」
「無視されて。こうするのも腹

が立つし。私はどうしてこんなに
生まれたのか…。」

自ら命を終わらせるために農
薬を飲んだ知的障害者の療養
保護士（介護士）のAさんが、
2019年5月に集中治療室で妹に
「職場内いじめ」を訴えた。彼の
年齢は24歳に過ぎなかった。

Aさんは集中治療室に入って
3日も経たずに亡くなった。遺族と
同僚は、故人が誠実な療養保護

士だったと口を揃える。2013年に
知的障害3級と診断されたが、数
回の挑戦の末に療養保護士の
資格を取得した。当時の院長の
激励が力になった。2017年1月に
はC療養所に入社した。

ところが、院長が変わってから
Aさんに療養保護士と関係のな
い仕事をさせはじめた。夜間勤
務から除外し、名節や祝日に勤
務をさせた。同僚の療養保護士
のBがAさんを日常的に苦しめて
いた情況も把握された。BがAさ
んの障害を問題視し、同僚の前

自死、職業がんの認定等
韓国●半導体労働者の腎臓病も

世界から
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Aさんは2020年2月に新しく赴
任してきたマネージャーと勤務時
間の変更問題で揉め、他の20～
30代の同僚の労働者とも折り合
いが悪かった。このため、同年10
月24日に店長に退職を申し出た。
Aさんは店長の説得で11月2日か
ら再び勤務をはじめたが、復職
から5日後の11月7日に、午前l時
まで夜間勤務をしろというマネー
ジャーの指示を受けて出勤し、仕
事中にトイレで意識を失った。脳
出血と診断されたAさんは手術
を受け、未だ稼働に制限がある
状態だ。

Aさんは業務と脳出血の間に
因果関係があるとして労災を申
請したが、勤労福祉公団はこれ
を受け容れなかった。

一審の裁判所の判断は違っ
た。裁判所は「過度なストレス、
急激な業務環境の変化、温度の
変化に露された業務、夜間勤労
など、業務上の要因で脳出血が
自然的な経過よりも早く、重く発生
したと見るのが妥当だ」とした。

裁判所は脳心血管系疾病認
定基準を機械的に適用しなかっ
た。「Aさんが発病当時56歳の女
性だった点を考慮すれば、週5日
夜11時まで働き、睡眠時間の不
足などで相当な精神的・肉体的
な疲労を感じたものと見られる」と
した。また、「Aさんが脳出血を起
こすほどの職務ストレスにばく露
されていなかった」という大韓医
師協会の鑑定結果にも依拠しな
かった。

裁判所は「普通の平均人では
なく、Aさんの個別的な状況を基
準に見れば、Aさんは脳出血当

で無視する発言をした。さらに、
BがAさんの自転車を勝手に使っ
て、自転車に傷をつけ、タイヤに穴
を開けて修理に出さなければな
らなかった。

入社から2年4か月が過ぎた
2019年5月15日に事故が起こっ
た。Aさんは退勤後、夕食を抜
いて一人で部屋に入った。午後
9時頃、Aさんは農薬を飲んで、
すぐに病院に運ばれたが、5月18
日に多発性臓器不全で亡くなっ
た。Aさんの妹は、院長と同僚の
療養保護士のBを、強要と名誉
毅損などで告訴した。しかし、検
察は同年12月、容疑なし（証拠
不十分）で終結した。これとは別
に、Aさんの両親は業務上災害と
して、勤労福祉公団に遺族給付
と葬祭料を請求した。

しかし、すべてAさんの「個人
的な素因」とされた。業務上疾
病判定委員会は「業務的な要因
として、自殺を試みるほどの特別
な事件は確認されておらず、故
人が職場内で受けた業務上のス
トレスのレベルが、正常な認識能
力などを明らかに低下させ、自殺
を誘発するほどだとは考え難い」
と判断した。労災補償保険再審
査委員会もやはり「客観的な根
拠や医学的な所見が不十分だ」
として、再審査請求を棄却した。

しかし、ソウル行政裁判所は7
月25日に遺族に軍配を挙げた。
業務上のストレスによってうつ病
の症状が悪化し、それによって正
常な認識能力が著しく低下し、
極端な選択に至ったと判断した。
裁判所は「2019年に院長が変
わった後から、故人の表情が暗く

なり、口数が減るなどの兆候が発
生したと見られる」。Aさんが知
的障害3級であることも考慮され
た。本来の業務外の業務を担当
することになった時に受けるストレ
スも一般人より高かったと見た。

2023.8.7	毎日労働ニュース

■安城商店街新築工事現場の
崩壊で移住労働者2人が死亡

8月9日午前11時49分頃、京畿
道安城市の商業ビルの新築工
事現場で崩壊事故が発生した。
地下2階、地上9階の商店街で、9
階の床面のコンクリートを打設中
に、床が8階に崩れ落ちたものと
確認された。

この事故で労働者2人が生き
埋めになり、心停止状態で救助さ
れて病院に移送されたが、結局
亡くなった。2人はいずれも20代と
30代のベトナム国籍の男性であ
ることが確認された。ほかにも4
人が負傷し、臨時救急医療所で
治療を受けている。

2023.8.9	民衆の声

■「1日7.5時間勤務も過労に」、
脳出血労働者に労災認定

ソウル行政裁判所は8月23日、
Aさんの（60歳）が勤労福祉公団
に提起した療養不承認処分取り
消し訴訟で、原告勝訴判決を下
した。

Aさんは2014年10月10日から6
年ほど、ソウル江西区のマクドナ
ルド塩倉D店の厨房でハンバー
ガーの調理業務を行った。労働
時間は休憩時間30分を除いて、
午後3時から夜11時までの1日7.5
時間（週5日）だった。

世界から
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時、担当な職務ストレスを受けて
いたと評価するのが妥当だ」とし
た。

2023.8.28	京郷新聞

■13年勤務し「稀少がん」に、裁
判所は「労災」

ソウル行政裁判所はソウル交
通公社の職員Aさん（48歳）が勤
労福祉公団に起こした療養不承
認処分取り消し訴訟で、原告勝
訴判決を行った。公団は不服と
して控訴した。

Aさんは2002年12月、ソウル交
通公社に入社し、機械設備の維
持管理と補修業務を行っていた
が、2016年1月に「びまん性大細
胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）」
と診断された。稀少がんの診断
を受けたAさんは、公団に療養手
当を申請したが承認されなかっ
た。公団は「約13年間、地下鉄
で機械設備のメンテナンス業務を
しながら、ラドンと極低周波電磁
場にばく露されたと推定され、夜
間交代勤務を行った事実が確認
される」としながら、「科学的な連
関性があったとは言い難い」と判
断した。

Aさんは雇用労働部の労災補
償保険再審査委員会の再審査
請求も棄却されると、2020年9月
に訴訟を起こした。

裁判所は公団の判定を覆し
て、Aさんに軍配を挙げた。リン
パ腫と有害要因との医学的な因
果関係が十分に立証されていな
くても、相当な因果関係を簡単に
否定すべきではないと判断した。
裁判所は「労災保険は産業安
全保健上の危険を、公的な保険

によって産業と社会全体がこれ
を分担しようとする目的を持って
いる」。「勤労者の安全と健康の
ための最小限の社会的なセイフ
ティーネットを提供することによっ
て、安定的に産業の発展と経済
成長に寄与するという制度の趣
旨が、判断において十分に考慮
されるべきだ」と説明した。

裁判所はとくに、Aさんが磁場
やラドンなどの有害物質に数年
間はばく露したと見た。「たとえラ
ドン・磁場などが制限的な証拠し
かない発がん物質だとして提示
されていても、Aさんが長期間、
様 な々有害因子に複合的にばく
露され、昼・夜間交代勤務をする
など、作業環境の有害要素も複
合的に作用し、疾病発生の危険
が大きくなり得た」と判示した。裁
判所の鑑定医が、磁場ばく露と
夜間勤務環境の作業が傷病を
誘発または促進した可能性が高
いと提示した所見も、労災の判断
を後押しした。

裁判所は、「Aさんの喫煙歴、
非ホジキンリンパ腫の特性など、
公団が主張する事情を考慮して
も、裁判所の鑑定医の医学的な
所見を排斥することは難しい」と
した。

2023.8.30	毎日労働ニュース

■学校給食室従事者の肺がん、
21人を追加確認

今年3月、教育部は学校給食
室従事者の肺がん検診結果を
発表し、肺がん感染者数を31人
と発表したが、21人が追加で確
認された。当初の教育部の発表
よりも2倍近く肺がん感染者の数

が増えた。
教育部は3月14日、ソウル・京

畿・忠北教育庁を除く14の市・道
教育庁の「学校給食室従事者
の肺がん健康診断」の中間結果
を発表し、受診者2万4065人の
内、肺がんの「疑い」または「か
なり疑われる」という診断を受け
た受診者は139人（0.58％）で、そ
の内、31人（0.13％）が肺がんの
確定診断を受けた。

カン・トック議員は当時抜けて
いたソウル・京畿・忠北教育庁
から肺がん検診の結果を受け取
り発表した。ソウル・京畿・忠北
教育庁の管轄で、肺がんの「疑
い」または「かなり疑われる」とい
う診断を受けた給食従事者は、
99人、129入、12人だ。うち肺が
んが確定した従事者はそれぞれ
8人、12人、1人だ。

教育部の肺がん検診の結果
が現実を正しく反映できていな
いという指摘も出た。教育公務
職本部によると、学校給食従事
者の内、肺がんで労災の承認を
受けたケースは94件（7月31日現
在）なのに、各教育庁の検診結
果は、抜けていた3つの教育庁
の結果まで合わせても52人にと
どまる。教育公務職本部のキム・
ミギョン労働安全委員長は、「多
分、今までに肺がんの感染者ま
たは疑われる者が中途退社す
ることになり、検診から漏れたよう
だ」と指摘した。

2023.9.8	毎日労働ニュース

■1日に小学校教師が2人自死
／全教組「集団的トラウマ、特
段の対策が必要」

世界から



64   安全センター情報2024年3月号

1日の簡に小学校の教師2人
が自死し、全国教職員労働組合
は「今、50万教員は集団的トラウ
マを経験している」として、政府
と教育当局、国会に特段の対策
を求めた。全教組は「声明」を
出し、大田と忠清北道で、前日、
極端な選択で小学校教師が続
いて死亡したことに哀悼の意を
表した。

警察などによると、大田のある
小学校に勤務中の40代の教師
のAさんが5日に自宅で自死を試
み、病院で治療を受けたが、7日
午後、息を引き取った。Aさんは、
保護者の悪質な苦情と児童虐
待という告訴で、長い間の深刻
な精神的なストレスを受けてきた
ことがわかった。忠清北道でも、
30代の教師Bさんが7日、マンショ
ン団地で死亡しているのが見つ
かった。警察は、業務が大変だ
と訴えて休職している状態での
自死と見て、正確な経緯を調べ
ている。

7月のソウル瑞二小学校の教
師の死亡以後、自死した教獅は
既に5人に達する。

最近、全教組が緑色病院と一
緒に行った「教師の職務に関す
る心の健康実態調査」の結果、
教師たちの憂うつ症状、心的外
傷後ストレス障害、自殺などの数
値が、一般の職業群よりはるかに
高く、すでに消耗状態に達してい
ることがわかったと発表した。

2023.9.8	民衆の声

■18歳でサムソン半導体に入社
した労働者の腎臓病に「労災」

18歳でサムソン電子の半導体
工場に入社し、約15年間、有害
物質にばく露しながら夜間交代
勤務をし、慢性腎臓病に罹った
労働者が、裁判所で業務上災害
を認められた。裁判所は関連の
研究結果が不充分でも、継続・繰
り返しばく露されたのなら、障害
を招く可能性が高いと判断した。

ソウル行政裁判所は、サムソン
電子半導体の工場を退社したA
さんが、勤労福祉公団に対して
提起した療養不承認処分取り消
し訴訟で、原告勝訴判決を行っ
た。

Aさん（47歳）は1995年5月、サ
ムソン電子半導体器興工場に
入社し、11年2月までエッチング
工程（化学薬品の腐食作用を利
用してウエハーの特定物質を除
去する工程）を担当した。1999
年からは4組3交代で、午後8時
から翌日午前6時まで働いた。
2011年からは新製品のマスク供
給管理業務を担当した。作業過
程では、ヒ素などの重金属を含む
トルエン・キシレン・トリクロロエチ
レン・ベンゼンに複合的にばく露
した。

産業安全保健研究院は、
2004年と2007年に実施した職
業環境測定の結果、エッチング
工程では有機・無機化合物が生
成される可能性があると確認し、
2012年に発表した「半導体産業

勤労者のための健康管理道標」
にも、フッ酸・塩酸・過重量化水
素・一酸化炭素などが有害危険
要因と表記された。

Aさんは2010年5月頃、慢性
腎臓病と診断され、2014年の出
産後、「末期腎不全」と診断され
た。2016年11月には乳がんに罹
り手術した。2018年2月に退社
し、乳がんの労災療養は認定さ
れたが、腎臓病の療養は拒否さ
れた。Aさんは2021年9月に訴訟
を提起した。

裁判所の鑑定医（職業環境
医学科）は、作業環境が腎臓病
を誘発した可能性があるという
所見を出した。「高くない濃度で
あっても、短くない期間、有害物
質に持続的にばく露され、慢性
腎臓疾患の進行に影響を与え
かねない交代勤務を行い、傷病
の発生または悪化に寄与した可
能性がある」と判断した。

裁判所も業務上の疾病を認
めた。裁判所は「原告が有機溶
剤にばく露した可能性は相当な
ものと見られる。」とした。とくに、
有害物質の濃度が許容基準未
満だという研究結果だけで、腎
臓病誘溌の可能性がないとは断
定できないと見た。昼夜交代勤
務も腎臓疾患に影響を与えたと
判断した。女性労働者は、交代
勤務の時に慢性腎臓疾患の危
険性が高くなるという研究
結果が後押しした。

2023.9.14	毎日労働ニュース

世界から
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